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O
国
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公
務
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宵
克
休
業
等
に
関
す
る
法

官
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六
回
〉

数
送
法
等
の
一
部
を
改
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す
る
法
律

(
六
五
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O O O
高
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
路
設
整
備
挺
進

地
域
資
源
を
活
用
し
た
農
林
議
業
者
等
に
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法

る
政
令
〈
一
一
一
一
一
七
) 令〕

 

O
〈
六
七
〉〔政

道
賂
法
諸
行
令
の

〈一一一一一ムハ)

補
場
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化

水
産
物
の
利
用
促
議
花
関
す
る
法
第

臨
時
措
霞
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

。
国
会
職
員
法
の
一
揮
を
改
正
す
る
法
律

O〉 

次
帥
州
側

川
開
制
服
日 
M 五I段律

O 

b 

O 

〔省

令〕

。
電
波
監
理
審
議
会
が
行
う
審
理
及
び
意
見

の
聴
取
に
関
す
る
規
閣
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
〈
総
務
一 

四
)

開
発
道
路
に
関
す
る
占
用
料
等
徴
収
規
期

の
一
部
告
改
正
す
る
省
令

ハ
国
土
交
通
五
九
〉

O

O

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(
六
一
一
)

。
地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

O O

1m 
1m c::> ブ1..� ぺコ

律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(
六
一
〉

盟
会
職
員
の
育
児
品
休
業
等
に
関
す
る
法
律

律
〈
六
三
)

殺
判
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

よ
る
新
事
業
の
制
脱
出
等
及
び
地
域
の
農
鉢

部
を
改
正
す
る
政
令

に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す

。
国
会
職
員
法
の
一
部
告
改
正
す
る
法
律
〈
法
律
第
六

考
)
〈
摺
会
)

盟
会
職
員
の
弊
任
及
び
較
任
は
、
各
本
議
長
が
、
調

会
機
員
の
人
事
評
錨
に
基
づ
き
、
命
じ
よ
う
と
す
る
騒

の
講
ず
る
職
制
上
の
段
階
の
標
準
的
な
職
に
保
る
標
準
・

職
務
議
行
能
力
及
該
当
該
命
じ
よ
う
と
す
る
職
に
つ
い

て
の
適
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
の
中
か
ら
持
う

も
の
と
す
る
こ
と
と
し
た
よ
第
三
条
の
ニ
第
一
頃
関

係〉
2

各
本
調
長
は
、
盟
会
蟻
田
県
を
降
を
さ
せ
る
場
合
に
は
、

当
該
国
会
議
員
の
人
事
欝
錨
に
基
づ
昔
、
命
じ
よ
う
と

す
る
醸
の
践
す
る
職
能
上
の
段
階
の
標
準
的
な
織
に
係

る
標
準
鞍
務
遂
行
能
力
及
び
当
該
命
じ
よ
う
と
す
る
蟻

に
つ
い
て
の
瀧
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
織
を
命
ず

る
も
の
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
〈
第
一
一
一
条
の
二
第
一
一
項
関

係〉
3

国
際
機
関
立
派
還
さ
れ
て
い
た
こ
と
等
の
事
情
に
よ

り
、
人
事
評
備
が
行
わ
れ
て
い
な
い
罰
金
職
員
の
昇
任
、

降
在
及
び
転
任
に
つ
い
て
は
、
ー
及
び 
2
に
か
か
わ
ら

ず
、
各
本
織
長
が
、
人
事
評
価
以
外
の
能
力
の
実
証
に

、
基
づ
き
、
命
じ
よ
う
と
す
る
職
の
属
す
る
職
鱗
上
の
段

措
の
標
準
的
な
織
に
係
る
標
準
聴
務
議
行
能
力
及
び
議

該
命
じ
よ
う
と
す
る
轄
に
つ
い
て
の
適
性
を
制
判
断
し
て

行
う
こ
と
が
で
さ
る
こ
と
と
し
た
。
〈
第
一
一
一
条
の
ニ
第
三

項
関
係
〉

4

ー
か
ら 
3
ま
で
の
標
準
的
な
蟻
は
、
係
員
、
係
長
、


銀
長
補
佐
、
課
長
そ
の
砲
の
職
と
し
、
職
制
腕
上
の
段
階


及
吋
伊
藤
務
の
種
額
に
応
じ
、
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し


て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
(
第
一
一
一
条
の
一
一
第
四
項
関
係
〉


-
e

5

閥
会
職
員
の
執
務
に
つ
い
て
は
、
会
本
属
長
は
、
定


期
的
に
人
事
評
価
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と


し
た 
e

(

第
六
条
第
一
環
関
様
〉


6

人
事
評
価
の
基
準
及
び
方
法
記
関
す
る
事
現
そ
の
他


人
事
評
儲
に
隠
し
必
要
な
事
項
は
、
両
議
院
の
議
長
が


協
議
し
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
(
第
六
条
第
二
項
関


7
採〉

 
各
本
麗
長
は
、 

5
の
人
事
静
艇
の
結
果
に
応
じ
た
措

欝
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。
〈
第
七
条

隣
様
〉 

O

8

5

か
ら 
7
ま
で
は
、
各
議
焼
事
務
局
の
事
務
総
長
、

議
長
又
は
副
議
長
の
秘
議
事
務
老
っ
か
さ
ど
る
参
事
及

び
常
任
委
員
会
専
門
員
、
各
議
院
法
制
局
の
法
制
腕
局
長
九

並
び
に
国
立
国
会
関
番
館
の
館
長
及
び
専
門
鵠
査
員
花 
4

つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
こ
と
と
し
た
。
〈
第
八
条
関
係
ニ

9

盟
会
職
員
は
、
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
ん
吋T T

事
由
に
該
当
す
る
と
き
は
、
降
給
さ
れ
る
も
の
と
す
る
止

こ

と

と

し

た

よ

第

九

条

第

二

瑛

関

捺

〉

一

同
容
に
よ
り
降
給
す
る
と
き
は
、
商
議
説
の
議
長
が
協
勾

議
し
て
・
定
め
る
場
合
を
除
き
、
国
会
職
員
考
査
養
員
会
止

の
響
査
を
経
な
け
れ
ば
な
ち
な
い
こ
と
と
し
た
。
〈
第
九
百

条

第

一

一

一

環

関

係

)

高

日
本
人
の
意
に
反
す
る
降
在
又
は
免
職
に
つ
い
て
、
新

た
な
人
事
部
値
制
度
を
導
入
し
た
こ
と
に
停
い
、
所
要

の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
〈
第
一
一
条
第
一

環
関
係
〉

ロ
こ
の
法
律
は
、
平
成
ニ
三
年
四
月
一
奇
か
ら
路
一
行
す

る
こ
と
と
し
た
。

。
国
家
公
務
員
の
欝
児
体
業
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
徳
〈
法
樟
第
六
一
号
)
〈
総
務
省
〉

一
国
家
公
務
員
の
宵
克
休
業
等
に
関
す
る
法
律
の

部 

改
正

定
の
常
時
勤
務
す
る
こ
と
を
饗
し
な
い
職
員
ん

〈
以
下
「
非
常
勤
職
員
」
と
い
う 

に
つ
い
て
、
子
」

の
養
育
の
事
情
に
応
じ
、
子
の
出
生
の
日
か
ら
、
二

歳
に
遣
す
る
苦
か
ら
一
議
六
か
月
に
遣
す
る
自
ま
で
ム

の
関
で
人
事
院
議
闘
で
定
め
る
日
ま
で
育
児
体
業
を
」

ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。
(
第
一
一
一
条
第
一
項
一

関

係

)

、

ん

2

一
定
の
非
常
勤
職
員
〈
持
在
用
難
時
間
勤
務
職
員
」


を
除
く
。
)
に
つ
い
て
、
三
歳
に
達
す
る
ま
で
の
子
を


養
育
す
る
た
め
、
一
日
に
つ
き
二
時
簡
を
超
え
な
い


範
服
部
内
で
勤
務
し
な
い
こ
と
を
す
る
こ
と
が
で
き
る


こ
と
と
し
た
。
(
第
二
六
条
第
一
項
関
係
)


3

防
衛
省
の
識
員
へ
の
準
用
に
つ
い
て
、
、
必
要
な
読


替
え
を
行
う
こ
と
と
し
た
よ
第
二
七
条
第
一
現
関


係〉

地

方
公
務
員
の
育
兇
休
業
等
む
関
す
る
法
擦
の
一
部


故
正

ー
一
定
の
非
常
勤
醸
員
に
つ
い
て
電
子
の
養
育
の
事

慢
に
応
じ
、
予
の
出
生
の
臼
か
ら
、
一
歳
に
達
す
る

日
か
ら
一
競
穴
か
月
に
達
す
る
呂
ま
で
の
関
で
条
例

で
定
め
る
日
ま
で
育
児
休
業
者
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
し
た
よ
第
ニ
条
第
一
項
関
係
)

J

v -
w
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期加乏の�  

る財決対体三例の
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と饗れにこ 孫単に
し額たっす 〉位階

2

一
定
の
非
常
勤
機
長
〈
再
任
用
規
時
間
勤
務
蟻
員
を

。
放
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(
法
律
第
六
正
母
〉

動
す
る
も
の
に
設
重
し
て
使
用
し
、
又
は
携
帯
し

〈
総
務
審
)

て
使
用
す
る
た
め
の
受
議
設
備
に
よ
り
受
信
さ
れ

一
放
送
法
の
一
部
改
正
関
捺

験
く
。
)
に
つ
い
て
、
一
一
一
識
に
達
す
る
ま
で
の
予
を
養
育

す
る
た
め
、
一
日
に
つ
き
二
時
間
を
超
え
な
い
範
館
内

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
を
除
く 

の
業
務
に

で
勤
務
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
と
し

ー
定
義
に
関
す
る
事
項
〈
第
一
一
条
関
係
〉

用
い
る
放
送
器
用
〈
以
下
「
特
定
地
上
基
幹
敢
送
局
」

料
放
送
の
定
義
を
、
公
衆
に
よ
っ
て
誼
接
受
信
さ

と
い
う
。
)
の
免
許
校
受
け
た
者
と
す
る
こ
と
と
し

た。

J

た
。
〈
第
二 

条
第
一
項
関
採
〉

O

護
を
行

3

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
五
年
期
月

れ
る
こ
と
を
話
的
と
す
る
常
気
灘
摺
ハ
譲
葉
通
信

日
か
ら
諸
行
す

事
業
法
第
二
条
第
一
時
に
規
定
す
る
建
築
通
鵠
を

総
基
幹
数
送
事
業
者
の
定
義
を
、
認
定
基
幹
故
送

い
う
。
〉
の
送
鵠
〈
綿
入
の
建
気
通
信
一
設
備
〈
悶
条

事
業
者
及
び
特
定
壇
上
基
幹
放
送
事
業
者
と
す
る

第
一
一
号
に
規
定
す
る
構
築
通
信
設
績
を
い
う
。
以

こ
と
と
し
た
。

凶
暴
幹
放
送
鍔
提
供
事
業
者
の
定
義
姿
、
電
波
法

の
規
定
に
よ
り
基
幹
放
送
局
の
免
許
を
受
け
た
者

で
あ
っ
で
、
当
該
碁
斡
放
送
局
の
無
線
設
備
及
び

そ
の
抱
の
電
気
通
信
設
舗
の
う
ち
総
務
省
令
で
定

め
る
も
の
の
総
体
〈
以
下
「
基
幹
放
送
局
設
績
」

， 

と
い
う
。
〉
を
認
定
基
幹
放
送
事
難
者
の
基
幹
放
送

の
業
務
の
鶏
に
供
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
と
し

た。

主ニ<>邸
たたか普いこ 費いこ第算年地六地

同
総
務
大
臣
は
、
議
幹
放
送
の
計
磁
的
な
普
及
及

。こよら議てと平地用る平ニ地ニし度方補三方

び
鍵
全
な
発
達
を
図
る
た
め
、
基
幹
放
送
普
及
計

の隣控交、が成方を蕗或年方条て分交正号交
法則除付平でニ交改期二法交関交と付予三付

欝
を
定
め
、
こ
れ
に
基
づ
き
惑
襲
な
措
置
を
講
ず

本
放
送
協
会
に
関
す
る
事
現
(
第
一
条
及
び
第
一

る
こ
と
と
す
る
と
と
と
し
た
。

法
の
諜
定
に
よ
り
当
該
基
幹
放
送
の
業
務
に
用
い
一

る
特
定
議
上
基
幹
放
送
局
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
ん
一

す
る
者
文
は
受
け
た
者
を
除
く
。
)
は
、
総
務
大
鹿
吋
一

的
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
士

こ
と
と
し
た
。 

一
J

的
基
幹
放
送
の
業
務
の
認
定
に
お
い
て
、
当
該
業
ι
一

務
を
行
お
う
と
す
る
者
が
他
の
議
幹
鼓
送
事
業
者
一

3
u
μ

q
h

M

る
こ
と
と
し
た
。

〈
法
樟
第

下
開
じ
。
〉
を
用
い
て
行
わ
れ
る
も
の
を
含
む
。
〉
と
一

す

る

と

と

と

し

た

。

マ

一

一

部
を
改

す
る
法

同
放
送
事
業
者
の
定
義
を
、
基
幹
放
送
事
業
者
及
一

ぴ
一
般
放
送
事
業
者
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
一

同
そ
の
鶴
の
定
義
規
定
の
整
績
を
す
る
こ
と
と
し
一

た

。

-

一

、 

.

6

一

放
送
番
組
の
編
集
締
に
関
す
る
遥
屈
に
関
す
る
事
一

壊

〈

第

一

条

及

び

第

一

一

条

鶴

採

〉

一

付
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
に
よ
る
基
幹
放
送
を
行
う
…

法
篠

平
成

放
送
事
業
者
以
外
の
放
送
事
業
者
の
放
送
番
毅
審
一

議
機
関
悲
組
織
す
る
委
員
の
員
数
に
つ
い
て
、
七
一

人
未
講
の
員
数
以
上
と
す
る
こ
と
と
し
史

0

・
子
一 

ω
そ
の
能
規
定
の
懇
備
を
す
る
こ
と
と
し
た
。
一 

ω間
基
幹
放
送
の
業
務
を
行
お
う
と
す
る
者
〈
建
設
舎

二

条

関

誌

)

…

付
協
会
関
際
衛
星
教
送
の
定
義
を
、
日
本
放
送
協
…

会
が
外
関
に
お
い
て
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
程
的
と
一

し
て
基
幹
放
送
を
す
る
無
線
局
〈
以
下
吋
基
幹
放
一

送
局
」
と
い
う 
J
又
は
外
閣
の
放
送
持
を
競
い
て
一

行
わ
れ
る
放
送
〈
人
工
衛
星
の
放
送
踏
を
用
い
て
一

ら
施
行
す
る
こ
と
と
し

行
わ
れ
る
も
の
に
限
る 
J
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
一

∞
そ
の
飽
規
定
の
整
欝
安
す
る
こ
と
と
し
た
。
一

4

義
幹
放
送
立
関
す
る
事
現
〈
第
二
条
関
係
)
一

件
基
幹
放
送
の
定
義
を
、
鎗
波
訟
の
規
定
に
よ
り
一

に
対
し
て
支
配
関
係
を
有
す
る
者
に
該
当
し
な
い
作

行
す

。
裁
判
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
〈
法
律
第
六
割
符
〉

〈
法
務
省
〉 

O

1

平
成
…
一
一
一
一
年
一 

見
一
二
一
日
ま
で
の
問
、
響
定
的
に
、

と
し
た
。
〈
出
抑
制
限
第
四
積
関
係
〉

2

放
迭
を
す
る
無
線
島
に
専
ら
又
は
加
穂
先
的
に
割
り
一

こ
と
等
、
基
幹
紋
迭
に
よ
る
表
現
の
自
由
が
で
き
』
マ

る
だ
け
多
く
の
者
に
よ
っ
て
享
害
さ
れ
る
と
と
が

当
て
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
た
周
綾
数
の
議
披
を
使
一

妨
げ
ら
れ
な
い
と
認
め
ち
れ
る
場
合
で
な
け
れ
ば

。
国
会
議
員
の
育
児
休
議
等
に
関
す
る
法
擦
の
一
部
を
改

z
z
z

2
3
正
ず
る
法
律
(
法
穣
第
六
二
号
〉
〈
国
会
〉

一
定
の
常
時
勤
務
す
る
こ
と
密
裏
し
な
い
盟
会
嬢
獄
誠

に
つ
い
て
、
予
の

J

実
コ
(
以
下
「
非
常
勤
議
員
」
と
い
う

一
平
》
養
育
の
事
情
立
応
じ
、
一
歳
に
述
ず
る
詔
が
ら
一
議
六

~
一
か
月
に
逮
す
る
呂
、
中
広
で
の
閣
で
縄
議
読
の
議
長
が
協
議

泊
し
て
定
め
る
日
中
広
で
育
児
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

六
よ
う
に
す
る
こ
と
と
し
た
二
第
三
条
第
一
項
関
保
〉 

・

濁

す

る

放

送

と

す

る

こ

と

と

し

た

。

一 

ω
認
定
基
幹
放
送
事
業
者
の
定
義
を
、
慈
斡
放
送
一

な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
、
「
支
配

関
係
」
と
は
、
一
の
者
が
有
す
る
法
人
等
の
議
決

司
法
修
習
生
が
そ
の
修
習
に
専
傘
ず
る
こ
と
を
確
保
す

る
た
め
の
資
金
を
捕
が
貸
与
す
る
割
震
安
捧
止
し
、
司

法
修
習
生
に
対
し
給
与
を
支
給
す
る
額
擦
と
す
る
こ
と

た
者
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

の
業
務
を
行
う
た
め
に
総
務
大
臣
の
認
定
一
安
受
け
一

権
の
数
の
議
該
法
人
一
等
の
議
決
議
の
総
数
に
占
め

こ
の
法
捧
は
、
公
坊
の
告
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し

同
特
結
婚
上
基
幹
放
送
事
業
者
の
定
義
を
、
電
披

る
欝
合
が
一 

分
の
一
以
上
三
分
の
…
米
満
の
範

O

法
の
規
定
に
よ
り
畠
己
の
地
上
基
幹
毅
送
(
基
幹

館
内
の
一
定
の
割
合
そ
越
え
る
場
合
に
お
け
る
当

放
送
で
あ
っ
て
、
人
工
衛
星
の
設
送
路
を
用
い
て
'

該
一
の
者
と
当
該
法
人
文
は
団
体
の
関
係
等
に
該

行
わ
れ
る
も
の
及
び
自
動
車
そ
の
徳
の
階
上
を
移

当
す
る
関
係
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

た。
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同
特
定
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
が
分
額
を
し
た
場

合
に
お
い
て
、
分
割
に
よ
り
地
上
基
幹
放
送
の
業

務
を
行
う
事
業
を
京
総
し
た
法
人
は
、
総
務
大
慌

の
認
可
を
受
け
た
と
き
誌
、
，
当
該
業
務
に
保
る
認

定
安
受
け
た
も
の
と
み
な
す
と
と
と
す
る
こ
と
と

し
た
。

日
間
認
定
基
幹
放
送
事
業
者
は
基
幹
放
送
め
業
務
に

用
い
る
電
気
通
信
設
畿
(
基
幹
放
送
局
設
講
を
除

く
。
以
下
・
「
基
幹
教
送
設
繍
」
と
い
う
。
〉
を
、
特

定
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
は
自
己
の
地
上
基
幹
放

送
の
業
務
に
期
い
る
議
気
通
信
設
備
〈
以
下
吋
特

定
地
上
基
幹
放
送
局
等
殺
鍍
」
と
り
つ
。
〉
を
、
基

幹
放
送
局
提
供
事
業
者
は
基
幹
放
送
爵
設
備
を
技

街
慕
壊
に
溜
合
す
る
よ
う
に
維
持
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

ω
認
定
基
幹
放
送
事
業
者
は
語
幹
放
送
設
請
に
、

特
定
掲
上
基
幹
放
送
事
業
者
は
特
定
地
上
基
幹
放

送
局
等
設
嫡
に
、
基
幹
放
送
局
操
教
事
業
者
は
基

幹
放
送
局
設
備
に
起
悶
す
る
放
送
の
捧
止
そ
の
他

の
重
大
な
事
故
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
皆
を
そ

の
理
由
又
は
療
関
と
と
も
に
、
羅
滞
な
く
、
総
務

大
使
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ち
な
い
こ
と
と
す
る

こ
と
と
し
た
。

山
口
総
務
大
臣
は
、
骨
格
幹
放
送
致
儲
、
特
定
地
上
基

幹
放
送
局
等
設
備
又
は
基
幹
設
送
局
設
備
が
技
術

基
準
に
議
会
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
認

定
基
幹
放
送
事
業
者
、
特
定
地
上
基
幹
放
送
事
業

自
白
者
又
は
基
幹
数
議
島
提
供
事
業
者
立
対
し
、
当
該

3-

技
筏
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
そ
れ
ら
を
改
善
す

丹
-
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る

2-

こ
と
と
し
た
。 

14

回
総
務
大
阻
は
、
技
諦
基
準
適
合
維
持
義
務
、
重

年
一
大
事
故
の
報
告
義
務
、
設
舗
の
改
善
命
令
の
施
行

つ
一
一
に
必
要
な
限
度
立
お
い
て
、
基
幹
放
送
事
業
者
又

リ
ピ
は
義
幹
放
送
局
提
供
事
業
者
に
対
し
、
基
幹
放
送

内
出
設
舗
紘
一
惜
の
状
波
等
の
報
告
を
求
め
、
又
は
そ
の
磯

;
む
員
に
、
議
該
基
幹
放
送
設
備
等
を
殻
援
す
る
場
所

誌
に
立
ち
入
り
、
当
該
基
幹
款
送
設
繕
等
を
検
査
さ

3
一
「
ト 

せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

凶
暴
幹
放
送
局
提
供
事
業
者
で
あ
っ
て
基
幹
放
送

事
業
者
を
葉
ね
る
も
の
は
、
基
幹
放
送
局
設
構
及

び
斡
定
地
上
基
幹
放
送
局
等
設
備
を
基
幹
放
送
の

業
務
の
蹄
に
供
す
る
業
務
に
関
す
る
余
計
を
整
理

し
、
及
び
こ
れ
託
基
づ
き
当
該
業
務
に
隠
す
る
校

支
の
状
説
等
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

と
す
る
こ
と
と
し
た
。

内
閣
そ
の
佑
鑑
定
の
繋
舗
を
す
る
こ
と
と
し
た
。

5

一
般
放
送
に
関
す
る
事
項
{
第
一
一
条
関
係
〉

付
基
幹
放
送
以
外
の
放
送
〈
一
般
放
送
〉
の
業
務

を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
総
務
大
臣
の
登
銭
を
受

け
又
は
総
務
大
臣
に
届
出
を
し
な
け
れ
試
な
ら
な

い
こ
と
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

一
般
放
送
事
業
者
の
定
義
を
、
一
般
放
送
の
業

務
を
行
う
た
め
に
総
務
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
者

及
び
総
務
大
臣
に
蕗
出
を
し
た
者
と
す
る
こ
と
と

M
W

M
W

し
た
。一

穀
放
送
の
業
務
の
登
録
を
受
け
た
者
〈
以
下

「
登
銭
一
般
放
送
事
業
者
い
と
い
う
。
)
は
、
そ
の

登
録
に
係
る
構
築
通
信
設
備
後
技
術
基
準
に
適
合

す
る
よ
う
に
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と

す
る
こ
と
と
し
た
。

側
議
録
一
般
放
送
事
業
者
は
、
議
録
に
孫
る
震
裁
一

通
館
設
備
に
起
留
す
る
放
送
の
停
止
そ
の
飽
の
重
一

大
な
事
故
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
設
を
そ
の
理
一

自
又
は
原
因
と
と
も
に
、
選
落
な
く
、
総
務
大
陸
一

に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
一

と

し

た

。

一

回
‘
総
務
大
肢
は
、
受
録
に
採
る
需
気
道
援
設
擦
が
一


技
篠
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
一


は
、
登
毅
一
般
放
送
事
業
者
に
対
し
、
当
該
技
術
一


基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
当
該
電
鉱
通
信
設
備
を
?


改
善
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と


と
す
る
こ
と
と
し
た
。


的
総
務
大
阪
誌
、
登
諒
一
般
放
送
事
業
者
に
対
し
、

登
録
む
傑
る
構
気
通
信
設
備
の
状
況
等
の
報
告
を

求
め
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
議
集
通
信
設
備
を
設

置
す
る
場
所
に
立
ち
入
り
、
当
該
標
葉
通
信
設
鑓

そ
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と

ヰ
と
し
た
。

国
登
録
一
般
放
送
事
業
密
で
あ
っ
て
、
市
町
村
の

区
域
を
徹
察
し
て
定
め
る
区
域
の
全
部
又
拡
大
部

分
に
お
い
て
有
線
篭
気
謹
器
設
畿
を
用
い
て
テ
レ

ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
者
と
し
て
総
務
大
患
が
指

定
す
る
者
〈
指
定
欝
放
送
事
業
者
〉
は
、
当
該
登

録
に
採
る
業
務
広
域
内
に
地
上
基
幹
放
送
〈
テ
レ

ゼ
ジ
ョ
ン
放
送
に
譲
る
。
)
の
受
援
の
障
害
が
発
生

し
て
い
る
区
域
が
あ
る
と
き
は
、
正
当
な
理
出
が

あ
る
場
合
安
除
き
、
当
該
受
信
の
棒
警
が
発
生
し

て
い
る
拡
域
に
お
い
て
、
そ
の
放
送
対
象
地
械
に

当
該
区
域
を
含
む
す
べ
て
の
地
上
基
幹
放
送
を
受

信
し
、
そ
の
寸
べ
て
の
放
送
番
組
に
変
更
を
加
え

な
い
で
開
時
に
再
放
送
を
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い

こ
と
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

約
若
様
鍵
気
通
語
設
欝
を
用
い
て
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン

教
送
の
業
務
を
行
う
一
般
放
送
事
業
者
〈
援
毅
一

般
教
法
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
指
定
再
放
送
事
業

者
に
躍
る
。
〉
が
、
掲
上
基
幹
放
送
の
業
務
を
行
う

基
幹
放
送
事
業
者
に
対
し
、
そ
の
地
上
基
幹
放
送

を
受
信
し
て
す
る
再
放
送
に
係
る
同
意
に
つ
い
て

協
議
を
申
し
入
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
羽
一
該
基

幹
放
送
事
業
者
が
協
議
に
応
じ
ず
、
又
は
協
議
が

頴
わ
な
い
と
き
は
‘
当
事
者
は
、
常
気
通
借
紛
争

処
理
委
員
会
〈
以
下
「
紛
争
処
理
委
員
会
」
と
い

き
、
ま
た
、
当
事
者
の
双
方
は
、
紛
争
処
理
委
員

会
に
対
し
、
仲
裁
を
申
欝
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
と
す
る
ほ
か
、
当
該
一
般
放
送
事
業
者
は
総
務

大
臣
の
裁
定
を
府
守
護
す
る
こ
と
が
で
さ
る
こ
と
と

す
る
こ
と
と
し
た
。

持
そ
の
他
規
定
の
整
儲
を
す
る
こ
と
と
し
た
。

脊
料
放
送
に
関
す
る
事
項
(
第
一
一
条
関
孫
)


付
有
料
放
送
事
業
者
は
、
基
幹
放
送
を
契
約
の
対


S

象
と
す
る
有
料
放
送
〈
以
下
「
有
料
基
幹
放
送
い


と
い
う
。
〉
の
役
務
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
当
該

う
J
に
対
し
、
あ
っ
せ
ん
を
申
議
す
る
こ
と
が
で

有
料
慕
幹
放
遜
の
役
務
に
関
す
る
料
金
そ
の
鶴
の

提
供
条
件
立
つ
い
て
有
料
基
幹
放
送
契
約
約
款
安

定
め
、
そ
の
実
施
前
に
総
務
大
誌
に
媛
け
出
な
け

れ
誌
な
ら
な
い
こ
と
と
し
、
当
該
省
料
基
幹
放
送

契
約
約
款
以
外
の
鑓
供
条
存
に
よ
る
有
料
義
幹
放

送
の
役
務
の
援
棋
を
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
当
該

有
料
基
幹
放
送
契
約
約
款
を
公
表
し
、
掲
訴
す
る

こ
と
と
す
る
こ
と
と
し
た
。 

有
料
放
送
事
業
者
は
、
在
当
な
璃
由
が
な
け
れ

ば
、
閣
内
に
設
寵
す
る
受
信
設
般
に
よ
り
そ
の
脊

料
放
送
を
受
信
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
そ
の
有

粍
放
送
の
役
務
の
提
換
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
こ

と
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

同
有
料
放
送
事
業
者
拡
)
宥
料
放
送
の
役
務
を
提

供
す
る
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
、
又
は

廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
休
止
又
は
廃

止
し
よ
う
と
す
る
有
料
放
送
の
盟
内
受
信
者
に
対

し
、
そ
の
皆
を
一
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

桝
有
料
放
送
事
業
者
及
び
有
料
放
送
の
役
務
の
提

供
に
関
す
る
契
約
の
締
結
の
媒
介
等
を
業
と
し
て

行
う
者
は
、
有
料
放
送
の
役
務
の
提
供
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
と
有
料
教
法
の
役
務
の
提
供
に
関
す

る
契
約
の
締
結
等
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当

該
有
料
放
送
の
役
務
に
関
す
る
斡
金
そ
の
他
の
提

供
条
件
の
概
要
に
つ
い
て
、
そ
の
者
に
説
燐
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

掛
宥
料
放
送
事
業
者
及
び
有
料
放
送
管
壊
事
業
者

は
、
有
料
放
送
の
役
務
の
提
供
に
関
す
る
業
務
の

方
法
又
は
料
金
そ
の
鵠
の
提
供
染
件
に
つ
い
て
の

閣
内
受
信
者
〈
有
料
放
送
の
役
務
の
提
供
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
を
含
む
。
〉
か
ら
の
苦
情
及
び
開
会

せ
に
つ
い
て
は
、
適
切
か
つ
迅
速
に
こ
れ
を
鑓
理

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
と
し

た。
同
有
料
放
送
管
理
業
務
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、


そ
の
詣
を
総
務
大
臣
に
題
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な


い
こ
と
と
し
、
当
該
届
出
を
し
た
有
料
教
送
管
理


事
業
者
は
、
業
務
の
実
議
方
針
の
策
定
等
の
そ
の


業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め


の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る


こ
と
と
し
た
。


同
総
務
大
軍
は
、
有
料
基
幹
放
送
契
約
約
款
に
定


め
る
援
社
内
条
持
が
国
内
受
穣
者
の
利
益
そ
髄
蓄
し


て
い
る
と
認
め
る
場
合
は
変
更
を
命
ず
る
こ
と
が


で
き
る
こ
と
と
し
、
側
及
び
山
間
の
義
務
に
議
反
し


た
と
き
は
、
業
務
の
方
法
の
故
普
等
の
捲
霊
を
命


ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
と
し
た
。


同
そ
の
佳
規
定
の
整
畿
を
す
る
こ
と
と
し
た
。

7

そ
の
鶴
規
定
の
整
績
を
す
る
こ
と
と
し
た
。

M
M
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一
穂
波
法
の
一
部
改
正
隣
保

-
免
許
を
要
し
な
い
無
線
局
で
あ
っ
て
空
中
韓
電
力

が
0
・
0
一
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
を
要
件
の
一

っ
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
空
中
謙
一
喝
カ
の
上
躍
を

0
・
。
一
ワ
ッ
ト
か
ら
一
ワ
ッ
ト
に
改
め
る
こ
と
と

す
る
こ
と
と
し
た
。
(
第
一
一
一
条
関
孫
)

2
無
線
痛
の
免
許
の
欠
格
事
患
の
う
ち
外
国
牲
の
制

騒
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
誌
、
特
定
の
臨
定
地
点
関

の
無
線
通
指
を
行
う
無
線
局
〈
大
使
館
、
公
使
鰭
又

は
領
事
館
の
公
舟
に
供
す
る
も
の
等
を
除
く
。
〉
に
は

適
用
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
〈
第
一
一
一
条
関

3
係
)基

幹
設
い
患
の
定
義
を
、
公
衆
に
よ
っ
て
櫨
接
受
信

さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
無
線
通
信
の
送
信
で

あ
っ
て
、
放
送
を
す
る
無
線
鯖
に
専
ら
又
は
優
先
的

に
割
り
惑
で
る
服
用
被
数
の
醤
波
を
使
用
す
る
も
の
と

す
る
こ
と
と
し
た
。
〈
第
四
条
関
係
〉

4
主
た
る
目
的
及
び
従
た
る
臨
的
を
宥
す
る
無
線
路

及
び
基
幹
放
送
を
す
る
無
謀
局
〈
当
該
基
幹
放
送
に

加
え
て
基
幹
放
送
以
外
の
無
総
連
債
の
送
信
を
す
る

も
の
を
食
む
。
)
の
免
許
に
係
る
手
続
を
整
備
す
る
こ

と
と
し
た
。
〈
第
四
条
関
係
〉

5

免
許
人
は
、
総
務
大
患
の
許
可
を
受
け
て
、
無
藤

局
の
目
的
を
変
質
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る

こ
と
と
し
た
。
〈
第
沼
条
関
採
〉

6

特
定
地
上
基
幹
放
送
局
の
免
許
人
た
る
法
人
が
分

割
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
分
割
に
よ
り
笥
該
基
幹

放
送
局
を
承
継
し
、
こ
れ
を
分
割
に
よ
り
地
上
基
幹

放
送
の
業
務
を
承
継
し
た
佑
の
法
人
の
業
務
の
用
に

換
す
る
業
務
を
行
お
う
と
す
る
法
人
が
総
務
大
庄
の

許
可
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
法
人
が
当
該
特
定
地

上
基
幹
放
送
局
の
免
許
人
か
ら
当
該
業
務
に
係
る
基

幹
放
送
局
の
免
許
人
の
地
位
を
承
鋸
し
た
も
の
と
み

な
す
こ
と
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
〈
第
四
条
関
録
〉

7

割
り
当
て
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
臨
時
波
数
の
衰

(
鰐
波
数
割
当
計
額
)
に
は
、
放
送
去
す
る
無
線
局

に
係
る
凋
披
数
に
つ
い
て
放
送
を
す
る
無
線
局
に
専

ら
又
は
優
先
的
に
割
り
当
て
る
周
波
数
及
び
そ
れ
以

外
の
賭
波
数
の
区
分
の
刻
を
記
載
す
る
と
と
と
す
る

こ
と
と
し
た
。
(
第
四
条
関
係
)

8

4
電
気
通
偉
業
務
を
行
う
こ
と
を
自
的
と
し
て
睦
上

に
開
設
す
る
移
動
し
な
い
無
線
馬
で
あ
っ
て
、
移
動

す
る
無
線
局
を
通
信
の
相
手
方
と
す
る
も
の
の
う

ち
、
無
線
設
備
の
設
擾
場
所
、
空
中
綾
龍
カ
等
を
勘

案
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線
局
で
あ
っ
て
、
連

合
表
示
無
線
設
備
の
み
を
使
用
す
る
も
の
を
ニ
以
上

関
設
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
特
定
無
畿
局
が
臨

時
、
通
話
の
相
手
方
、
電
波
の
型
式
及
び
賭
披
数
並

び
に
無
線
設
備
の
規
格
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
る

限
り
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
無
線
痛
を
忽
括
し
て
対

象
と
す
る
免
許
(
包
括
免
許
〉
を
申
請
す
る
こ
と
が

で
さ
る
こ
と
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
(
第
一
一
一
条
関
係
〉

号
利
害
関
係
人
は
、
無
繰
設
舗
の
技
術
基
準
に
つ
い

て
、
原
裳
を
一
部
し
て
‘
こ
れ
を
策
定
し
、
又
は
変
更

す
べ
き
こ
と
を
総
務
大
患
に
申
し
出
る
こ
と
が
で
さ

る
こ
と
と
し
、
総
務
大
震
は
、
当
該
申
出
を
受
け
た

場
合
に
お
い
て
、
そ
の
申
出
に
係
る
技
衝
基
準
を
策

定
し
、
文
は
変
更
す
る
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き

は
、
理
砲
を
付
し
て
そ
の
器
を
申
出
入
に
通
知
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
(
第
一
一
一

条
関
傑
〉

間
技
椅
基
準
議
合
説
明
を
受
け
た
者
等
は
、
そ
の
氏

名
文
は
名
称
及
び
住
所
等
に
変
吏
が
あ
っ
た
と
き

は
、
濃
縮
滞
な
く
、
そ
の
皆
を
総
務
大
陸
に
届
け
出
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
〈
第
一
一
一

条
関
係
)

日
無
繰
局
に
係
る
審
類
の
鏑
付
け
義
務
の
う
ち
、
無

線
検
査
簿
の
犠
付
け
義
務
を
瞬
間
止
す
る
こ
と
。
〈
第
三

条
関
係
)

ロ
総
務
大
臣
は
、
接
線
設
儲
が
技
術
基
準
に
適
合
し

て
い
・
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
議
議
無
線
設
績
を
艇

用
す
る
無
擦
問
問
の
免
許
人
等
に
対
し
、
そ
の
技
鋳
基

準
に
適
合
す
る
よ
う
に
当
該
無
縫
設
縞
の
修
理
そ
の

抱
の
必
饗
な
錯
麓
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と

が
で
さ
る
こ
と
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
〈
第
一
一
一
条
関

係〉
日
登
鋸
検
査
等
事
業
者
〈
柴
隷
設
備
等
の
点
検
の
事

業
の
み
を
行
う
者
を
除
く
。
〉
が
無
様
局
の
無
繰
設
錆

等
に
つ
い
て
検
査
を
行
い
、
そ
の
無
線
設
鋳
が
そ
の

工
事
設
計
に
合
致
し
て
お
り
、
か
っ
、
そ
の
無
糠
従

事
者
の
資
格
及
び
良
数
並
び
に
そ
の
時
計
及
び
蓄
額

が
電
波
法
の
規
定
に
そ
れ
ぞ
れ
議
反
し
て
い
な
い
旨

を
記
載
し
た
誕
明
書
の
援
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
閣

の
窓
態
検
査
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
さ
る
こ
と
と
す

る
こ
と
と
し
た
。
〈
第
四
条
関
係
〉

日
無
線
烏
の
免
許
等
が
そ
の
効
力
を
失
っ
た
と
き

は
、
免
許
人
等
で
あ
っ
た
者
は
、
遅
滞
な
く
空
中
擦

の
撤
去
そ
の
砲
の
総
務
省
令
で
定
め
る
龍
波
の
発
射

を
訪
止
す
る
た
め
に
お
要
な
捺
麓
そ
講
じ
な
け
れ
ば

な
ち
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
(
第
一
一
一
条
関

係
)

日
寵
波
監
理
審
議
会
は
、
電
技
法
に
基
づ
く
総
務
省

令
の
制
定
又
は
改
療
に
つ
い
て
諮
問
を
受
け
た
場
合

に
は
、
意
見
の
聴
取
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
を
改
め
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
意
見

の
聴
取
者
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
と

し
た
。
〈
第
一
一
一
条
関
採
〉

四
そ
の
他
規
定
の
撃
舗
を
す
る
こ
と
と
し
た
。

一
一
一
種
気
漕
信
事
業
法
の
一
部
改
正
関
採
(
第
五
条
関
係
〉

ー
電
気
道
館
事
業
の
定
義
を
、
建
策
通
議
役
務
を
飽

人
の
需
要
に
一
応
ず
る
た
め
に
提
供
す
る
事
業
(
放
送

局
設
構
供
話
役
務
〈
基
幹
放
送
局
設
備
を
認
定
基
幹

放
送
事
業
者
の
基
幹
放
送
の
業
務
の
用
に
供
す
る
投

務
を
い
う
。
)
に
採
る
事
業
を
除
く
。
)
と
す
る
こ
と
と

し
た
。

2

寵
気
通
信
事
業
を
営
も
う
と
す
る
者
の
設
罷
す
る

電
気
通
信
回
線
設
構
が
、
基
幹
放
送
に
加
え
て
基
幹

放
送
以
外
の
無
線
選
議
の
送
信
を
す
る
無
総
局
の
無

繰
設
績
で
あ
る
場
合
は
、
総
務
大
陸
に
届
け
出
る
こ

と
を
も
っ
て
足
り
る
こ
と
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

3

第
二
種
指
定
篭
気
道
徳
設
構
を
設
寵
す
る
謹
気
通

信
事
業
者
は
、
第
一
一
種
指
定
篭
気
通
信
設
舗
と
の
接

続
立
脚
関
す
る
余
計
を
整
理
し
、
及
び
こ
れ
に
基
づ
き

当
該
接
続
に
関
す
る
収
支
の
状
況
等
そ
公
表
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

4

電
気
通
信
事
業
者
賭
に
お
い
て
、
そ
の
一
方
が
矯

気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
た
め
に
使
用
す
る
建
物
そ

の
抱
の
工
作
物
〈
議
気
通
揺
設
備
設
欝
照
工
作
物
〉

の
共
用
に
関
す
る
協
定
の
締
結
を
・
申
し
入
れ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
抱
の
一
方
が
そ
の
協
議
に
応
じ
ず
又

抵
当
該
協
議
が
鵠
わ
な
い
等
の
場
合
は
、
当
事
者
は
、

紛
争
処
理
委
員
会
に
対
し
、
あ
っ
せ
ん
を
申
請
す
る

こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
当
事
者
の
波
方
は
、
紛
争
恐

理
委
員
会
記
対
し
、
仲
裁
を
南
市
議
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
と
す
る
ほ
か
、
総
務
大
臣
は
、
当
該
他
の
一

方
の
電
気
通
信
事
業
者
に
対
し
、
そ
の
協
議
の
開
始

又
は
再
開
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
当
該
一

方
の
竜
気
通
情
事
業
者
は
、
総
務
大
臣
の
裁
定
を
申

請
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

5

篭
気
通
諸
事
業
者
と
電
気
遇
措
設
備
を
用
い
て
総

人
の
通
信
号
謀
分
す
る
篭
気
遇
措
役
務
以
外
の
竜
気

遇
措
役
務
を
篭
気
通
橋
間
曲
線
設
識
を
設
援
す
る
こ
と

な
く
器
供
す
る
篭
気
通
信
事
業
を
営
む
審
と
の
関
誌

お
い
て
、
当
該
議
気
通
信
事
業
を
営
む
者
が
申
し
入

れ
た
当
該
醤
気
瀧
椿
事
業
を
営
む
に
当
た
っ
て
利
用

す
べ
き
寵
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
の
締

結
に
欝
し
、
当
事
者
が
取
得
し
、
若
し
く
は
負
強
す

べ
き
金
額
又
は
条
件
そ
の
組
そ
の
細
目
に
つ
い
て
当

事
者
間
の
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
は
、
当
事
者
は
、

紛
争
処
理
委
員
会
に
対
し
、
あ
っ
せ
ん
を
由
伊
藤
す
る

こ
と
が
で
き
‘
ま
た
、
諸
事
者
の
漢
方
は
、
紛
争
施

理
委
員
会
に
対
し
、
仲
裁
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

8

そ
の
他
規
定
の
整
欝
を
す
る
こ
と
と
し
た
。

四
こ
の
法
捧
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
容
の
臼
か

ら
組
組
算
し
て
九
月
を
超
え
な
い
範
部
内
に
お
い
て
政
令

で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

。
高
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
数
送
範
設
整
鰭
促
進
臨
時
按
憲
法

の
一
部
を
敬
証
す
る
法
律
〈
法
律
第
六
六
号
〉
(
総
務
省
)

1

高
度
テ
レ
ゼ
ジ
ョ
ン
教
送
施
設
整
鍵
促
進
臨
時
措
一
麓

法
が
議
止
す
る
も
の
と
さ
れ
る
期
限
(
平
成
エ
ニ
年
一

二
月
官
二
日
ま
で
)
を
平
成
一
一
七
年
三
丹
コ
二
日
ま
で

に
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
。
(
関
関
第
ニ
条
関
係
〉

2

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し

た。
。
地
域
資
諜
を
活
用
し
た
農
林
浩
業
者
等
に
よ
る
新
事
業

の
創
出
等
及
び
地
域
の
農
林
水
産
物
の
利
用
促
進
に
関

す
る
法
律
〈
法
律
第
六
七
号
)
〈
農
林
水
産
省
〉

1
農
出
議
村
は
、
長
年
に
わ
た
っ
て
我
が
閣
の
離
脱
か
な

思
土
と
勤
勉
な
留
民
性
を
は
ぐ
く
み
、
就
業
の
機
会
を

提
供
し
、
多
様
な
文
化
を
創
造
し
て
き
た
ー
ま
た
、
農

林
操
業
の
持
続
的
か
つ
健
全
な
発
展
は
、
そ
の
有
す
る
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(
候
補
者
放
送
)

第
十
三
条
放
送
事
業
者
が
、
公
選
に
よ
る
公
職
の
候
補
者
の
政
見
放
送
そ
の
他
選
挙
運
動
に
関
す
る
放
送
を
し
た

場
合
に
お
い
て
、
そ
の
選
挙
に
お
け
る
他
の
候
補
者
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
料
金
を
徴
収
す
る
と
し
な
い
と

に
か
か
わ
ち
ず
、
同
等
の
条
件
で
放
送
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
内
外
放
送
の
放
送
番
組
の
編
集
)

第
十
四
条
放
送
事
業
者
は
、
内
外
放
送
の
放
送
番
組
の
編
集
に
当
た
っ
て
は
、
国
際
親
善
及
び
外
国
と
の
交
流
が

損
な
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
当
該
内
外
放
送
の
放
送
対
象
地
域
(
第
九
十
一
条
第
二
項
第
二
号
の
放
送
対

象
地
域
を
い
う
。
)
文
は
業
務
区
域
(
第
百
二
十
六
条
第
二
項
第
四
号
又
は
第
百
三
十
三
条
第
一
項
第
四
号
の
業
務

区
域
を
い
う
。
)
で
あ
る
外
国
の
地
域
の
自
然
的
経
済
的
社
会
的
文
化
的
諸
事
情
を
で
き
る
限
り
考
慮
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
四
条
を
第
九
条
と
す
る
。

第
三
条
の
五
中
「
前
二
条
」
を
「
前
三
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

第
三
条
の
四
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
第
五
項
第
二
号
中
「
第
四
条
第
一
項
」
を
「
第
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、

同
条
第
七
項
を
削
り
、
同
条
を
第
六
条
と
し
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
(
放
送
番
組
審
議
機
関
)
」
を
付
し
、
同

条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
七
条
放
送
事
業
者
の
審
議
機
関
は
、
委
員
七
人
〈
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
に
よ
る
基
幹
放
送
を
行
う
放
送
事
業
者

以
外
の
放
送
事
業
者
の
審
議
機
間
に
あ
っ
て
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
七
人
未
満
の
員
数
)
以
上
を
も
っ
て
組
織

す

る

。

/

2
放
送
事
業
者
の
審
議
機
関
の
委
員
は
、
学
識
経
験
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
当
該
放
送
事
業
者
が
委
嘱
す
る
。

3

二
以
上
の
放
送
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
を
も
満
た
す
場
合
に
は
、
共
同
し
て
審
議
機
関
を
置

く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
審
議
機
関
の
委
員
の
委
嘱
は
、
こ
れ
ら
の
放

送
事
業
者
が
共
同
し
て
行
う
。

一
当
該
放
送
事
業
者
の
う
ち
に
第
百
六
十
一
一
一
条
に
規
定
す
る
子
会
社
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
が
な
い
こ
と
。

二
当
該
放
送
事
業
者
の
う
ち
に
基
幹
放
送
事
業
者
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
い
ず
れ
の
基
幹
放
送
事
業
者
に
つ

い
て
も
当
該
基
幹
放
送
事
業
者
以
外
の
す
べ
て
の
放
送
事
業
者
と
の
聞
に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ

か
を
満
た
す
放
送
区
域
(
電
波
法
第
十
四
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
基
幹
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る

基
幹
放
送
局
の
免
許
状
に
記
載
さ
れ
た
放
送
区
域
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
〉
又
は
業
務
区
域
(
第

百
二
十
六
条
第
二
項
第
四
号
の
業
務
区
域
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
閉
じ
。
)
の
重
複
が
あ
る
こ
と
。

イ
放
送
区
域
又
は
業
務
区
域
が
重
複
す
る
区
域
の
面
積
が
当
該
い
ず
れ
か
の
放
送
事
業
者
の
放
送
区
域
又
は

業
務
区
域
の
面
積
の
三
分
の
二
以
上
に
当
た
る
こ
と
。

口
放
送
区
域
又
は
業
務
区
域
が
重
複
す
る
部
分
の
放
送
区
域
の
区
域
内
の
人
口
が
当
該
い
ず
れ
か
の
放
送
事

業
者
の
放
送
区
域
又
は
業
務
区
域
内
の
全
人
口
の
三
分
の
二
以
上
に
当
た
る
こ
と
。

三
当
該
放
送
事
業
者
の
う
ち
に
二
以
上
の
一
般
放
送
事
業
者
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
一
般
放
送
事
業
者

の
う
ち
の
い
ず
れ
の
二
の
一
般
放
送
事
業
者
の
間
に
お
い
て
も
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
関
係

が
あ
る
こ
と
。

イ
業
務
区
域
が
重
複
し
、
か
っ
、
業
務
区
域
が
重
複
す
る
区
域
の
面
積
が
当
該
い
ず
れ
か
の
一
般
放
送
事
業

者
の
業
務
区
域
の
面
積
の
三
分
の
こ
以
上
に
当
た
る
こ
と
。

口
業
務
区
域
が
重
複
し
、
か
っ
、
業
務
区
域
が
重
複
す
る
区
域
内
の
人
口
が
当
該
い
ず
れ
か
の
一
般
放
送
事

業
者
の
業
務
区
域
内
の
全
人
口
の
三
分
の
二
以
上
に
当
た
る
こ
と
。

ハ
当
該
二
の
一
般
放
送
事
業
者
の
業
務
区
域
の
属
す
る
都
道
府
県
が
同
一
で
あ
る
こ
と
。

第
三
条
の
三
第
一
項
中
「
種
別
」
の
下
に
「
(
教
養
番
組
、
教
育
番
組
、
報
道
番
組
、
娯
楽
番
組
等
の
区
分
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
)
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
圏
内
放
送
」
を
「
国
内
放
送
等
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
と
す
る
。

第
三
条
の
二
の
見
出
し
を
「
(
圏
内
放
送
等
の
放
送
番
組
の
編
集
等
)
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
圏
内
放
送
」
の

下
に
「
及
び
内
外
放
送
〈
以
下
「
国
内
放
送
等
」
と
い
う
。
ど
を
加
え
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
削
り
、
同
条

第
四
項
中
「
閣
内
放
送
」
を
「
国
内
放
送
等
」
に
改
め
、
問
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
を
第
四
条
と
す
る
。

第
一
章
の
こ
を
第
二
章
と
す
る
。

(
電
波
法
の
一
部
改
正
)

第
三
条
電
波
法
(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
三
十
八
条
ご
を
「
第
三
十
八
条
の
こ
ど
に
、
「
第
三
十
八
条
の
二
」
を
「
第
三
十
八
条
の
こ
の
こ
」
に

改
め
る
。

第
四
条
第
三
号
中
「
0
・
0
一
ワ
ッ
ト
」
を
ご
ワ
ッ
ト
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
二
項
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
号
の
次
に

次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
特
定
の
固
定
地
点
聞
の
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
(
実
験
等
無
線
局
、
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
局
、
大
使
館
、
公

使
館
又
は
領
事
館
の
公
用
に
供
す
る
も
の
及
び
電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
を
除
く
。
)

第
五
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
七
十
六
条
第
三
項
」
を
「
第
七
十
六
条
第
四
項
」
に
、
「
第
四
項
」
を
「
第
五
項
」

に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
第
七
十
六
条
第
五
項
」
を
「
第
七
十
六
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
第
七
号
中
「
第
二
十
七
条
の
十
三
第
二
項
第
七
号
」
の
下
に
「
、
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第

七
十
一
条
の
五
」
を
加
え
る
。

第
二
十
七
条
の
ニ
中
「
通
信
の
相
手
方
で
あ
る
無
線
局
か
ら
の
電
波
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
動
的
に
選
択
さ

れ
る
周
波
数
の
電
波
の
み
を
発
射
す
る
無
線
局
の
う
ち
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
」
を
「
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

掲
げ
る
無
線
局
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る

一
移
動
す
る
無
線
局
で
あ
っ
て
、
通
信
の
相
手
方
で
あ
る
無
線
局
か
ら
の
電
波
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
動

的
に
選
択
さ
れ
る
周
波
数
の
電
波
の
み
を
発
射
す
る
も
の
の
う
ち
、
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線
局

二
電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
陸
上
に
開
設
す
る
移
動
し
な
い
無
線
局
で
あ
っ
て
、
移
動
す
る

無
線
局
を
通
信
の
相
手
方
と
す
る
も
の
の
う
ち
、
無
線
設
備
の
設
置
場
所
、
空
中
線
電
力
等
を
勘
案
し
て
総
務

省
令
で
定
め
る
無
線
局

第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
中
「
事
項
」
の
下
に
「
(
特
定
無
線
局
(
同
条
第
一
一
一
号
に
掲
げ
る
無
線
局
に
係
る
も
の
に

限
る
。
)
を
包
括
し
て
対
象
と
す
る
免
許
の
申
請
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
(
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
)

及
び
無
線
設
備
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
区
域
ど
を
加
え
る
グ

第
二
十
七
条
の
五
第
一
項
中
「
事
項
」
の
下
に
「
(
特
定
無
線
局
(
第
二
十
七
条
の
こ
第
二
号
に
掲
げ
る
無
線
局
に

係
る
も
の
に
限
る
。
)
を
包
括
し
て
対
象
と
す
る
免
許
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
(
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を

除
く
。
)
及
び
無
線
設
備
の
設
置
場
所
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
区
域
)
」
を
加
え
る
。

第
二
十
七
条
の
六
の
見
出
し
-
を
「
(
特
定
無
線
局
の
運
用
の
開
始
等
)
」
に
改
め
、
悶
条
第
二
項
中
「
包
括
免
許
人
」

を
「
特
定
無
線
局
(
第
二
十
七
条
の
二
第
一
号
に
掲
げ
る
無
線
局
に
係
る
も
の
に
限
る
。
)
の
包
括
免
許
人
〈
以
下
「
第

一
号
包
括
免
許
人
」
と
い
う
。
)
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

3

特
定
無
線
局
(
第
二
十
七
条
の
二
第
二
号
に
掲
げ
る
無
線
局
に
係
る
も
の
に
限
る
。
)
の
包
括
免
許
人
(
以
下
「
第

二
号
包
括
免
許
人
」
と
い
う
。
)
は
、
当
該
包
括
免
許
に
係
る
特
定
無
線
局
を
開
設
し
た
と
き
〈
再
免
許
を
受
け
て


当
該
特
定
無
線
局
を
引
き
続
き
開
設
す
る
と
き
を
除
く
。
)
は
‘
当
該
特
定
無
線
局
ご
と
に
、
十
五
日
以
内
で
総
務


省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
、
当
該
特
定
無
線
局
に
係
る
運
用
開
始
の
期
日
及
び
無
線
設
備
の
設
置
場
所
そ
の
他
の


総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
総
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
事
項
を
変
更
し
た
と
き
又
は


当
該
特
定
無
線
局
を
廃
止
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。


第
二
十
七
条
の
七
中
「
包
括
免
許
人
」
を
「
第
一
号
包
括
免
許
人
」
に
改
め
る
。


第
二
十
七
条
の
九
中
「
文
は
指
定
無
線
局
数
」
を
「
、
指
定
無
線
局
数
文
は
無
線
設
備
の
設
置
場
所
と
す
る
こ
と


が
で
き
る
区
域
」
に
改
め
る
。


第
二
十
七
条
の
十
第
一
項
中
「
包
括
免
許
人
」
を
「
第
一
号
包
括
免
許
人
」
に
改
め
る
。


第
二
十
七
条
の
二
十
七
及
び
第
二
十
七
条
の
二
十
八
中
「
第
七
十
六
条
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
」
を
「
第
七
十


六
条
第
六
項
若
し
く
は
第
七
項
」
に
改
め
る
。


第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
第
二
号
中
「
包
括
免
許
」
を
「
特
定
無
線
局
(
第
二
十
七
条
の
二
第
一
号
に
掲
げ
る
無


線
局
に
係
る
も
の
に
限
る
。
ど
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
八
条
の
こ
の
こ
と
す
る
。


第
三
章
中
第
三
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。


(
無
線
設
備
の
技
術
基
準
の
策
定
等
の
申
出
〉


第
三
十
八
条
の
ニ
利
害
関
係
人
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
二
十
八
条
か
ら
第
三
十
二
条
ま
で

又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
総
務
省
令
で
定
め
る
べ
き
無
線
設
備
の
技
術
基
準
に
つ
い
て
、
原
案
を
示
し
て
、
こ
れ

を
策
定
し
、
文
は
変
更
す
べ
き
こ
と
を
総
務
大
臣
に
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

P
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総
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、

又
は
変
更
す
る
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
理
惑
を
付
し
て
そ
の
協
を
申
出
入
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

第
三
十
八
条
の
三
第
二
項
中
「
第
三
十
八
条
の
二
第
一
環
い
を
「
第
五
十
八
条
の
ニ
の
二
第
一
環
い
に
改
玲
る
。

第
三
十
八
条
の
間
第
一
項
中
「
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
三
十
八
条
の
こ
の
こ
第
一
項
」
に
改
め
、
開

条
第
一
一
項
中
「
第
五
十
八
条
の
こ
第
二
項
」
を
「
第
三
十
八
条
の
こ
の
こ
第
二
項
」
に
、
「
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
」

を
吋
第
一
一
一
十
八
条
の
こ
の
ニ
第
一
頃
」
に
改
め
る
。

第
五
十
八
条
の
五
第
一
一
嶋
中
「
第
一
一
一
十
八
条
の
一
一
第
一
項
」
を
「
第
三
十
八
条
の
こ
の
こ
第
一
寝
」
に
改
め
、
開

条
第
一
一
項
中
「
第
五
十
八
条
の
ニ
第
二
項
第
一
口
ぎ
を
「
第
三
十
八
条
の
こ
の
こ
第
一
一
項
第
二
ぎ
に
改
め
る
。

第
五
十
八
条
の
六
筋
一
一
明
中
「
技
術
基
準
譲
合
経
明
老
受
け
た
特
定
無
線
設
備
の
種
裂
そ
功
徳
総
務
省
令
で
定
め

る
い
を
吋
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
記
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
い
に
改
め
、
問
項
に
次
の
各
号
を
鎮
静
え
る
。

…
技
締
廿
話
機
適
合
説
明
者
受
け
た
者
の
氏
名
文
は
名
称
及
び
住
所
波
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

氏
名

二
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
特
定
無
線
設
繍
の
種
間

三
そ
の
組
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項

第
三
十
八
条
の
六
第
四
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
開
条
第
三
項
中
「
前
項
の
い
を
「
第
一
一
壌
の
議
定
に
よ
る
い
に

改
め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
部
え
る
。

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
公
示
し
た
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
も
、
同
様

改
め
る
。

と
す
る
。

一
環
第
一
位
改
め
、
「
基
づ
く
い

二
十
九
に
お
い
て
準
男
ず
る
前
嘆
い

J

第
三
十
八
条
の
ふ
ハ
中
第
三
項
を
第
毘
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

3

技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
者
辻
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
総
務
省
令
で

・
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
選
欝
な
く
、
そ
の
器
を
総
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
八
条
の
十
一
第
一
頃
中
吋
第
苔
十
六
条
第
十
六
回
吋
」
を
「
第
百
十
六
条
第
十
八
号
」
に
改
め
る
。

一

現

中

-

積

」

を

間
ぎ
に

第
五
十
八
条
の
ニ
十
四
第
一
一
一
項
中
吋
第
三
十
八
条
の
大
第
一

を

…

積

及

び
第
問
項
」
に
、
「
第
三
十
八
条
の
六
第
一
一
寝
中
い
を
「
第
一
一
ア

と
」
の
下
に
「
、
問
条
第
鴎
寝
中
「
訪
問
項
」
と
あ
る
の
は

を
加
え
る
。

第
三
十
八
条
の
二
十
九
中
「
第
三
十
八
条
の
二
十
か
ら
」
を
「
第
一
一
一
十
八
条
の
六
第
三
項
及
び
第
三
十
八
条
の
一


十
か
ら
い
に
改
め
、
ご
」
の
場
合
に
お
い
て
」
の
下
に
つ
第
三
十
八
条
の
六
第
三
項
中
一
「
議
寝
第
一
号
」
と
あ
る
の


は
「
第
一
一
一
十
八
条
の
二
十
密
第
三
項
に
お
い
て
準
沼
す
る
前
項
第
一
号
又
は
第
三
号
」
と
」
を
加
え
、
「
第
三
十
八
条


の
こ
十
ニ
第
一
項
及
び
」
を
「
問
項
及
び
」
に
改
め
る
。


中
「
と
き
。
当
該
い
を
「
と
き
当
該
」
に
改
め
、
同
号
を
岡
市
明
第
四
号

該
い
を
「
と
き
当
該
い
に
改
め
、
同
号
を
開
寝
第
三
号
と
し
、
問
項
第
一

と
し
、
問
積
第
一
一
時
中
「
と
君
。

時
中
「
と
意
。
議
緩
い
を
「
と
き

時
後
加
え
る
。

当
緩
い
に
改
め
、
同
時
を
問
項
第
二
号
と
し
、
間
関
現
に
第
一
号
と
し
て
次
の

勝
出
を

第

三

十

八

条

の

一

一

一

十

一

第

沼

壌

中

吋

第

一

二

十

八

条

の

一

を

一

一

の

一

に

、

「

か

せ
ず
、
又
は
い
蹄
偽
の
態
出
を
し
た
と
き

ら
第
一
一
一
項
ま
で
」
去
っ
第
ニ
項
及
び
第
四
項
前
段
」
に
改
め
、
「
議
認
証
明
機
関
に
つ
い
て
、
い
の
下
に
「
第
去
十
八

条
の
六
第
三
項
及
び
第
毘
項
後
段
並
び
に
」
を
加
え
、
同
条
第
六
項
中
「
第
三
十
八
条
の
六
第
一
一
項
及
び
第
三
項
」

を
「
第
一
一
一
十
八
条
の
六
第
二
項
及
び
第
四
項
仏
に
改
め
、
「
業
務
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
い
の
下
に
つ
第
一
一
一
十
八
条

の
六
第
三
項
」
を
加
え
、
「
と
、
第
三
十
八
条
の
六
第
二
項
」
を
「
と
、
第
三
十
八
条
の
六
第
二
項
第
二
号
」
に
改
め
、 

と
い
の
下
立
つ

一

と

い

を

加

え

、

「

及

び

ゆ

を

特

い

立

改

め

る

。

第
六
十
条
中
「
無
謀
検
査
簿
、
」
老
関
る
。

第
七
十
条
の
七
第
摺
項
及
び
第
七
十
条
の
九
第
一
一
一
項
中
「
及
び
第
二
項
」
を
「
及
び
第
一
一
一
環
い
に
改
め
る
。

第
七
十
一
条
町
三
の
ニ
第
十
一
項
の
表
第
三
十
八
条
の
五
第
一
項
の
項
中
「
第
一
二
十
八
条
の
こ
第
一
項
」
を
「
第

一
二
十
八
条
の
こ
の
こ
第
一
項
」
に
改
め
、
関
表
第
三
十
八
条
の
五
第
二
項
の
項
中
「
第
三
十
八
条
の
一
一
第
ニ
墳
第
一

号
」
を
「
第
三
十
八
条
の
こ
の
こ
第
二
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
表
第
三
十
八
条
の
十
七
第
二
寝
第
三
号
の
噴
及
び

第
三
十
八
条
の
十
八
第
一
項
の
項
中
「
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
」
を
『
第
三
十
八
条
の
こ
の
こ
第
一
項
」
に
改
め

る。
第
七
十
一
条
の
問
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

〈
技
術
基
準
適
合
命
令
〉

第
七
十
…
条
の
五

咋
J

品、

間
さ
と
お
る
の
は
辺
削

無
議
設
備
が
第
一
一
一
意
に
定
め
る
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
意

そ
の
技
築
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
調
設
無
線

の
下
に
つ

措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
た
と
き
い
を
加
え
る
。

第
七
十
六
条
第
一
寝
中
つ
若
し
く
は
第
二
十
七
条
の
十
八
第
一
環
の
登
録
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
効
力
を
停

止
し
」
、
を
酎
り
、
開
条
第
六
寝
中
「
第
一
一
一
項
い
を
「
第
四
項
い
に
、
「
第
沼
壌
い
を
「
第
五
現
」
に
改
め
、
向
項
を
同

条
第
七
項
と
し
、
開
条
第
五
項
第
ニ
号
中
「
第
一
項
又
は
第
二
壌
の
規
定
に
よ
る
命
令
」
を
「
第
一
墳
の
規
定
に
よ

る
命
令
若
し
く
註
鎖
霞
、
第
二
項
の
麓
定
に
よ
る
禁
止
又
は
第
三
項
的
規
定
に
よ
る
命
令
、
制
限
若
し
く
は
禁
止
」

に
改
め
、
問
項
を
開
条
第
六
要
と
し
、
開
条
第
四
項
第
四
号
中
「
又
は
製
援
」
を
「
若
し
く
は
制
限
又
は
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
禁
辻
い
に
改
め
、
問
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
一
二
項
を
開
条
第
密
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
立
制
的

現
」
を
「
錦
之
壌
」
に
‘
「
そ
の
受
録
の
全
部
文
は
十
部
の
効
力
を
捧
止
す
る
」
を
「
そ
の
登
鎌
に
係
る
無
線
局
の
運

用
の
停
・
誌
を 
A
W
己
、
運
用
許
容
時
間
、
周
波
数
若
し
く
は
空
中
繰
醤
力
を
輯
践
し
、
又
は
新
た
な
開
設
を
禁
止
す
る
い

に
改
め
、
問
項
を
開
条
第
三
嘆
と
し
‘
開
条
第
一
現
の
次
に
次
の
一
環
を
加
え
る
。

2

総
務
大
陸
は
、
信
揺
免
許
入
又
は
髄
括
畿
銀
人
が
こ
の
法
錦
、
放
送
法
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
法
律
に
基
づ
く
命

令
又
は
こ
れ
も
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
た
と
き
は
、
一
一
一
月
以
内
の
期
間
安
定
め
て
、
旬
結
免
許
又
は
第
二
十
七

条
の
ニ
十
九
第
一
礎
的
裁
定
に
よ
る
整
鍬
に
係
る
無
線
路
の
新
た
な
開
設
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
を
る
。

第
七
十
六
条
の
こ
中
吋
特
定
無
線
鯖
に
つ
い
て
い
を
ぶ
付
窓
紫
畿
鍔
〈
第
二
十
七
条
の
ニ
第
一
時
に
掲
げ
る
無
線

局
に
採
る
も
の
に
怒
る 
J
に
つ
い
て
い
に
改
め
る
。

第
七
十
八
条
の
見
出
し
を
「
(
譲
渡
の
発
射
の
防
此
ど
に
改
め
、
開
条
中
「
空
中
藤
を
撤
去
し
な
け
れ
ば
い
そ
「
空

中
畿
の
撤
去
そ
の
砲
の
総
務
省
令
で
定
め
る
篭
波
の
発
射
を
防
止
す
る
た
め
に
、
必
要
な
措
寵
を
講
じ
な
け
れ
ば
い
に

改
め
る
。

第
九
十
九
条
の
十
一
第
一
項
第
一
号
中
「
(
包
括
免
許
の
有
勢
期
間
同
ど
の
下
に
寸
第
二
十
七
条
の
六
第
三
項
〈
特

定
無
鰻
局
の
関
設
等
の
届
出
ど
を
加
え
、
「
第
三
十
八
条
の
ニ
第
一
項
」
を
「
第
三
十
八
条
の
こ
の
こ
第
一
項
」
立
改

め
、
「
〈
検
変
ど
の
下
に
ぺ
第
七
十
八
条
(
需
波
の
発
射
を
訪
止
す
る
た
め
の
措
麓
)
」
を
加
え
、
問
項
第
三
号
中
「
第

七
十
六
条
第
三
壊
、
第
癌
項
若
し
く
は
第
六
項
」
を
「
第
七
十
六
粂
第
西
壊
、
第
五
項
若
し
く
は
第
七
噴
い
に
、
「
同

条
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
い
を
「
開
条
第
六
項
若
し
く
は
第
七
嘆
い
に
改
め
、
問
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
第
五
十
八
条
の
一
環
の
規
定
に
よ
る
通
知
〈
第
百
議
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
J

号

、

を

に
改
め

γ

る。

第

九

十

九

条

む

十

一

一

第

一

壌

中

立

制

条

第

一

項

第

を

に

改

め

、

開

条
第
一
一
項
中
立
期
的
条
第
…
壊
第
一
一
号
及
び
第
四
母
い
を
「
前
条
第
一
環
番
号
に
改
め
る
。

第
百
条
第
五
項
中
三
技
術
基
準
ど
の
下
に
つ
第
五
十
八
条
の
一
〈
無
線
設
舗
の
技
術
基
準
の
策
定
等
の
串
出
て

第
七
十
一
条
の
五
〈
技
箭
墓
準
適
合
命
令
ど
を
加
え
る
。
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第
百
三
条
む
こ
第
五
現
中
長
一
括
免
許
人
に
い
を
「
第
一
号
包
括
免
許
人
に
」
に
改
め
、
「
一
一
一
十
日
以
内
に
」
の
下

に
寸
第
二
号
館
援
免
許
人
に
あ
っ
て
は
昔
話
免
許
の
日
の
罵
す
る
月
の
来
日
及
び
そ
の
後
毎
年
そ
の
包
話
免
許
の

自
に
応
当
す
る
註
〈
応
当
す
る
日
が
な
い
場
合
は
、
そ
の
前
日
〉
の
践
す
る
月
の
末
日
か
ら
起
算
し
て
四
十
五
日
以

内
に
」
を
加
え
、
「
月
の
来
日
か
ら
い
を
「
議
す
る
月
の
末
日
か
ら
い
に
改
め
、
コ
一
官
軍
十
符
〉
に
」
の
下
に
つ
第

二
号
程
括
免
許
人
に
あ
っ
て
は
別
殺
第
六
の
上
壌
に
掲
げ
る
無
線
詩
の
区
分
に
従
い
開
表
の
下
欄
に
指
げ
る
金
額

に
い
を
捺
え
、
問
条
第
六
寝
中
「
開
設
無
線
局
数
台
の
下
に
「
特
定
無
繰
鍔
〈
第
二
十
七
条
の
一
一
第
一
時
に
掲
げ

る
無
競
馬
に
係
る
も
の
に
限
る
。
)
に
あ
っ
て
は
い
を
、
「
採
る
特
定
無
線
岡
崎
の
数
」
の
下
に
つ
特
建
築
緩
罵
(
同
条

第
二
号
に
掲
げ
る
無
練
局
に
係
る
も
の
立
製
る
。
〉
に
あ
っ
て
は
既
に
特
定
無
線
開
局
の
数
が
開
設
無
謀
局
数
を
鰯
え
た

月
が
あ
っ
た
壌
舎
と
は
、
そ
の
月
の
護
持
立
後
記
お
い
て
は
、
そ
の
月
の
末
日
袈
在
に
お
い
て
開
設
し
て
い
る
特
定

無
線
局
の
数
い
を
加
え
、
「
告
括
免
許
人
に
い
を
吋
第
一
号
館
括
免
許
入
に
」
に
改
め
、
コ
ニ
十
器
以
内
に
、
」
の
下
に
「
第

二
号
館
括
免
許
人
又
は
」
吾
、
コ
…
百
五
十
円
)
に
」
の
下
に
つ
第
一
一
号
鵠
括
免
許
人
に
あ
っ
て
は
別
裁
第
六
の
上

棚
慨
に
掲
げ
る
無
線
局
の
話
分
立
従
い
問
表
の
下
機
長
掲
げ
る
金
額
に
い
を
加
え
、
同
条
第
九
寝
中
「
特
定
基
地
高
に

係
る
第
一
項
」
告
「
特
定
墓
地
籍
(
当
該
特
定
基
地
局
が
包
括
免
許
に
保
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

位
指
免
許
に
係
る
絡
の
特
定
基
地
開
局
を
合
行
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
問
じ
。
〉
に
係
る
第
一
環
又
は
第
五
理
」
に
、
「
問

項
中
「
金
額
ご
と
あ
る
の
は
、
「
金
額
〉
に
、
当
該
免
許
人
等
記
係
る
」
を
「
第
一
環
中
「
金
額
〉
」
と
あ 
る
の
は
吋
金

額
〉
に
、
当
該
免
許
入
等
に
係
る
い
と
、
関
項
及
び
第
蕊
壌
中
「
を
国
に
」
と
あ
る
の
註
ご
に
、
吋
金
額
と
を
「
金

額
豪
閣
に
い
と
、
再
項
中
吋
相
当
す
る
金
額
ご
と
あ
る
の
は
「
指
当
す
る
金
額
〉
に
、
当
該
包
括
免
許
人
等
に
採
る
と

に
改
め
る
。

第
一
自
三
条
の
五
第
…
現
及
び
第
三
項
中
「
位
括
免
許
入
」
を
「
第
一
時
包
括
免
許
人
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

「
包
括
免
許
人
い
を
「
第
一
号
忽
揺
免
許
人
い
に
、
「
第
七
十
六
条
第
四
項
第
二
三
校
「
第
七
十
六
条
第
五
璃
第
一

口
ぎ
に
改
め
る
。


第
官
十
糸
獄
中
第
十
号
を
第
十
一
一
帯
と
し
、
第
九
号
告
第
十
一
号
と
し
、
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次


の
一
時
を
加
え
る
。

J


十
第
七
十
六
条
第
一
一
墳
の
規
定
に
よ
る
禁
止
に
違
反
し
て
無
線
篤
を
開
設
し
た
者


第
百
十
条
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
の
次
に
次
の
一
帯
を
加
え
る
。


七
第
七
十
一
条
の
五
(
第
百
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
そ
含
む 

の
規
定
に
よ
る
命
令
立
違
反
し
た


者

b
J


第
詰
十
一
一
一
条
中
第
一
一
十
六
時
そ
第
二
十
七
号
と
し
、
第
一
一
一
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
ち
下
ザ
、
第


J

ニ
埼
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。


一
一
一
第
二
十
七
条
の
大
第
一
一
一
項
(
特
定
無
謀
掲
の
開
設
の
届
出
及
び
変
更
の
届
出
に
罷
る
部
分
に
限
る
。
〉
の
鑑
定


仁
違
反
し
て
、
議
認
を
せ
ず
、
又
は
藤
議
の
麗
出
向
を
し
た
者


第
苔
十
間
開
条
各
号
中
「
第
九
母
及
び
第
十
号
」
を
「
第
十
一
時
及
び
第
十
ニ
時
い
に
改
め
る
。


第
百
十
六
条
中
第
二
十
一
時
者
第
一
一
十
一
一
一
号
と
し
、
第
十
六
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第


十

五

時

を

第

十

六

号

と

し

、

階

特

の

次

に

次

の

一

時

安

部

え

る

。

-

十
七
第
三
十
八
条
の
ム
ハ
第
一
一
一
項
(
第
一
一
一
十
八
条
の
ニ
十
九
に
お
い
て
撒
・
用
す
る
場
合
を
合 

の
規
定
に
違
反

し
て
、
届
出
後
せ
ず
、
文
は
藤
偽
の
蕗
諮
を
し
た
者

第
百
十
六
条
中
第
十
密
号
を
第
十
五
埼
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
を
一
時
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
八
四
巧
の

次
に
次
の
一
時
を
加
え
る
。

九
第
二
十
七
条
の
六
第
一
一
一
議
〈
特
定
無
線
局
の
獲
止
の
扇
出
に
係
る
部
分
む
撮
る
。
)
の
規
定
に
違
反
し
て
、
届

出
を
し
な
い
者

間
則
第
十
三
項
中
っ
第
五
条
第
二
項
第
六
時
」
を
剤
り
、
「
第
十
六
条
の
一
ご
の
下
に
「
、
第
二
十
七
条
の
三
十

五
第
一
項
」
を
加
え
、
勺
第
百
三
条
の
賠
第
ニ
寝
第
二
号
」
を
限
る
。

鰐
表
第
三
の
一
の
積
中
「
第
三
十
八
条
の
こ
第
一
環
第
一
号
」
を
「
第
五
十
八
条
の
こ
の
こ
第
一
項
第
二
ぎ
に

改
め
、
間
表
の
一
一
の
壌
中
「
第
三
十
八
条
の
ニ
第
一
環
第
二
号
」
を
「
第
一
二
十
八
条
の
一
一
の
一
一
第
一
項
第
二
号
」
記

改
め
、
開
表
の
一
…
一
の
項
中
「
第
五
十
八
条
の
二
第
一
項
第
五
時
い
を
「
第
一
二
十
八
条
の
一
一
の
二
第
一
環
第
三
時
い
に

改
め
る
。

第
四
条
矯
波
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
議
第
四
項
中
「
送
傍
〈
」
の
下
に
「
第
九
十
九
条
の
こ
を
徐
き 

を
、
「
放
送
」
と
い
う
。
ど
の
下
に
「
で
あ

っ
て
、
第
二
十
六
条
第
一
一
環
第
五
号
イ
に
掲
げ
る
掛
川
波
数
(
第
七
条
第
一
品
現
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
基
幹
放
送
態

欝
当
可
能
周
波
数
い
と
い
う
。
〉
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
〈
以
下
「
基
幹
放
送
」
と
い
う 

ど
を
加
え
、
「
竜
気
通
器

業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
、
受
信
欝
害
対
策
中
継
放
送
を
す
る
も
の
及
び
人
工
議
塁
の
無
線
局
〈
以
下

「
人
工
欝
藤
一
路
い
と
い
う
。
)
又
は
移
動
受
信
用
地
上
放
送
〈
放
送
法
第
二
条
第
ニ
特
の
一
一
の
六
の
移
動
受
借
用
地
上

放
滋
を
い
う
。
以
下
同
じ 

を
す
る
無
総
局
で
あ
っ
て
、
強
入
の
委
託
に
よ
り
、
そ
の
放
送
番
組
を
そ
の
ま
ま
送
儲

す
る
放
送
を
す
る
も
の
そ
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
放
送
蹄
い
と
い
う
」
を
「
受
信
瞭
護
対
薬
中
継
放

送
、
衛
星
基
幹
放
送
〈
放
送
法
第
二
条
第
十
三
勢
の
橋
墨
基
幹
放
送
を
い
ゆ
っ
。
)
及
び
移
動
受
稽
用
地
上
基
幹
放
送
(
同

条
第
十
四
号
の
移
動
受
信
薄
地
上
基
幹
放
送
を
い
う
。
以
下
関
乙
。
〉
そ
す
る
無
線
局
を
除
く
」
に
改
め
、
「
〈
人
工
衛

星
に
開
設
す
る
特
定
放
送
局
又
は
移
動
受
信
用
盤
上
放
送
を
す
る
幹
定
数
送
局
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
、
第
二
号
又

は
第
思
考
ど
を
削
り
、
問
項
第
一
時
中
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
立
改
め
、
吋
掲
げ
る
者
」
の
下
に
「
又
は
放
送
法

第
百
一
一
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
事
館
条
(
第
五
号
を
韓
く 

の
規
定
に
よ
る
認
定
の
取
消
し
若
し
く
は
同
法
第
百
五

十
一
条
の
規
定
立
よ
り
議
録
の
敢
携
し
を
受
け
、
そ
の
敦
講
し
の
日
か
ら
一
一
年
を
経
遅
し
な
い
者
い
安
加
え
、
問
条

第
五
項
中
「
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
〈
放
送
法
第
一
一
条
第
二
号
の
五
の
チ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
い
を
「
地
上
基
幹
設
送
〈
放

送
法
第
二
条
第
十
五
時
の
地
上
基
幹
放
送
」
に
、
「
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
電
波
」
そ
「
増
上
基
幹
放
送
の
建
設
」
に
、

「
同
条
第
一
…
時
の
ふ
ハ
」
を
「
開
条
第
十
九
号
い
に
、
「
こ
れ
を
再
送
話
す
る
放
送
い
を
「
そ
の
再
放
送
を
す
る
基
幹
放

送
い
に
、
吋
係
る
テ
レ
ピ
ジ
ヨ
ン
放
送
」
を
吋
採
る
地
上
議
幹
放
送
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
第
一
世
可
申
「
躍
的
」
の
下
比
三
一
一
以
上
の
目
的
を
有
す
る
無
綾
局
で
あ
っ
て
、
そ
の
目
的
に
主
た


る
も
の
と
従
た
る
も
の
の
誌
期
が
る
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
主
従
の
区
揺
を
含
む
。
ど
を
加
え
、
問
項
第
四
号


中
「
人
工
語
星
詩
に
つ
い
て
は
」
を
吋
人
主
衛
患
の
無
線
局
〈
以
下
「
人
工
蒋
墨
局
」
と
い
う 

に
つ
い
て
は
」
に


改
め
、
問
項
第
七
等
中
「
次
項
第
ニ
号
い
を
「
次
項
第
三
時
…
2
立
、
「
及
び
第
五
項
」
告
つ
第
三
項
及
が
第
六
項
」


に
改
め
、
開
条
第
一
一
項
中
「
放
送
を
す
る
蕪
繰
局
〈
電
気
通
鶴
業
務
を
行
う
こ
と
を
詩
的
と
す
る
も
の
を
除
く
。
第


七
壌
第
四
号
、
次
条
第
二
議
第
二
時
及
び
第
五
号
並
び
に
第
三
項
、
第
十
限
条
第
一
一
一
環
並
び
に
第
十
七
条
第
一
環
に


お
い
て
問
じ
」
を
「
慕
幹
数
送
潟
(
基
幹
放
迭
を
す
る
無
線
局
を
い
い
、
議
該
基
幹
放
送
に
・
加
え
て
議
幹
放
送
以
外


の
無
線
選
落
の
送
信
を
す
る
も
坊
を
含
む
。
以
下
関
じ
」
に
改
め
、
「
次
に
謁
げ
る
事
噴
い
の
下
に
「
〈
畠
己
の
地
上
基


幹
放
送
の
業
務
に
用
い
る
無
隷
烏
〈
以
下
「
特
定
地
上
基
幹
放
送
用
い
と
い
う
。
〉
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に


あ
っ
て
は
次
む
揚
げ
る
事
項
及
び
放
送
事
現
、
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
放
送
法
第
九
十
三
条


第
一
項
の
規
定
む
よ
り
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
当
該
業
務
に
用
い
ら
れ
る
舞
鶴
局
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す


る
者
に
あ
っ
て
は
次
に
掲
げ
る
事
項
及
び
当
該
認
定
悲
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
文
は
名
称
ピ
を
加
え
、
問
項
中


第
四
回
呼
を
剤
り
、
第
三
号
を
第
四
時
と
し
、
第
二
時
を
第
三
号
と
し
、
爵
現
第
一
号
中
「
前
項
第
一
時
、
第
二
号
及


び
第
加
盟
号
か
ら
第
八
号
ま
で
い
を
「
前
項
第
二
号
か
ち
第
九
号
ま
で
〈
基
幹
放
送
の
み
を
す
る
無
線
局
に
あ
っ
て
は
、


第
三
号
を
除
く
J
い
に
改
め
、
問
問
号
を
問
項
第
二
号
と
し
、
向
調
に
第
一
等
と
し
て
次
の
一
時
を
旗
え
る
。


一
程
的


第
六
条
第
一
一
現
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。


ム
ハ
基
幹
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
電
気
通
指
紋
儲
〈
議
気
通
信
事
業
法
第
二
条
第
二
号
の
噂
然
通
信
設
欝
を


い
う
。
以
下
問
乙
。
〉
の
概
要

J

第
六
条
第
七
項
第
問
時
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四
基
幹
放
送
局

第
六
条
第
八
項
中
「
定
め
る
も
の
い
者
「
定
め
る
第
一
期
」
に
改
め
る
。

J

J

e

J
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第
七
条
第
一
項
第
五
時
中
立
…
約
二
号
」
を
ぷ
剛
附
一
一
一
時
」
に
、
「
放
送
を
す
る
無
線
局
(
電
気
通
鰭
業
務
を
行
う
こ
と

を
呂
的
と
す
る
も
め
を
除
く
。
ど
を
「
慕
斡
数
送
局
」
に
改
め
、
問
号
を
問
項
第
思
考
と
し
、
問
項
第
二
号
の
次
に

次
の
一
号
老
加
え
る
。

一
…
一
主
た
る
目
的
及
び
従
た
る
自
的
を
有
す
る
無
線
踏
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
従
た
る
芸
的
の
遂
行
が
そ
の
主
た
る

目
的
の
遂
行
に
支
離
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

第
七
条
第
二
項
第
一
号
中
「
適
合
す
る
こ
と
」
の
下
に
「
及
び
基
幹
放
送
お
業
務
に
用
い
ち
れ
る
篭
気
溝
橋
設
備

が
数
滋
法
第
百
二
十
一
条
第
一
壊
の
総
務
省
令
で
定
め
る
技
術
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
」
を
加
え
、
問
項
第
一
一
号
中

「
放
送
用
周
波
数
梗
用
計
樹
(
放
送
を
す
る
燕
総
局
い
を
「
基
幹
放
送
用
周
波
数
使
用
計
摺
〈
慕
幹
放
送
局
」
に
改

め
、
問
項
第
一
一
一
等
中
・
「
財
政
的
基
礎
い
を
「
経
理
的
基
礎
及
び
技
術
的
能
力
」
に
改
め
、
問
現
第
沼
号
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。

間
特
定
地
上
基
幹
故
諮
問
周
に
あ
っ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。

イ
基
幹
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
鵠
気
通
信
設
備
が
教
送
法
第
百
十
一
条
第
一
嘆
の
総
務
省
令
で
定
め
る

技
緒
築
撃
に
適
合
す
る
こ
と
。

口
髭
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
放
送
法
第
九
十
三
条
第
一
項
第
四
勢
立
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

ハ
そ
の
免
許
そ
・
与
え
る
こ
と
が
放
送
法
第
九
十
一
条
第
二
壌
の
基
幹
放
送
普
及
計
踏
に
適
合
す
る
こ
と
そ
の

部
放
滋
の
普
及
及
び
健
全
な
発
達
の
た
め
に
適
切
で
あ
る
こ
と
。

第
七
条
第
ニ
項
第
五
号
中
「
放
送
受
す
る
葉
緩
局
」
を
「
基
幹
放
送
局
」
に
改
め
、
同
時
を
再
項
第
七
特
と
し
、

問
現
第
関
口
可
の
次
に
次
の
ニ
特
を
加
え
る
。

五
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
放
送
法
第
九
十
三
条
第
一
項
の
農
定
に
よ
り
認
定
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
の
当
該
業
務
に
舟
い
ら
れ
る
蕪
隷
馬
に
あ
っ
て
は
、
当
該
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
同
積
各

号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

ム
ハ
基
幹
放
送
に
加
え
て
基
幹
放
送
以
外
の
無
線
謹
援
の
送
信
を
す
る
無
繰
爵
に
あ
っ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も

適
合
す
る
こ
と
。

イ
基
幹
放
送
以
外
の
無
線
譜
惜
の
送
信
に
つ
い
て
、
周
波
数
む
割
当
て
が
可
能
で
あ
る
こ
と
。

口
基
幹
放
送
以
外
の
加
館
山
総
選
結
の
送
信
に
つ
い
て
、
前
項
第
四
号
の
総
務
省
舎
で
定
め
る
無
線
局
〈
基
幹
教

送
局
を
除
く
。
〉
諮
問
設
の
根
本
的
基
準
記
合
致
す
る
こ
と
。
‘

ハ
慕
幹
放
滋
以
外
の
無
線
通
援
の
滋
僚
を
す
る
こ
と
が
譲
正
か
つ
確
実
に
基
幹
放
送
を
す
る
こ
と
に
支
障
長

及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
合
致
す
る
こ
と
。

第
七
条
第
三
項
中
「
放
送
用
周
波
数
援
用
計
画
い
者
「
基
幹
放
送
用
周
波
数
護
用
計
画
」
に
、
「
第
一
一
条
の
二
第
一

明
恨
の
放
送
普
及
基
本
計
倒
」
を
「
第
九
十
一
条
第
一
環
的
基
幹
放
送
普
及
計
画
」
に
、
「
第
二
十
六
条
第
一
一
壌
に
規
定

す
る
湾
設
数
割
当
許
麗
に
一
示
さ
れ
る
割
り
当
て
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
湾
設
数
の
う
ち
放
滋
を
す
る
無
線
局
む
採
る

も
の
〈
次
項
に
お
い
て
「
放
送
舟
割
当
可
能
罵
波
数
い
と
い
う
。
)
」
を
「
基
幹
放
送
用
割
当
可
能
湾
波
数
い
に
改
め
、

問
条
第
思
寝
中
「
放
送
罵
割
当
可
能
慰
問
波
数
い
安
「
議
幹
放
送
用
割
謹
可
能
細
川
波
数
」
に
、
「
放
送
用
縄
波
数
使
用
計

磁
」
を
「
基
幹
放
滋
用
倒
的
波
数
使
累
計
額
い
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
放
送
用
周
波
数
捷
用
計
画
」
を
「
基
幹
放

送
用
周
波
数
密
閉
計
画
」 

ζ
殺
め
る
。

第
九
条
第
一
一
一
項
中
「
技
鋳
慕
準
」
の
下
に
「
(
第
一
一
一
章
に
定
め
る
も
む
に
限
る
。
ど
を
加
え
、
開
条
第
掛
壌
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。

4

前
条
の
予
犠
免
許
を
受
け
た
者
は
、
無
線
局
の
自
的
、
通
惜
の
絡
手
方
、
道
援
事
項
、
放
送
事
項
、
放
送
能
域
、

無
線
設
繍
の
設
麓
場
所
又
は
暴
幹
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
電
気
通
信
設
備
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

あ
ら
か
じ
め
総
務
大
誌
の
許
蒋
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
饗
と
す
る
無
緩

局
の
昌
的
の
変
買
は
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
基
幹
放
諮
問
以
外
の
無
糠
掲
が
基
幹
放
送
を
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

ニ
基
幹
放
送
局
が
基
幹
設
滋
を
し
な
い
こ
と
と
す
る
と
と
。

第
九
条
に
次
の
一
一
頃
告
加
え
る
。

5
前
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
基
幹
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
電
気
通
信
設
備
の
変
更
が
総
務
省
令
で

定
め
る
軽
微
な
変
更
に
該
消
却
す
る
と
曹
は
、
そ
の
変
更
悲
し
た
後
遅
擦
な
く
、
そ
の
皆
を
総
務
大
臣
に
届
け
出
る

こ
と
を
も
っ
て
足
り
る
。 

第
五
条
第
一
噴
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
は
、
懇
親
局
の
自
的
の
変
更
ζ
祭
る
第
四
壌
の
許
可
に
準
用
す
る
。

第
十
条
第
一
環
中
「
第
十
二
条
い
の
下
記
「
及
び
第
七
十
五
条
第
一
一
一
項
」
を
加
え
る
。

第
十
二
条
中
「
詞
条
第
二
寝
第
一
時
」
を
「
問
条
第
二
項
第
一
一
号
」
に
改
め
る
。

第
十
一
一
一
条
の
ご
中
「
第
ニ
条
第
二
号
の
国
」
を
吋
第
二
条
第
十
七
号
い
に
改
め
、
「
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
」
の
下
に

「
〈
開
条
第
十
八
号
の
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
い
う
。
以
下
関
じ
。
ど
を
加
え
る
。

第
十
盟
条
第
二
瑛
第
四
号
中
「
話
的
い
の
下
に
「
(
主
た
る
自
的
及
び
従
た
る
目
的
を
有
す
る
無
線
烏
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
主
畿
の
区
別
を
含
む 

い
を
加
え
、
同
条
第
一
一
一
環
中
「
数
送
を
す
る
無
線
局
」
を
「
基
幹
放
送
局
」
に
、
「
左
に
い

そ
「
次
に
」
に
改
め
、
持
項
第
一
号
中
立
倒
壊
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
六
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
い
を
ぷ
別

項
各
号
〈
慕
幹
故
滋
の
み
を
す
る
無
銭
潟
の
免
許
状
に
あ
っ
て
は
、
第
五
号
を
除
く
。
〉
い
に
改
め
、
同
項
第
二
号
を

割
り
、
問
項
第
一
一
一
号
を
陪
項
第
二
時
と
し
、
同
項
に
次
の
二
可
を
謡
え
る
。

一
一
一
特
定
地
上
基
幹
放
送
局
の
免
許
状
に
あ
っ
て
は
故
送
事
項
、
認
定
基
幹
放
送
事
業
者
〈
放
送
法
第
二
条
第
二

十
一
号
の
認
定
器
幹
放
送
事
業
者
を
い
う
。
以
下
関
じ
。
〉
の
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
の
用
に
供
す
る
無
備
練
馬
に

あ
っ
て
は
そ
の
架
線
局
に
採
る
認
定
基
幹
放
送
事
業
者
む
氏
名
又
法
名
称

第
十
六
条
の
こ
む
訴
の
見
出
し
及
び
同
条
を
制
約
る
。

第
十
七
条
に
見
出
し
と
し
て
「
〈
変
更
等
の
許
可
ど
を
付
し
、
関
条
第
一
環
中
「
免
許
入
は
」
の
下
に
寸
銀
線
口
却

の
目
的
」
を
加
え
、
「
若
し
く
誌
」
を
つ
放
送
事
項
、
放
送
区
域
、
」
に
改
め
、
「
設
置
場
所
い
の
下
に
「
若
し
く
は
基

幹
放
送
の
業
務
に
用
い
も
れ
る
一
端
然
溜
議
設
備
」
を
訴
え
、
後
設
を
削
り
、
問
壌
に
次
の
た
だ
し
香
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
無
議
掲
の
目
的
の
変
一
史
は
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
基
幹
放
送
持
以
外
の
無
議
局
が
基
幹
放
送
を
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

二
基
幹
放
送
籍
が
基
幹
放
送
を
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
十
七
条
第
二
項
中
「
第
九
粂
第
一
項
但
書
」
を
「
第
五
条
第
一
項
か
ら
第
一
一
一
環
ま
で
の
規
定
は
無
線
局
の
話
的

の
変
更
に
係
る
第
一
環
の
許
可
に
つ
い
て
、
第
九
条
第
一
項
た
だ
し
欝
い
に
、
寸
前
項
」
を
「
第
一
環
」
に
改
め
、
吋
場

合
に
」
の
下
に
「
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
い
後
加
え
、
問
項
を
時
議
第
一
一
一
環
と
し
、
同
条
第
一
一
明
の
次
に
次
の
一
項
を

加
え
る
。

2

前
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
基
幹
放
送
の
業
務
に
用
い
ち
れ
る
議
葉
鶏
信
設
講
の
変
買
が
総
務
省
令
で

定
め
る
軽
徴
な
変
更
に
該
当
す
る
と
き
誌
、
そ
の
変
更
を
し
た
後
避
滞
な
く
、
そ
の
箇
を
総
務
大
臣
に
届
け
出
る

こ
と
を
も
っ
て
足
り
る
。

第
二
十
条
の
見
出
し
を
「
〈
免
許
の
承
継
等
ご
記
改
め
、
開
条
第
二
項
中
「
第
耳
鳴
及
び
第
六
環
い
を
「
第
七
壌
及

‘
び
第
八
議
」
に
改
め
、
開
条
中
第
八
項
を
第
十
壌
と
し
、
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
を
ニ
項
ず
つ
鱗
り
下
げ
、
同
条

第
四
項
申
立
刻
一
一
聴
い
を
「
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
」
に
改
め
、
向
項
を
開
条
第
六
項
と
し
、
問
条
第
三
項
の
次
に

次
の
一
一
項
を
鍛
え
る
。

4

特
矩
地
上
基
幹
放
送
賠
の
免
許
人
た
る
法
人
が
分
割
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
分
割
に
よ
り
潜
核
基
幹
放
滋
局

を
承
継
し
、
こ
れ
を
分
都
に
よ
り
地
上
慕
幹
放
送
の
業
務
を
京
継
し
た
他
の
法
人
の
業
務
の
摺
に
供
す
る
業
務
を

行
お
う
と
す
る
法
人
が
総
務
大
陸
の
許
可
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
法
人
が
当
該
特
窓
地
上
基
幹
放
送
局
の
免
許

人
か
ち
議
該
業
務
に
係
る
基
幹
毅
滋
局
の
免
許
人
の
地
殺
を
承
継
し
た
も
の
と
み
な
す
。
特
定
議
上
幕
幹
放
送
掲

S
の
免
許
人
が
当
該
基
幹
放
送
局
を
譲
渡
し
、
譲
受
人
が
当
該
基
幹
放
送
局
を
譲
渡
人
の
地
上
幕
斡
放
送
の
業
務
の

用
に
供
す
る
業
務
を
持
お
う
と
す
る
場
合
に
必
い
て
、
当
該
譲
受
人
が
総
務
大
臣
の
許
可
を
受
け
た
と
き
又
は
特

定
地
上
基
幹
放
送
局
の
免
許
人
が
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
悲
譲
援
し
、
そ
の
譲
波
人
が
当
該
基
幹
放
議
開
局
者
織
愛

人
の
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
の
期
に
品
供
す
る
業
務
長
一
行
お
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
人
が
総
務
大
臣

の
許
可
を
受
け
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

5

能
の
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
の
用
に
換
す
る
基
幹
放
送
局
の
免
許
入
が
当
該
地
上
首
都
幹
般
送
の
業
務
を
行
う
認


定
基
幹
放
送
事
業
者
と
合
併
を
し
、
又
は
当
該
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
を
行
う
事
業
を
譲
り
受
け
た
場
合
に
お
い


て
、
合
併
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
記
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
議
受
入
が
総
務
大
鹿
の
許
可
を
受
け


J

た
と
き
は
、
一
当
該
法
人
又
は
譲
受
人
が
溜
核
基
幹
放
送
局
の
免
許
人
か
ら
特
定
地
上
基
幹
放
送
局
の
免
許
人
の
地

位
を
鍛
練
し
た
も
の
と
み
な
す
。
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
を
行
う
認
定
基
幹
数
送
事
業
者
が
当
該
地
上
慕
斡
放
議

の
業
務
の
患
に
供
す
る
基
幹
放
滋
周
を
譲
り
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
総
務
大
陸
の
許
可
を
受
け
た
と
き
も
、
同

議
と
す
る
。



平成 22非 12月3日 金曜日 報 〈号外第 255 28 

第
ニ
十
四
条
の
こ
の
見
出
し
を
「
〈
験
査
等
事
業
者
の
登
鋒
ど
に
改
め
、
同
条
第

「
無
議
設
犠
紘
一
寸
の
」
の
下

に
「
検
査
又
は
い
を
加
え
、
開
条
第
ニ
現
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
無
議
設
備
等
の
点
検
の
事
撲
の
み
を
行
う
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
詩
-

第
一
一
十
四
条
の
二
第
四
項
中
「
袋
持
」
の
下
に
「
〈
無
線
設
備
等
の
点
検
の
事
業
の
み
を
行
う
者
に
あ
っ
て
は
、
第

…
号
、
第
一
一
号
及
び
箆
密
号
ど
を
加
え
、
問
項
第
一
品
開
可
申
「
無
線
設
備
等
の
い
の
下
に
「
検
査
又
は
い
を
、
ヱ
刀
法
」

の
下
に
「
(
無
線
設
鑓
等
の
点
検
の
事
業
の
み
そ
持
う
者
に
あ
っ
て
は
、
無
線
設
備
等
の
点
験
者
適
正
に
行
う
の
に
必

mm

要
な
業
務
の
実
施
の
方
法
記
限
る
。
ど
を
加
え
、
同
号
を
問
項
築
翻
母
と
し
、
問
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。三

制
約
表
第
四
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
知
識
経
験
を
有
す
る
者
が
無
線
設
鏑
等
の
験
変
〈
点
検

で
あ
る
部
分
を
除
く
。
〉
を
行
う
も 

で
あ
る
こ
と
。

第
ニ
十
問
問
条
の
こ
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

〈
整
銀
の
一
史
新
)

mw
J

銃
二
十
四
条
の
こ
の
こ
前
条
第
一
項
の
登
録
〈
無
線
設
績
等
の
点
検
の
事
幾
の
み
を
行
う
者
に
つ
い
て
の
も
の
を

除
く
。
)
は
、
去
年
以
上
十
年
以
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
期
間
ご
と
に
そ
の
更
新
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
期

J

慌

の

経

過

に

よ

っ

て

、

そ

の

勢

力

を

失

う

。

.

'

2

諮
条
第
一
…
明
快
か
ら
第
六
項
ま
で
の
鑑
定
は
、
前
項
の
登
録
の
東
新
に
準
罵
す
る
。

第
二
十
四
条
の
正
中
「
前
条
第
一
環
い
そ
「
第
二
十
四
条
の
一
一
第
一
環
」
に
、
立
議
録
点
検
事
業
者
と
を
コ
議
議

検
査
等
事
業
者
と
に
、
「
登
接
点
検
事
業
者
登
捺
簿
」
を
「
強
線
検
査
等
事
業
者
援
鋒
欝
」
立
改
め
、
同
条
第
…
号
中

「
の
年
月
日
及
び
い
を
「
及
び
そ
の
更
新
の
年
月
日
並
び
に
い
に
改
め
、
同
条
第
二
等
中
一
「
前
条
第
一
一
現
第
一
号
及

び
第
一
一
得
」
を
「
第
二
十
関
条
の
二
第
ニ
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
悶
号
い
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
の
四
第
一
壌
中
吋
の
整
録
」
の
下
に
「
文
法
そ
の
更
新
」
を
加
え
、
開
条
第
一
…
環
第
一
帯
中
「
登
録

の
」
を
「
登
録
又
は
そ
の
吏
新
の
」
に
改
め
、
問
現
に
次
の
一
号
を
部
え
る
。

三
無
議
設
備
等
の
点
検
の
事
業
の
み
を
行
う
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
皆

第
二
十
倍
条
の 

第
一
一
一
項
中
「
登
銀
点
検
事
業
者
」
を
「
議
総
検
査
等
事
業
者
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
の
五
及
び
第
二
十
四
条
の
六
・
中
「
登
鋒
点
検
事
業
者
」
を
「
登
録
検
査
等
事
業
者
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
の
七
の
晃
出
し
を
え
漉
合
命
令
等
)
」
に
改
め
、
同
条
中
「
議
録
点
験
事
業
者
」
を
「
登
鋒
検
資
等
事

T

業
者
い
に
改
め
、
「
第
二
十
盟
条
の
ニ
第
四
項
各
号
」
の
下
に
「
〈
無
隷
設
構
等
の
点
検
の
事
業
の
み
を
行
う
者
に
あ
っ


て
は
、
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
間
号
ど
を
加
え
、
問
条
に
次
の
一
哀
を
加
え
る
。 

Em


2

総
務
大
誌
は
、
登
録
検
査
等
事
業
者
が
そ
の
議
録
に
傑
る
業
務
の
実
譲
の
方
法
に
よ
ら
な
い 

そ
む
登
録
立
係


る
検
査
又
は
点
検
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
援
総
綾
嚢
等
事
業
者
に
対
し
、
盤
的
緩
設
犠
等


の
検
査
又
は
点
換
の
爽
施
の
方
法
そ
の
鵠
の
業
務
の
方
法
の
改
穫
に
隠
し
必
要
な
搭
蜜
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず


る
こ
と
が
で
き
る
。


第
二
十
四
条
の
八
第
一
一
境
及
び
第
ニ
十
四
条
の
九
第
一
項
中
吋
護
銀
点
検
事
業
者
い
者
「
撃
録
験
査
等
事
業
者
い


に
改
め
る
。


第
ニ
十
期
条
の
十
の
見
出
し
を
「
〈
護
銭
の
取
講
し
紘
一
甘
ど
に
改
め
、
持
条
中
「
登
隷
点
検
事
業
者
」
戸
を
「
懇
捺
検
査


等
事
業
者
」
立
、
「
取
り
消
す
い
を
「
取
り
講
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
登
畿
に
係
る
検
査
又
は
点
検
の
業
務
の


全
部
轄
し
く
諒
一
部
の
停
止
後
命
ず
る
」
に
改
給
、
開
条
第
三
号
中
「
第
一
一
十
部
条
の
七
」
を
「
第
一
一
十
四
条
の
七


第
一
項
又
は
第
ニ
覆
い
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中 

〈
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
改
め
、
「
通
知
し
た
こ
と
」
の
下
に

「
又
は
同
条
第
一
一
一
環
に
規
定
す
る
証
明
書
に
虚
偽
の
記
載
を
し
た
こ
と
い
を
加
え
、
同
条
第
五
等
中 

検
」
を
「
検

査
又
は
点
検
」
に
改
め
、
開
条
第
六
号
中
吋
登
録
」
の
下
に
「
又
試
そ
の
一
更
新
」
を
加
え
る
*

第
二
十
四
議
の
十
一
中
「
総
務
大
援
は 

の
下
に
「
第
一
の
二
第
一
慣
例
若
し
く
は
」
を
訴
え
、

点
検
事
業
者
い
を
吋
登
録
検
査
等
事
業
者
い
に
設
め
る
。

第
二
十
関
条
の
十
二
中
「
第
二
十
四
条
の
九
第
二
項
」
を
「
第
二
十
臨
条
の
こ
の
こ
一
第
一
項
若
し
く
誌
第
一
一
十
西

条
の
九
第
一
一
嘆
い
に
、
「
登
録
点
検
事
業
者
」
を
「
登
録
検
査
等
事
紫
者
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
の
十
一
二
第
二
項
中
「
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
」
者
「
第
二
十
四
条
の
ニ
第
二
項

(
第
四
時
を
除
く 

、
第
三
項
、
第
四
噴
(
第
三
号
を
除
く 

及
び
第
五
項
」
に
改
め
、
「
及
び
第
二
項
」
の
下
に
又
第

一
一
一
号
悲
除
く 

い
を
、
「
に
お
い
て
い
の
下
に
「
、
第
一
一
十
盟
条
の
二
第
四
項
中
吋
次
の
各
号
(
無
隷
設
繍
等
の
点
検

の
事
業
の
み
を
行
う
者
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
沼
号
ご
と
あ
る
の
は
「
第
一
号
、
第
ニ
号
及
び
第

四
号
い
と
、
「
検
査
又
は
点
検
」
と
あ
る
の
は
「
点
検
」
と
、
「
方
法
〈
無
謀
設
備
等
の
点
検
の
事
業
の
み
を
行
う
者
に

あ
っ
て
は
、
無
繰
設
轍
等
の
点
検
を
適
正
に
行
う
の
仁
必
要
な
業
務
の
実
態
の
方
法
立
隈
る
。
ど
と
あ
る
わ
誌
「
・
万
一

法
」
と
」
を
加
え
、
コ
懇
録
点
検
事
業
者
と
を
コ
登
録
検
査
等
事
業
者
と
に
、
「
登
録
点
検
事
業
者
登
録
簿
」
を
「
登
一

録
検
査
等
事
業
審
議
議
簿
」
に
改
め
、
吋
議
銭
外
題
点
検
事
業
者
殺
鍛
拙
怖
い
と
」
の
下
に
つ
「
及
び
そ
の
更
新
の
年
月
一

並
び
に
」
と
あ
る
の
詰
「
の
年
月
日
及
び
」
と
、
「
第
二
十
翻
条
の
二
第
二
項
第
一
号
、
第
一
一
号
及
び
第
四
時
い
と
一

あ
る
の
は
ぺ
第
一
一
十
四
条
の
ご
第
一
一
環
第
一
号
及
び
第
ニ
時
い
と
、
第
二
十
四
条
の
臨
第
一
寝
中
「
又
は
そ
の
斑
新
一

を
し
た
と
き
い
と
あ
る
の
は
「
を
し
た
と
き
」
と
、
開
条
第
二
項
第
一
口
可
申
「
又
は
そ
の
更
新
の
年
晃
詩
」
と
あ
る
一

の
は
「
の
年
月
日
」
と
」
を
、
「
議
求
す
る
」
と
」
の
下
に
「
、
開
条
第
一
環
中
吋
第
二
十
四
条
の
一
一
第
鶴
項
各
号
(
無
一

線
設
議
等
の
点
畿
の
事
業
の
み
を
行
う
者
に
あ
っ
て
誌
、
第
一
号
、
第
ニ
母
又
は
第
四
号
ご
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
一

四
条
む
こ
第
鹿
市
明
第
一
号
、
第
二
号
又
は
築
館
号
」
と
、
同
条
第
一
一
壌
中
「
検
査
又
は
点
検
い
と
あ
る
の
は
「
点
検
ご

と
い
を
、
「
第
二
十
限
条
の
十
一
中
』
の
下
に
コ
第
ご
十
西
条
の
一
一
の
ニ
第
一
項
若
し
く
誌
第
二
十
四
条
の
九
第
一
一
噴
い
一

と
あ
る
の
は
「
第
二
十
盟
条
の
九
第
二
羽
」
と
、
」
を
、
「
欝
条
中
い
の
下
に
「
「
第
一
一
十
四
条
の
ニ
の
二
第
一
項
脅
し
く
一

は
第
二
十
閥
条
の
九
第
二
項
」
と
お
る
の
は
「
第
二
十
閥
条
め
九
第
ニ
項
」
と
、
い
を
加
え
、
関
条
第
一
一
一
項
第
一
一
百
一
勺
中
一

「

第

二

十

間

識

の

七

」

を

「

第

二

十

倍

条

の

七

第

一

項

又

は

第

ニ

項

」

に

改

め

る

。

・

一

第
二
十
六
条
第
二
項
中
「
〈
放
送
を
す
る
無
謀
局
〈
矯
無
現
信
業
務
を
行
う
こ
と
そ
目
的
と
す
る
も
の
を
除
く
。
〉
に
一

係
る
賭
綾
数
記
あ
っ
て
は
、
第
一
時
及
び
第
沼
号
に
掲
げ
る
事
項
)
」
を
間
約
ソ
、
持
項
に
次
の
一
時
を
加
え
る
。

五
放
送
を
す
る
無
線
路
に
係
る
周
波
数
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
周
波
数
の
区
分
の
制
約

イ
放
送
を
す
る
無
線
局
に
専
ら
又
は
優
先
的
に
割
り
嘗
て
る
周
波
数

ロ
イ
に
掲
げ
る
宙
開
設
数
以
外
の
も
の
一

第
二
十
七
条
の
と
第
一
項
第
一
寺
中
「
践
的
」
の
下
に
三
ニ
以
上
の
話
的
を
有
す
る
特
定
無
緩
露
で
あ
っ
て
、
そ

の
自
的
に
主
た
る
も
の
と
従
た
る
も
の
の
誌
裂
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
主
従
の
区
別
を
含
む
。
ど
を
加
え

る。
第
一
一
十
七
条
の
罰
第
ニ
時
中
「
前
向
可
」
を
「
諮
ニ
符
い
に
改
め
、
同
号
を
開
条
第
三
号
と
し
、
間
条
第
一
号
の
次

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。

.

ニ
主
た
る
目
的
友
び
従
た
る
目
的
を
有
す
る
特
定
無
線
罵
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
詑
た
る
話
的
の
議
行
が
そ
の
主

E

た
る
目
的
の
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

第
二
十
七
議
の
班
第
二
項
第
盟
問
可
申
「
詩
的
い
の
下
に
「
{
主
た
る
底
的
及
び
従
た
る
闘
的
安
省
す
る
替
定
懇
線
均
一

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
主
従
の
区
別
を
含
む
。
ど
を
加
え
る
。

E

A

m

w

第
二
十
七
条
の
八
中
「
包
指
免
許
人
誌
、
」
の
下
に
「
特
定
無
練
局
の
目
的
若
し
く
は
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
た


だ
し
審
を
・
加
え
る
。


J

た
だ
し
、
静
定
無
謀
掲
の
闘
的
の
変
更
の
う
ち
、
基
幹
放
送
を
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
も
の
は
、

J

こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。


第
二
十
七
条
の
八
に
次
の
一
凄
を
加
え
る
。


2

第
五
条
第
一
捕
明
か
ら
第
一
一
一
項
ま
で
の
鏡
定
は
、
特
定
無
綿
腐
の
目
的
の
変
更
に
係
る
前
壊
の
許
可
立
準
鰐
す
る
。

第
二
十
七
条
の
十
一
第
ニ
項
中
「
第
ニ
十
条
第
題
項
」
を 

「
第
一
…
十
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。

第
二 

十
一
一
第
一
項
第
一
一
時
中
「
移
畿
受
信
用
地
上
赦
送
」
を
「
移
動
受
器
用
地
上
基
幹
放
送
い
に
、
吋
第

二
条
の
一
一
一
環
第
二
号
」
を
「
第
九
十
一
条
第
二
項
第
一
に
改
め
る
。

Je
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第
二
十
七
条
の
十
三
第
一
項
中
「
第
二
条
の
ニ
第
二
項
第
三
号
」
を
「
第
九
十
一
条
第
二
項
第
三
号
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
移
動
受
信
用
地
上
放
送
を
」
を
「
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
を
」
に
改
め
、
「
(
電
気
通
信
業
務

を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
〉
」
を
削
り
、
「
か
ら
第
九
号
ま
で
」
を
「
及
び
第
八
号
」
に

改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
の
目
的
」
を
「
が
前
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
い
ず
れ
を
確
保
す

る
た
め
の
も
の
で
あ
る
か
の
別
」
に
改
め
、
問
項
第
三
号
中
「
移
動
受
信
用
地
上
放
送
」
を
「
移
動
受
信
用
地
上
基

幹
放
送
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
を
削
り
、
同
項
第
十
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
」
を
「
第
五
条
第
三
項
各
号
(
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放

送
を
す
る
特
定
基
地
局
に
係
る
開
設
計
画
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
同
条
第
一
項
各
号
文
は
第

三
項
各
号
)
」
に
、
「
同
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
各
号
を
削
る
。

第
二
十
七
条
の
十
五
第
一
項
中
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
認
定
開
設
者
が
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
」
を
「
移
動
受

信
用
地
上
基
幹
放
送
を
す
る
特
定
基
地
局
に
係
る
認
定
開
設
者
が
第
五
条
第
一
項
各
号
」
に
改
め
、
各
号
を
削
る
。

第
二
十
七
条
の
十
六
中
「
第
四
項
ま
で
及
び
第
七
項
」
を
「
第
三
項
ま
で
、
第
六
項
及
び
第
九
項
」
に
、
「
同
条
第

四
項
」
を
「
同
条
第
六
項
」
に
、
「
同
条
第
七
項
」
を
「
「
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
項
及
び
第
三

項
」
と
、
同
条
第
九
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
の
三
十
五
の
見
出
し
中
「
電
気
通
信
事
業
紛
争
処
理
委
員
会
」
を
「
電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
」

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
電
気
通
信
事
業
紛
争
処
理
委
員
会
(
電
気
通
信
事
業
法
第
百
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定

す
る
電
気
通
信
事
業
紛
争
処
理
委
員
会
を
い
う
。
」
を
「
電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
(
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た

だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
当
事
者
が
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
仲
裁
の
申
請
を
し
た
後
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
三
十
八
条
の
十
九
中
コ
登
録
点
検
事
業
者
」
」
を
「
「
登
録
検
査
等
事
業
者
」
」
に
、
「
登
録
点
検
事
業
者
登
録
簿
」
を

「
登
録
検
査
等
事
業
者
登
録
簿
」
に
改
め
、
「
、
「
の
年
月
日
及
び
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
そ
の
更
新
の
年
月
日
並
び
に
」

と
」
を
削
り
、
「
前
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
」
を
「
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
」

に
、
「
第
二
十
四
条
の
九
第
二
項
」
を
「
第
二
十
四
条
の
こ
の
こ
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
四
条
の
九
第
二
項
」
に
改

め
る
。第

五
十
二
条
中
「
放
送
を
す
る
無
線
局
(
電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
を
除
く
。
)
」
を
「
特

定
地
上
基
幹
放
送
局
」
に
改
め
る
。

第
七
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
放
送
用
周
波
数
使
用
計
画
」
を
「
基
幹
放
送
用
周
波
数
使
用
計
画
」
に
改
め
る
。

第
七
十
一
条
の
三
の
二
第
十
一
項
の
表
以
外
の
部
分
中
「
第
ニ
十
四
条
の
七
」
を
「
第
二
十
四
条
の
七
第
一
項
」

に
改
め
、
同
項
の
表
第
二
十
四
条
の
七
の
項
中
「
第
二
十
四
条
の
七
」
を
「
第
二
十
四
条
の
七
第
一
項
」
に
改
め
、
「
第

二
十
四
条
の
二
第
四
項
各
号
」
の
下
に
「
(
無
線
設
備
等
の
点
検
の
事
業
の
み
を
行
う
者
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
、
第

二
号
文
は
第
四
号
)
」
を
加
え
、
同
表
第
二
十
四
条
の
十
一
の
項
中
「
第
二
十
四
条
の
九
第
二
項
」
を
「
第
二
十
四
条

の
こ
の
こ
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
四
条
の
九
第
二
項
」
に
改
め
、
同
表
第
三
十
八
条
の
十
七
第
二
項
第
二
号
の
項

中
「
第
二
十
四
条
の
七
」
を
「
第
二
十
四
条
の
七
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
七
十
三
条
第
六
項
中
「
第
四
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
問
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条

第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の

一
項
を
加
え
る
。

3

第
一
項
の
検
査
は
、
当
該
無
線
局
(
人
の
生
命
又
は
身
体
の
安
全
の
確
保
の
た
め
そ
の
適
正
な
運
用
の
確
保
が

必
要
な
無
線
局
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
の
免
許
人
か
ら
、
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
通
知
し
た
期
日
の
一
月
前
ま
で
に
、
当
該
無
線
局
の
無
線
設
備
等
に
つ
い
て
第

二
十
四
条
の
ニ
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
者
(
無
線
設
備
等
の
点
検
の
事
業
の
み
を
行
う
者
を
除
く
。
〉
が
、
総
務

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
登
録
に
係
る
検
査
を
行
い
、
当
該
無
線
局
の
無
線
設
備
が
そ
の
工
事
設
計

に
合
致
し
て
お
り
、
か
っ
、
そ
の
無
線
従
事
者
の
資
格
及
び
員
数
が
第
三
十
九
条
又
は
第
三
十
九
条
の
十
三
、
第

四
十
条
及
び
第
五
十
条
の
規
定
に
、
そ
の
時
計
及
び
書
類
が
第
六
十
条
の
規
定
に
そ
れ
ぞ
れ
違
反
し
て
い
な
い
旨

を
記
載
し
た
証
明
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
十
五
条
第
一
項
中
「
と
き
は
、
そ
の
免
許
」
を
「
と
き
、
又
は
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
を
行
う
認
定
基
幹
放

送
事
業
者
の
認
定
が
そ
の
効
力
を
失
っ
た
と
き
は
、
当
該
免
許
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
な
っ
た
免
許
人
の

免
許
又
は
当
該
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
無
線
局
の
免
許
」
に
改
め
る
。

第
七
十
六
条
第
四
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
特
定
地
上
基
幹
放
送
局
の
免
許
人
が
第
七
条
第
二
項
第
四
号
口
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
き
。

第
七
十
六
条
第
五
項
第
三
号
中
「
第
二
十
七
条
の
八
」
を
「
第
二
十
七
条
の
八
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
九
十
九
条
の
ニ
中
「
、
放
送
(
委
託
し
て
放
送
を
さ
せ
る
こ
と
を
含
む
。
第
百
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
及
び

第
百
八
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
及
び
電
気
通
信
役
務
利
用
放
送
法
(
平
成
十
三
年
法
律
第
八
十
五
号
)
第

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
役
務
利
用
放
送
の
規
律
」
を
「
及
び
放
送
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
放
送
」

に
、
「
図
る
た
め
」
を
「
図
り
」
に
、
「
、
放
送
法
及
び
電
気
通
信
役
務
利
用
放
送
法
」
を
「
及
び
放
送
法
」
に
、
「
処
理

し
、
並
び
に
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
(
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
四
号
)
及
び
有
線
ラ
ジ
オ
放
送
業
務
の
運

用
の
規
正
に
関
す
る
法
律
〈
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
三
十
五
号
)
に
基
づ
く
総
務
大
臣
の
処
分
に
対
す
る
不
服
申

立
て
に
つ
い
て
審
査
及
び
議
決
を
す
る
た
め
」
を
「
処
理
す
る
た
め
」
に
改
め
る
。

第
九
十
九
条
の
三
第
三
項
第
三
号
中
叶
放
送
事
業
者
、
電
気
通
信
役
務
利
用
放
送
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る

電
気
通
信
役
務
利
用
放
送
事
業
者
」
を
「
放
送
法
第
二
条
第
二
十
六
号
・
に
規
定
す
る
放
送
事
業
者
」
に
、
「
放
送
法
第

五
十
二
条
の
六
の
二
第
二
項
(
電
気
通
信
役
務
利
用
放
送
法
第
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
」
を
「
同

法
第
百
五
十
二
条
第
二
項
」
に
、
「
放
送
法
第
五
十
二
条
の
三
十
ご
を
「
同
法
第
百
六
十
条
」
に
改
め
る
。

第
九
十
九
条
の
十
一
第
一
項
第
一
号
中
「
第
七
条
第
一
項
第
三
号
〈
放
送
を
す
る
無
線
局
以
外
」
を
「
第
七
条
第

一
項
第
四
号
(
基
幹
放
送
局
以
外
」
に
、
「
同
条
第
二
項
第
四
号
(
放
送
に
よ
る
表
現
の
自
由
享
有
基
準
)
、
同
項
第

五
号
(
放
送
を
す
る
無
線
局
」
を
「
同
条
第
二
項
第
六
号
ハ
〈
基
幹
放
送
に
加
え
て
基
幹
放
送
以
外
の
無
線
通
信
の

送
信
を
す
る
無
線
局
の
基
準
)
、
同
項
第
七
号
〈
基
幹
放
送
局
」
に
改
め
、
「
工
事
設
計
変
更
ご
の
下
に
つ
同
条
第

五
項
及
び
第
十
七
条
第
二
項
(
基
幹
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
電
気
通
信
設
備
の
変
更
)
」
を
加
え
、
「
第
二
十
七
条

の
四
第
二
号
」
を
「
第
二
十
七
条
の
四
第
三
号
」
に
、
「
電
気
通
信
事
業
紛
争
処
理
委
員
会
」
を
「
電
気
通
信
紛
争
処

理
委
員
会
」
に
改
め
、
「
検
査
)
」
の
下
に
つ
同
条
第
三
項
(
人
の
生
命
又
は
身
体
の
安
全
の
確
保
の
た
め
そ
の
適
正

な
運
用
の
確
保
が
必
要
な
無
線
局
の
定
め
に
係
る
も
の
に
限
る
。
)
(
国
の
定
期
検
査
を
必
要
と
す
る
無
線
局
)
」
を
加

え
、
同
項
第
二
号
中
「
放
送
用
周
波
数
使
用
計
画
」
を
「
基
幹
放
送
用
周
波
数
使
用
計
画
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号

中
「
第
八
条
」
を
「
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
免
許
(
地
上
基
幹
放
送
を
す
る
無
線
局
の
再
免
許
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
〉
、

第
八
条
」
に
、
「
第
十
七
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
放
送
事
項
」
を
「
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
無
線
局

の
目
的
、
放
送
事
項
若
し
く
は
基
幹
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
電
気
通
信
設
備
」
に
改
め
、
「
包
括
免
許
」
の
下
に

「
、
第
二
十
七
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
無
線
局
の
目
的
の
変
更
の
許
可
」
を
加
え
る
。

第
九
十
九
条
の
十
四
第
二
項
中
「
第
五
十
三
条
の
十
三
、
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
第
二
十
八
条
、
有
線
ラ
ジ

オ
放
送
業
務
の
運
用
の
規
正
に
関
す
る
法
律
第
九
条
及
び
電
気
通
信
役
務
利
用
放
送
法
第
二
十
一
条
」
を
「
第
百
八

十
条
」
に
、
「
、
放
送
法
第
五
十
三
条
の
十
一
若
し
く
は
電
気
通
信
役
務
利
用
放
送
法
第
十
九
条
」
を
「
若
し
く
は
同

法
第
百
七
十
八
条
」
に
改
め
る
。

第
百
条
第
五
項
中
「
第
七
十
三
条
第
四
項
及
び
第
六
項
」
を
「
第
七
十
三
条
第
五
項
及
び
第
七
項
」
に
改
め
る
。

第
百
一
一
一
条
第
一
項
中
第
二
十
一
号
を
第
二
十
二
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
第
二
十
四
条
の
こ
の
こ
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
更
新
を
申
請
す
る
者

第
百
十
条
の
二
第
一
号
中
「
第
三
十
八
条
の
十
七
第
二
項
」
を
「
第
二
十
四
条
の
十
又
は
第
三
十
八
条
の
十
七
第

二
項
」
に
改
め
る
。

第
百
十
一
条
中
「
第
七
十
三
条
第
一
項
、
第
四
項
〈
第
百
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
若
し
く

は
第
五
項
又
は
第
八
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
文
は
忌
避
し
た
」
を
「
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
第
七
十
三
条
第
一
項
、
第
五
項
(
第
百
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
若
し
く
は
第
六
項
文

は
第
八
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
又
は
忌
避
し
た
者

二
第
七
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
証
明
書
に
虚
偽
の
記
載
を
し
た
者

第
百
十
六
条
第
一
号
中
「
第
二
十
条
第
七
項
」
を
「
第
二
十
条
第
九
項
」
に
、
「
同
条
第
八
項
」
を
「
同
条
第
十
項
」

に
改
め
る
。

附
則
第
十
三
項
中
「
、
第
十
六
条
の
一
ご
を
削
る
。

別
表
第
四
中
「
第
三
十
八
条
の
一
ニ
」
を
「
第
二
十
四
条
の
二
、
第
三
十
八
条
の
三
」
に
改
め
る
，
。
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制
約
表
第
六
の
ニ
の
寝
中
「
八
の
現
」
を
「
六
の
項
及
び
八
の
項
」
に
改
め
、
同
表
の
六
の
項
中
「
設
送
を
す
る
無

線
開
問
(
一
一
一
の
壊
、
七
の
寝
及
び
八
の
項
に
掲
げ
る
無
線
局
並
び
に
電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
を

「
基
幹
数
送
局
〈
一
一
一
の
項
、
七
の
項
及
び
八
の
項
に
掲
げ
る
」
に
改
め
る
。

〈
昭
和
班
十
九
年
法
館
第
八
十
六
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

用
紛
争
処
理
委
員
会
」
を
「
篭
気
通
借
紛
争
処
理
委
員
会
」
に
改
め
る
。

品
十
一
一
条
の
十
鰐
一
現
に
規
定
す
る
受
託
放
送
役
務
、
有
議
ラ
ジ
オ
放
送
業
務
の
運
撲
の

〈
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
五
十
一
品
号
〉
第
ニ
条
に
鎮
定
す
る
省
総
ラ
ジ
オ
放
送
、
有
総
数
送

議
誌
に
関
す
る
法
簿
〈
昭
和
五
十
一
一
年
法
律
第
百
班
十
二
号
〉
第
二
条
第
一
環
む
規
定
す
る
脊
縁
故
送
需
話
役
務
、

寄
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
議
法
〈
昭
和
間
十
七
年
法
機
筋
商
十
四
号
〉
第
ニ
条
第
…
壌
に
幾
定
す
る
省
議
テ
レ
ビ
ジ
ョ

ン
毅
送
及
が
開
法
第
九
条
の
焼
定
に
よ
る
有
線
テ
レ
ピ
ジ
ョ
ン
紋
送
路
設
の
夜
用
の
京
諾
い
そ
「
第
議
十
八
条
第
一

壌
に
規
定
す
る
放
送
局
設
備
供
給
役
務
」
に
改
め
る
。

第
九
条
た
だ
し
書
中
「
そ
の
者
の
設
聾
す
る
矯
然
通
儲
悶
線
設
繍
〈
送
鑓
の
場
所
と
受
搭
の
場
所
と
の
隣
を
接
続

す
る
抵
送
蕗
設
備
及
び
こ
れ
と
一
体
と
し
て
設
鵬
慨
さ
れ
る
交
換
設
横
並
認
に
こ
れ
ち
の
欝
議
設
講
を
い
う
。
以
下
降

じ
。
〉
の
規
模
及
び
当
該
電
気
通
信
回
隷
設
備
を
設
寵
す
る
区
域
の
範
閣
が
総
務
審
令
で
定
め
る
基
準
を
謡
え
な
い
い

を
「
次
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
番
号
を
加
え
る
。

一
そ
の
者
の
設
置
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備
〈
送
穣
の
場
所
と
受
信
の
場
一
般
と
お
鶏
を
接
続
す
る
伝
送
路
設
傭

及
び
こ
れ
と
一
体
と
し
て
設
置
さ
れ
る
交
換
設
備
並
び
に
こ
れ
ら
の
熊
罵
設
穫
を
い
う
。
以
下
両
じ
。
〉
の
規
模

及
び
当
該
電
気
通
信
回
線
設
備
を
設
置
す
る
区
壊
の
範
麗
が
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
を
越
え
な
い
場
合

こ
そ
の
者
の
設
置
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備
が
電
波
法
(
昭
和
ニ
十
五
年
法
律
第
苔
三
十
一
号
)
第
七
条
第
二

項
第
六
号
に
規
定
す
る
基
幹
放
送
に
加
え
て
基
幹
放
送
付
払
外
む
無
縁
遠
告
の
送
告
を
す
る
無
緩
局
の
無
線
設
備

で
あ
る
場
合
〈
前
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
)

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
〉
」
を
翻
る
。


第
五
十
開
条
第
一
一
一
項
及
び
第
四
項
中
「
第
六
項
」
を
「
第
七
項
」
に
改
め
、
誇
条
中
第
七
項
を
第
八
項
と
し
、
第


m

舘
設
備
」
の
下
に
吋
又
は
機
銃
通
俗
設
備
投
開

に
便
崩
ず
る
態
物
そ
の
他
の
工
作
物
奇
い
う
。

下
に
「
又
は

「
第
四
家 

棋

中

を

一

寝

中

「

及

び

橋

被

法

」

を

「

、

に

改

め

る

。

第
西
四
十
七
条
第
一
項
中
「
又
は
一
帯
設
の
利
用
」
を
電
波
の
科
期
又
は
教
送 
mw
業
務
」
に
改
め
る
。

六
壊
を
第
七
墳
と
し
、
第
五
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

mm


6

第
二
韓
指
定
語
気
通
信
設
備
を
設
揮
す
る
電
気
通
信
事
業
者
誌
、
義
務
省
令
で
定
め
る
と
ご
ろ
に
よ
り
、
第
二

橋
指
定
機
気
通
信
設
備
と
の
披
統
に
関
す
る
会
計
を
整
理
し
、
及
。
こ
れ
立
慕
づ
き
当
該
接
続
に
間
関
す
る
収
支
の

状
況
そ
の
飽
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
栓
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ち
な
い
。

第
五
十
八
条
の
兇
出
し
を
又
犠
気
通
指
紋

第
百
五
十
六
条
第
一
項
中
「
電
気
通
話
設
犠
い
の
下
に
「
又
は
霊
気
通
殻
設
構
設
建 

工
作
物
い
を
加
え
る
。

第
百
五
十
七
条
の
見
出
し
を
削
り
、
開
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
之
そ
の
仙
憾
の
協
定
等
完
関
す
る
あ
っ
せ
ん
等
ど

を
付
し
、
問
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
童
闘
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
当
事
者
が
問
項
の
規
定
に
よ
る
持
裁
の
申
藷
を
し
た
畿
は
、
こ
の
罷
り
で
な
い
。

第
百
五
十
七
条
第
二
項
中
「
第
五
項
」
を
「
第
六
項
い
に
改
め
、
問
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
六
項
中
「
第
三
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
申
立
て
、
間
条
第
一
一
一
項
の

規
定
に
よ
る
裁
定
の
申
請
又
は
次
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
辻
、
「
第
百
五
十
七
条
第
三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

第
吾
五
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。
/

第
吉
五
十
七
条
の
二
電
気
通
信
事
業
者
と
第
百
六
十
盟
条
第
一
項
第
一
一
一
号
に
掲
げ
る
霊
祭
選
出
何
回
事
業
〈
以
下
「
第

三
号
事
業
」
と
い
う
。
)
を
営
む
者
と
の
聞
に
お
い
て
、
当
該
第
三
号
事
業
を
堂
む
者
が
申
し
入
れ
た
当
該
第
一
一
一
号

事
業
を
営
む
に
当
た
っ
て
利
用
す
べ
き
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
爵
す
る
契
約
(
第
三
項
に
お
い
て
単
に
「
契
約
」

と
い
う
。
)
の
締
結
に
関
し
、
当
事
者
が
取
得
し
、
若
し
く
は
負
担
一
す
べ
き
金
額
又
は
条
件
そ
の
地
そ
の
細
闘
に
つ

い
て
当
事
者
間
の
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
は
、
当
事
者
誌
、
委
員
会
に
対
し
、
あ
っ
せ
ん
を
申
請
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
た
だ
し
、
当
事
者
が
第
一
一
一
項
の
嬢
定
に
よ
る
持
裁
の
出
市
議
を
し
た
後
は
、
こ
の
限
ち
で
な
い
。

2

第
百
五
十
四
条
第
ニ
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
鈴
項
の
あ
っ
せ
ん
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
同
条
第
六
項
中
「
第
一
ニ
十
班
条
第
一
一
境
若
し
く
は
第
二
項
の
寧
立
て
、
詞
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
裁

定
の
申
繍
又
は
次
条
第
一
と
あ
る
の
は
、
「
第
百
五
十
七
条
の
ニ
第
三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

3

掛
喝
然
通
…
情
事
業
者
'
者
と
の
部
に
お
い
て
、
当
該
第
一
一
一
号
事
業
を
営
む
者
が
申
し
入
れ
た

契
約
の
締
結
に
関
し
、
若
し
く
は
負
担
す
べ
き
金
額
又
は
余
件
そ
の
他
そ
の
細
目
に
つ
い
て

仲
裁
を
申
錆
す
る
こ
と
が
で
き

る。
 

附

的

規

定

は

、

第
百
六
十
条
第
…
時
中
「
議
箆
選
議
設
畿
の
共
題
い
を

物
の
共
用
い
北
改
め
る
。

筋
商
品
ハ
十
四
条
第
一
瑛
第
一
号
中
「
〈
議
気
溜
議
事
業
者 

一

の

者

受

除

く

。

〉

い

を

削

り

、

の

下
に
吋
〈
当
該
一
の
者
が
鷺
気
運
信
事
業
者
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
一
の
者
の
電
気
瀧
信
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
通

倍
役
務
を
除
く 

い
を
加
え
、
開
条
第
二
寝
中
つ
問
項
各
号
い
を
「
問
項
各
勢
」
に
、
「
つ
い
て
も
」
を
「
つ
い
て
、

第
百
五
十
七
条
の
二
の
提
定
は
第
一
一
一
号
事
業
を
嘗
む
者
に
つ
い
て
」
に
改
め
る
。

第
百
六
十
九
条
第
題
号
中
「
第
一
一
一
十
盟
条
第
一
項
若
し
く
法
第
五
項
い
を
「
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
五
項
若
し

く

は

第

六

項

」

に

改

め

る

。

、

.

第
百
九
十
一
条
第
二
号
中
「
又
は
第
三
十
三
条
第
十
三
項
」
を
つ
第
一
一
一
十
三
条
第
十
一
ニ
項
又
は
第
三
十
限
条
第

六
項
」
に
改
め
る
。

附

則

〈
施
行
期
日
)

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
設
か
ち
起
算
し
て
九
回
月
を
超
え
な
い
範
盟
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
自
〈
以
下
「
擁

行
日
」
曹
と
い
う
。
)
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る 

か

ら
施
符
す
る
。

第
一
条
中
放
送
法
第
五
十
三
条
の
十
一
の
改
正
規
定
、
第
三
条
中
電
披
法
第
九
十
九
条
の
十
二
の
改
正
規
定
及

び
第
五
条
中
議
気
通
信
事
業
法
第
百 

十
七
条
第
一
環
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
三
条
、
第
十
一
一
一
条
及
び
第
十


一
一
壌
の
規
定
公
喝
の
お


条
中
放
送
法
第
五
十
一


Aa
七
条
の
規
定

第
一
条
の
規
定
〈
前
一


改
正
規
定
、
開
法
第
若
六
十
九
条
第
西
号
の
改
正
規
定
及
び
間
法
第
百
九
十
一
条
第
…


則
第
十
条
第
一
墳
の
規
定
台
車
の
尽
か
ち
鵡
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
閥
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日


〈
法
樟
の
癒
止
〉

J

第
二
条
次
に
掲
げ
る
法
樟
は
、
獲
止
す
る
。

一
有
線
ラ
ジ
オ
放
送
業
務
の
運
惑
の
規
正
に
関
す
る
法
律
〈
昭
和
ニ
十
六
年
法
律
第
百
三
十
五
号
〉

二
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
(
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
四
号
)

一
ニ
電
気
通
信
投
務
利
態
放
送
法
(
平
成
十
一
一
一
年
法
律
第
八
十
五
号
〉

四
有
線
放
送
電
話
に
関
す
る
法
議
〈
謡
和
一
一
一
十
二
年
法
律
第
百
五
十
二
号
)

mm
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の
と
み
な
す
。

施
行
目
前
に
市
有
線
チ
レ
ゼ
ジ
ョ
ン
放
送
誌
の
規
定
に
よ
移
し
た
次
の
畿
の
上
横
立
掲
げ
る
中
舗
は
、
新
放
送
訟

の
規
定
に
よ
り
し
た
悶
表
の
下
欄
比
掲
げ
る
申
議
文
は
麗
出
と
み
な
す
。

係事警るにも規告認可よる書テ旧ピジレ 規宮義定よる高テ旧ピジレ

のの� 3

譜� 第5
条第

規定のに二項ー第
現の

意義第 護送第 警議護第 新放送法第百

十条第四
十条第四

十

第条

十条第
十

第条
第十六条

項規定の

よ

踏出る

項規定のに

よ

議定る

項規の定

よ
る

蕗出

項の

規定

よ
る

属出

項規定のよ

変更蓑る

項規定の

よ

届密る

現の

規定

よ
る

登録

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
環
に
出
有
畿
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
有
線
テ
レ
ゼ
ジ
ョ
ン
毅
送
施

設
の
使
用
の
承
諾
に
係
る
事
業
を
営
ん
で
い
る
者
は
、
施
行
尽
か
ら
起
算
し
て
一
一
一
年
間
〈
当
該
期
間
内
に
新
電
気
通

信
事
業
法
第
九
条
の
塁
線
若
し
く
は
第
十
二
条
第
一
壌
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
拒
替
の
州
知
分
が
あ
り
、
又
は
新
電
気

通
信
事
業
法
第
宇
中
ハ
条
第
…
現
の
押
畑
出
を
し
た
と
お 

は
、
そ
の 
8
ま
で
の
際
〉
は
、
新
電
気
通
信
事
業
法
第
九
条
又

C

は
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
提
前
の
例
に
よ
り
引
き
続
き
出
該
有
線
一
ア
レ
ゼ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
の

に
関
す
る
法
擁
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
沼
有
繰
ラ
ジ
オ
教
滋
法
」
と
り
つ
J
第
一
一
一
条
の
蔑
定
に
よ
る
揺
出
そ
し

て
い
る
煮
で
あ
っ
て
、
新
放
送
法
第
百
五
十
一
ニ
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
服
部
を
す
べ
き
者
に
該
当
す
る
も
め
は
、

3 2 

(
準
横
行
為
〉

第
三
条
第
二
条
の
競
建
に
よ
る
改
正
後
の
放
送
法
(
以
下
「
新
教
送
法
」
と
い
う
。
)
第
百
七
十
七
条
並
び
に
第
一
一
一
条

及
び
第
閥
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
常
設
法
第
九
十
九
条
の
十
一
の
規
定
に
よ
る
篭
波
監
理
審
議
会
に
対
す
る
諮

問
、
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
〈
以
下
「
新
電
気
通
倍
事
業
法
」
と
り
つ
。
〉
第
百
六
十
九

条
の
規
定
に
よ
る
開
条
の
政
令
で
定
め
る
審
議
会
等
に
対
す
る
諮
問
並
が
に
こ
れ
ら
に
関
し
、
必
要
な
手
続
そ
の
絡
の

行
為
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
併
に
よ
り
、
こ
の
法
律
〈
時
刻
第
一
条
第
二
時
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
に
つ
い
て

は
、
当
該
各
規
定
〉
の
施
行
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

〈
有
議
ラ
ジ
オ
放
送
業
務
の
運
用
の
葱
正
に
関
す
る
法
律
の
臆
立
に
伴
う
経
過
措
麓
)

第
毘
条
こ
の
法
律
の
施
行
の
難
現
に
隣
国
間
第
一
一
条
の
規
定
に
よ
る
療
止
請
の
脊
穣
ラ
ジ
オ
数
送
業
務
の
運
用
の
規
正

施
行
自
に
間
墳
の
届
出
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。

2

施
持
日
前
に
前
嘆
の
規
定
に
よ
り
新
放
送
法
第
百
三
十
三
条
第
一
項
の
届
出
を
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
者
〈
以

四
条
第
一
一
項
に
お
い
て
準
践
す
る
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
放
送
法
〈
以
下
「
指
故
送
法
い
と
い
う
。
〉
第
間

条
の
規
定
の
溜
用
立
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

3

施
行
自
前
に
み
な
し
漏
出
一
般
放
送
事
業
者
が
得
た
悶
者
線
ラ
ジ
オ
放
送
法
第
五
条
に
規
定
す
る
同
意
は
、
新
放

送
法
第
十
一
条
に
規
定
す
る
同
意
と
み
な
す
。

4

施
行
目
前
に
間
有
綜
ラ
ジ
オ
放
送
法
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
し
た
次
の
表
の
上
棟
に
掲
げ
る
処
分
そ
む
錨
の

行
為
は
、
新
放
送
法
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
し
た
部
門
畿
の
下
舗
に
掲
げ
る
処
分
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

項


規定の


よ

規定のに規定よの

の
よ

規定� 

ρ命るτE、
よ

報tるE量3z 

5

擁
符
目
前
に
み
な
し
届
出
一
般
故
議
事
業
者
が
謂
有
議
ラ
ジ
オ
放
送
法
第
六
条
の
ニ
第
二
壌
の
規
定
に
よ
り
す
べ

ぎ
届
出
は
、
新
放
送
法
第
百
五
十
四
条
第
二
項
の
鏡
定
に
よ
り
す
べ
き
届
出
と
み
な
す
。

6

施
行
自
前
に
田
有
線
ラ
ジ
オ
放
送
法
第
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
限
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
飴
の
電
波
法
(
以

下
「
間
需
波
法
い
と
い
う
。
〉
第
七
章
の
規
定
に
よ
り
し
た
又
は
す
べ
き
特
為
で
あ
っ
て
、
新
放
送
法
第
首
八
十
条
に

お
い
て
準
用
す
る
第
盟
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
竃
波
法
〈
以
下
「
新
議
波
諾
」
と
い
う
。
)
第
七
章
に
相
当
の
規

定
が
あ
る
も
の
は
、
新
放
送
法
第
百
八
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
意
の
相
当
の
幾
定
に
よ
り
し
た
又
は
す
べ
き
も

の
条
に
お
い
て
吋
出
有
様
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
い
と
い
う
J
第
十
ニ
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
て
い
る
者
で
あ
っ

捷
捕
の
承
諾
に
保
る
事
業
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
者
が
そ
の
期
間
内
に
新
篭
気
通
信
事
業
法
第
九
条
の
強
襲

の
ム
申
請
を
し
た
植
物
合
に
お
い
て
、
そ
の
棚
時
期
を
経
過
し
た
と
き
は
、
そ
の
申
請
に
つ
い
て
登
鋸
又
は
登
銀
の
拒
容
の

第
五
条
こ
の
法
律
の
絡
符
の
際
環
に
附
期
第
一
一
条
の
議
定
に
よ
る
廃
止
誕
の
害
総
テ
レ
ピ
ジ
ョ
ン
放
送
法
(
以
下
こ

処
分
が
あ
る
ま
で
の
賂
も
、
問
様
と
す
る
。

4

施
行
日
前
に
み
な
し
一
般
故
送
事
業
者
〈
み
な
し
登
義
一
般
放
議
事
業
者
及
び
み
な
し
届
出
一
般
放
送
事
業
者
を

(
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
の
擁
立
に
伴
う
経
議
措
置
〉

て
、
新
放
送
法
第
官
ニ
十
六
条
第
一
壊
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
受
け
る
べ
き
者
に
該
鳴
す
る
も
の
は
施
待
日
に
同
現

の
登
鋸
を
受
け
た
も
の
と
、
新
放
送
法
第
菩
一
一
一
十
一
一
一
条
第
一
一
壌
の
規
定
に
よ
り
揺
出
を
す
べ
き
者
に
該
溜
す
る
も
の

は
施
行
自
に
関
墳
の
麗
出
費
し
た
も
の
と
み
な
す
。

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
問
じ
。
〉
が
得
た
関
有
嬢
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
毅
送
法
第
十
三
条
第
一
一
壊
に
規
定
す
る
同
意

は
、
薪
放
送
法
第
十
一
条
に
規
定
す
る
問
一
意
と
み
な
す
。 

ラ
ジ
オ
放
送
法
第
二
条
第
二
号
又
は
第
一
一
一
号
の
有
議
ラ
ジ
オ
放
送
に
限
る
J
に
つ
い
て
の
関
有
線
ラ
ジ
オ
放
送
法
第

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
み
な
し
届
出
一
般
教
送
事
業
者
」
と
い
う
J
に
よ
っ
て
さ
れ
た
有
繰
ラ
ジ
オ
放
送
〈
出
有
線
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S
す。

崎正

施
行
目
前
に
国
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
議
総
む
規
需
に
よ
り
総
務
大
臣
が
し
た
次
の
表
の
上
樹
立
掲
げ
る
処
分
そ

の
飽
の
行
為
は
、
新
放
送
法
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
し
た
関
衰
の
下
績
に
掲
げ
る
鶏
分
そ
の
龍
の
行
為
と
み
な

よ
る

規定裁定による有iレビ

i付与規定に有日線� 

テ日線ジ
レよるテ

送法

送法

現
の

規定

新放

定裁る

5ヨ

十八

規定

放十ン第

送法

規定

第項条五

規定

命る

の

規定

護 霊 百第 第新第法百鎮百め法第送

議窓

十四

条 第十条四四
十第四四五条 条第干九

の
条の

の
項

項の

よよよ の よ

令 メる命~ るメ命す缶I、
よよ よ

6

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
環
に
旧
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
第
一
…
一
条
第
一
墳
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ

義援
報る告 報る告

知通
』問削網醐岨幽世山一」幽m・

回
路
行
陸
前
に
み
な
し
一
般
放
送
事
業
者
が
倍
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
第
十
七
条
の
こ
第
二
壌
の
焼
定
に
よ
り

す
べ
き
麗
出
は
、
新
教
送
法
第
喜
一
一
一
十
四
条
第
二
項
的
規
定
に
よ
り
す
べ
き
届
出
と
み
な
す
。

日
箆
行
日
前
に
旧
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
第
二
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
悶
議
波
法
第
七
牽
の
規
定
に
よ
り

し
た
又
は
す
べ
き
行
為
で
為
っ
て
、
薪
放
送
法
第
一
回
八
ナ
条
に
お
い
て
準
用
す
る
新
電
波
法
第
七
裁
に
相
当
の
規
定

が
あ
る
も
の
は
、
開
条
に
お
い
て
準
用
す
る
問
撃
の
相
当
の
規
定
に
よ
り
し
た
又
は
す
べ
き
も
の
と
み
な
す
。

〈
電
紫
漣
傍
役
務
利
用
放
送
法
の
鰐
止
む
俸
う
経
過
議
鰭
〉

第
六
議
こ
の
法
律
の
施
行
の
欝
現
に
叫
照
射
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
罵
止
前
の
議
気
通
信
役
務
利
賠
教
送
法
(
以
下
こ

…
の
条
に
お
い
て
「
沼
環
気
通
信
役
務
利
用
数
送
法
」
と
い
う
。
〉
第
一
一
一
議
第
一
一
壌
の
規
定
に
よ
り
猿
誌
を
受
け
て
い
る

一
審
で
あ
っ
て
、
新
放
送
法
第
百
ニ
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
銭
を
受
け
る
べ
き
審
に
該
当
す
る
も
の
は
施
行

一
お
に
問
項
の
登
録
を
受
け
た
も
の
と
、
新
放
送
法
第
百
三
十
三
条
第
一
壊
の
規
定
に
よ
り
混
お
を
す
べ
き
者
に
該
事

す
る
も
の
は
擁
行
自
に
関
項
の
漏
出
そ
し
た
も
の
と
み
な
す
。

2

施
持
割
前
に
部
電
気
通
信
役
務
制
利
用
放
送
法
の
想
定
に
よ
り
し
た
次
の
表
の
上
携
に
掲
げ
る
串
藷
は
、
新
放
送
法

の
幾
定
に
よ
り
し
た
問
畿
の
下
欄
に
掲
げ
る
申
欝
又
は
揺
出
と
み
な
す
。

放送法

規定

第新百

十

条第

一
項

の

よ

届出る

送第

規定よ

告諦申法震百

十条第

項

の

重
よ
る

護送

十

第条

一
項

焼定の

題出� 

規定よ

譜2震送第百

十条第

項の

援鋒る

3

施
行
日
訴
に
み
な
し
一
猿
放
送
事
業
者
〈
み
な
し
議
捺
一
鍛
放
送
事
業
者
及
び
み
な
し
態
出
一
般
放
送
事
業
者
を

け
た
も
の
と
み
な
す
。

7

施
行
日
鵠
に
悶
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
第
十
悶
条
第
一
頃
の
認
可
を
受
け
て
い
る
契
約
約
款
に
定
め
る
提
供

条
件
で
あ
っ
て
、
み
な
し
登
諒
一
般
放
送
事
業
者
に
係
る
も
の
は
、
薪
教
送
法
第
百
期
間
十
条
第
二
項
の
規
定
立
よ
り

届
け
出
た
契
約
約
款
に
定
め
る
捻
供
条
件
と
み
な
す
。

6

8

施
行
日
前
北
み
な
し
一
般
鼓
送
事
業
者
に
よ
っ
て
さ
れ
た
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
〈
市
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
数

送
法
第
十
七
条
に
規
定
す
る
放
送
事
業
者
の
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
又
は
テ
レ
ゼ
ジ
ョ
ン
多
重
放
送
を
受
揺
し
、
そ
の

す
べ
て
の
放
送
番
態
に
変
質
を
加
え
な
い
で
開
時
に
こ
れ
を
再
送
信
す
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
捧
く
。
)
に
つ

い
て
の
同
条
に
お
い
て
準
用
す
る
間
放
送
法
第
盟
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
錠
前
の
例
に
よ
る
。

9

施
行
日
離
に
み
な
し
登
録
一
般
放
送
事
業
者
が
沼
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
滋
法
第
十
七
条
に
お
い
て
離
用
ず
る
但
一

放
送
法
第
三
条
の
間
筋
ニ
壊
、
第
三
項
、
第
五
現
及
び
第
六
壌
の
規
定
に
よ
り
し
た
又
は
す
べ
き
行
為
は
、
そ
れ
ぞ

れ
新
放
送
法
第
六
条
第
二
項
、
第
五
項
及
び
第
六
墳
の
規
定
に
よ
ち
し
た
又
は
す
べ
き
行
為
と
み
な
す
。

て
み
な
し
議
録
一
般
放
送
事
業
者
に
該
当
す
る
も
の
誌
、
施
行
自
記
新
放
送
法
第
百
臨
十
条
第
一
項
の
指
定
安
受

い
う
。
以
下
こ
む
条
た
お
い
て
問
じ
。
〉
が
旧
電
気
通
信
役
務
科
用
放
送
法
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
す
べ
き
届

出
は
、
新
放
送
法
第
百
五
十
沼
条
第
一
一
項
の
規
定
に
よ
り
す
べ
き
届
出
と
み
な
す
。

4

施
行
宮
前
に
み
な
し
一
般
放
送
事
灘
者
が
持
た
田
霞
気
瀬
健
役
務
利
用
放
送
法
第
十
二
条
に
規
定
す
る
同
意
は
、

新
放
滋
法
第
十
一
条
立
鎮
定
す
る
同
意
と
み
な
す
。

5

施
行
日
誌
に
み
な
し
一
般
放
送
事
業
者
に
よ
っ
て
さ
れ
た
電
気
通
議
役
務
利
思
放
送
〈
出
議
気
通
信
役
務
利
用
数

送
法
第
十
五
条
立
規
定
す
る
他
の
議
気
通
信
役
務
利
用
放
送
事
業
者
の
電
気
通
信
役
務
利
用
放
送
又
は
放
送
事
業
者

の
放
送
を
受
話
し
、
そ
の
内
容
に
変
更
を
加
え
・
な
い
で
問
時
に
こ
れ
ら
を
碍
送
信
す
る
も
の
を
除
く

問
条
に
お
い
て
準
期
す
る
国
放
送
法
第
儲
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
誌
、
な
お
従
詰
の
例
に
よ
る
。

8

施
行
践
前
に
み
な
し
登
録
一
穀
放
送
事
業
者
が
国
電
気
溺
舘
役
務
利
用
放
送
法
第
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
回

放
送
法
第
三
条
の
圏
第
一
一
項
、
第
三
項
、
第
五
現
及
び
第
六
項
並
び
に
鰯
五
条
の
規
定
に
よ
り
し
た
又
は
す
べ
き
持

為
は
、
そ
れ
ぞ
れ
続
放
送
法
第
六
条
第
一
一
現
、
第
一
ニ
.
項
、
第
五
慣
例
及
び
第
六
項
並
び
に
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
し
た

又
は
す
べ
き
行
為
と
み
な
す
。

J
に
つ
い
て
の
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7

施
行
日
前
に
信
電
気
通
鑓
役
務
科
民
放
送
法
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
し
た
次
の
衰
の
上
構
に
掲
げ
る
処
分
そ

の
砲
の
行
為
は
、
新
放
送
法
の
規
定
に
よ
り
し
た
関
表
の
下
繍
に
揚
げ
る
処
分
そ
の
般
の
行
為
と
み
な
す
。

状の

お

料資

規よ定

る

の

提出

十条第九

項
の

規定

よ

報告る

項
の

条四

の

定規

よ

命メる守~、

新放

規の

送法第百

十八条

定

よ

命メるf1 

し

よて

料資

の

焼定

よ

る

の

提出

規のてい

規の項定四

よ

命メる守L主

5

施
行
日
前
に
出
放
送
法
第
五
十
二
条
の
十
五
第
一
一
明
慌
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
届
出
は
、
み
な
し
認
定
基
幹
放
送
事

業
者
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
新
放
送
法
第
九
十
五
条
第
一
一
項
の
規
定
は
よ
り
さ
れ
た
鹿
島
と
、
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
新
放
送
法
第
百
二
十
六
条
第
一
項
の
獲
銭
を
受
け
た
一
者
と
み
な
さ
れ
る
者
〈
以
下
と
の
条
に
お
い
て
吋
み
れ
悼
し

登
鎌
一
般
教
送
事
業
者
い
と
い
う
。
〉
立
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
新
放
送
法
第
百
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
さ

れ
た
届
出
と
み
な
す
。

8

擁
行
自
前
に
泊
放
送
法
の
規
定
に
よ
り
受
託
放
送
事
業
者
に
対
し
て
さ
れ
た
次
の
表
の
上
摺
に
掲
げ
る
行
為
誌
、

一
新
放
送
法
の
規
定
に
よ
り
基
幹
放
送
局
提
供
事
業
者
に
荒
し
て
さ
れ
た
埋
設
の
下
壌
に
掲
げ
る
行
為
と
み
な
す
。

規の
規の

規の

第放

すの

規よ

7

新
放
送
法
第
甚
十
九
条
の
規
定
は
、
施
行
昌
弘
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
か
ら
適
用
す
る
。

言

条

の
 の

第九 第九

の 一 一
項

項の の

規定 規定
定令る命

よ
る 苓~I

意第百

十条

定

項


項定
よ 定に


命τ、
よ


弘z
よ

撃 重� 

8

施
行
日
穏
に
み
な
し
議
録
一
般
放
送
事
業
者
が
し
た
指
数
送
法
第
五
十
二
条
の
十
七
第
二
項
の
競
定
に
よ
る
変
更

の
串
識
は
新
設
送
法
第
百
一
一
一
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
登
録
の
申
請
と
、
自
放
送
法
第
五
十
ニ
条
の
ニ
十
の

規
定
に
よ
る
勝
出
は
新
放
送
法
第
程
一
一
一
十
五
条
第
一
環
の
規
定
に
よ
る
属
出
と
み
な
す
。

施
行
日
前
に
み
な
し
登
録
一
般
放
送
事
業
者
が
悶
放
送
法
第
五
十
二
条
の
十
八
第
一
環
の
規
定
に
よ
り
す
べ
き
届

出
は
新
放
送
法
第
直
三
十
閥
条
第
二
壌
の
規
定
に
よ
り
す
べ
き
踏
出
と
、
旧
放
送
法
第
去
十
二
条
の
十
八
第
ニ
墳
の

規
定
に
よ
る
認
可
の
市
議
は
新
故
送
法
第
百
五
十
四
条
第
一
…
項
の
規
定
に
よ
る
題
お
と
み
な
す
。

同
こ
の
法
律
の
路
行
の
際
現
に
旧
放
送
法
第
五
十
ニ
条
の
圏
第
一
一
視
の
規
定
立
よ
り
屠
け
出
て
い
る
料
金
、
同
条
第

8

範
行
日
前
に
信
電
気
遊
…
締
役
務
利
用
放
送
法
第
二
十
…
条
に
お
い
て
準
用
す
る
出
電
波
法
第
七
章
の
幾
定
に
よ
り

一
一
環
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
て
い
る
契
約
約
款
に
定
め
る
提
供
条
件
、
開
条
第
閥
壌
の
規
定
に
よ
り
開
条
第
一
一

項
の
器
珂
を
受
け
た
と
み
な
さ
れ
る
契
約
約
款
に
定
め
る
捷
換
条
件
又
は
開
条
第
五
項
の
相
続
定
に
よ
り
届
け
出
て
い

る
契
約
約
款
で
お
つ
で
、
み
な
し
認
定
基
幹
放
送
事
業
者
又
は
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
基
幹
放
送
掲
の
免
許
を

受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
者
に
係
る
も
の
は
、
新
放
送
法
第
百
間
十
七
条
第
一
哨
恨
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
有
料

基
幹
放
送
契
約
約
款
に
定
め
る
捷
訣
条
件
と
み
な
す
。

日
施
持
臼
前
に
沼
放
送
法
第
五
十
ニ
条
の
七
第
一
現
む
規
定
に
よ
り
有
料
放
送
事
業
者
に
対
し
て
総
務
大
臣
が
し
た

命
令
で
あ
っ
て
、
み
な
し
認
定
基
幹
放
送
事
業
者
又
は
次
条
第
一
環
の
規
定
に
よ
り
基
幹
放
送
局
の
免
許
を
受
け
た

も
の
と
み
な
さ
れ
る
者
に
係
る
も
の
は
、
難
放
送
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
命
令
と
み
な
す
。

口
蕗
行
自
前
に
み
な
し
認
定
基
幹
数
送
事
業
者
、
み
な
し
控
藤
一
般
放
送
事
業
者
又
は
次
条
第
二
壌
の
規
定
に
よ
り

Q
d

し
た
又
は
す
べ
き
持
為
で
毒
っ
て
、
新
放
送
法
第
百
八
十
条
に
お
い
て
機
期
す
る
新
譲
渡
法
第
七
章
に
相
当
の
規
定

が
あ
る
も
の
は
、
開
条 
M
L
お
い
て
準
用
す
る
問
章
の
相
当
の
震
定
に
よ
り
し
た
又
は
す
べ
き
も
の
と
み
な
す
。

〈
有
続
放
送
一
議
話
に
関
す
る
法
律
の
隣
止
に
伴
う
経
遇
措
霞
〉

第
七
条
こ
の
法
律
の
施
符
の
際
現
に
関
則
第
ニ
条
の
焼
定
に
よ
る
麓
止
前
の
有
線
放
送
電
話
に
関
す
る
法
律
第
三
条

の
許
可
を
受
け
て
い
る
審
に
対
す
る
持
法
及
び
揖
地
裁
遇
措
事
業
法
の
規
定
の
選
鰐
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
爵
の
例
に

よ
る
。

(
数
送
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
驚
〉

第
八
議
こ
の
法
律
の
施
行
の
擦
現
に
間
放
送
法
第
九
条
の
誼
第
一
環
の
認
窓
を
受
け
て
委
託
国
内
放
送
業
務
又
は
委

J

託
協
会
悶
際
放
送
業
務
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
日
本
数
送
協
会
は
、
施
符
日
に
新
放
送
法
第
二
十
四
条
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
新
教
送
法
第
九
十
一
一
一
条
第
一
環
の
認
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

2

こ
の
法
律
の
接
行
の
際
環
に
旧
放
，
送
法
第
五
十
ニ
条
の
十
一
一
一
第
二
棋
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
新
設

送
法
第
九
十
一
一
一
条
第
一
項
の
緩
定
に
よ
り
認
定
を
受
け
る
べ
き
者
に
該
当
す
る
も
の
は
鐘
持
自
に
関
項
の
認
定
を
受

け
た
も
の
と
、
新
放
送
法
第
百
二
十
六
条
第
一
一
視
の
幾
定
に
よ
り
登
録
を
受
け
る
べ
き
者
に
該
当
で
す
る
も
の
は
施
行

日
に
照
墳
の
登
録
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
新
設
送
法
第
九
十
一
一
一
条
第
一
項
の
認
定
を
受

け
た
者
と
み
な
さ
れ
る
者
〈
以
下
こ
の
条
北
お
い
て
「
み
な
し
認
定
基
幹
放
送
事
業
者
」
と
い
う 

に
係
る
問
項
の

認
定
の
有
効
期
間
は
、
新
放
送
法
第
九
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
自
に
お
け
る
そ
の
者
に
係
る

旧
放
送
諾
第
五
十
二
条
の
十
三
第
一
項
の
認
定
の
有
効
期
間
の
残
存
期
陪
と
同
一
の
期
間
と
す
る
。

3

こ
の
法
律
の
路
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
指
数
送
法
第
玄
十
一
一
条
の
十
三
第
一
環
の
認
定
の
申
請
は
、
薪
放
滋
法

第
九
十
一
…
一
条
第
一
壌
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
受
け
る
べ
き
者
に
係
る
も
め
に
あ
っ
て
は
同
寝
の
認
定
の
申
織
と
、
新

放
送
法
第
百
二
十
六
条
第
一
棋
の
規
定
に
よ
り
登
録
告
受
け
る
べ
き
者
に
祭
る
も
の
に
あ
っ
て
は
同
項
の
整
録
む
申

4

施
行
日
前
に
陪
放
送
法
第
五
十
二
条
の
十
四
第
二
積
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
認
定
誌
で
あ
っ
て
、
み
な
し
認

定
基
幹
放
送
事
業
者
に
揺
る
も
の
は
、
新
教
送
法
第
九
十
四
条
第
二
項
の
親
定
に
よ
り
交
持
さ
れ
た
認
定
証
と
み
な

基
幹
放
送
局
の
免
許
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
者
に
よ
っ
て
さ
れ
た
教
送
に
つ
い
て
の
出
放
送
法
第
開
条
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

(
電
設
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
緩
遇
措
霊
〉

第
九
条
こ
の
法
隷
の
施
行
の
際
現
に
泊
電
波
法
第
限
条
の
規
定
に
よ
る
放
送
を
す
る
無
線
路
(
電
気
遇
措
業
務
を
行

う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
ぬ
を
除
く 

の
免
許
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
新
鷺
波
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
基

J

幹
教
送
局
の
免
許
を
受
け
る
べ
き
者
に
該
当
す
る
も
的
は
接
行
日
に 

条
の
提
窓
に
よ
る
基
幹
放
送
局
の
免
許
を
受

け
た
も
の
と
、
開
条
の
鑑
定
に
よ
る
放
送
を
す
る
無
接
持
(
基
幹
放
送
持
母
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
二
穀

放
送
局
い
と
い
う 

の
免
許
を
受
け
る
べ
き
者
に
該
当
す
る
も
の
ほ
施
符
自
に
新
霞
波
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
一

般
放
送
蹄
の
免
許
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
基
幹
数
送
時
又
は
一
般

放
送
局
の
免
許
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
者
に
採
る
開
条
の
免
許
の
有
効
期
間
は
、
新
電
波
法
第
十
一
一
一
発
第
一

J

mm

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
誌
に
お
け
る
そ
の
者
に
係
る
迫
電
波
法
第
四
条
の
免
許
の
脊
効
期
間
の
残
存
期
間

と
間
一
の
期
間
と
す
る
。

2

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
旧
鑓
波
法
第
六
条
第
二
壌
の
規
定
に
よ
る
放
送
を
す
る
無
線
局
の
免
許

の
串
藷
は
、
薪
一
驚
波
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
す
べ
き
者
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
関
現
の
規
定
に

よ
る
基
幹
放
滋
掲
の
免
許
の
申
請
と
、
問
条
第
一
墳
の
規
定
に
よ
る
申
識
を
す
べ
き
者
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
再

現
の
規
定
に
よ
る
一
穀
放
送
罵
の
免
許
の
申
舗
と
み
な
す
。

す。
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す。
4
こ
の
蹴
徳
の
擁
行
の
擦
現
に
旧
埼
波
法
第
二
十
閤
条
の
…
…
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
整
銭
を
受
け
て
い
る
者
は
、
議

符
自
に
、
無
練
設
鏑
等
の
点
検
の
事
業
の
み
を
行
う
者
で
あ
る
旨
を
新
電
渡
法
第
二
十
四
条
の
二
一
第
二
現
の
申
鑓
撃

に
記
載
し
て
同
条
第
一
環
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

与
と
の
法
窪
の
施
行
の
際
識
に
さ
れ
て
い
る
回
議
波
法
第
二
十
四
条
の
一
一
第
一
壌
の
規
定
に
よ
る
懇
畿
の
申
請
は
、

無
線
設
議
等
合
点
検
の
事
業
の
み
を
行
う
者
で
あ
る
旨
を
新
電
設
法
第
一
一
十
盟
条
の
ニ
第
一
一
現
の
串
議
書
に
記
載
し

た
同
条
第
二
壌
の
規
定
に
よ
る
護
銭
的
車
競
と
み
な
す
。

6

施
行
日
前
に
部
議
渡
法
第
二
十
殴
条
の
ニ
第
一
項
の
規
矩
に
よ
り
登
録
を
受
け
て
い
る
者
が
行
っ
た
当
該
登
鋒
に

採
る
点
検
は
、
類
縁
設
鑓
等
の
点
検
の
事
業
の
み
を
行
う
者
で
あ
る
雪
を
新
議
波
法
第
二
十
頭
条
の
一
一
第
一
一
現
の
串

競
警
に
記
載
し
て
同
条
第
…
嘆
の
規
定
に
よ
り
斐
細
部
を
受
け
て
い
る
者
が
行
っ
た
当
該
受
録
に
係
る
点
検
と
み
な

7
す。
 

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
嘆
に
間
電
設
法
第
二
十
朗
条
の
四
第
一
墳
の
幾
定
ζ
よ
り
交
付
さ
れ
て
い
る
議
録
証
は
、

無
難
設
鑓
等
の
点
検
の
事
業
の
み
を
行
う
者
で
あ
る
告
が
記
載
さ
れ
た
新
議
波
法
第
一
一
十
四
条
む
阻
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
交
付
さ
れ
た
整
録
証
と
み
な
す
。
‘ 

V

8

こ
の
法
簿
の
施
行
の
際
現
に
部
議
護
法
第
二
十
七
条
の
ふ
!
な
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
れ
ツ
認
定
を
受
け
て
い
る
開
設
計

繭
は
、
新
議
波
法
第
ニ
十
七
条
の
十
二
第
一
項
第
一
時
に
掲
げ
る
事
項
を
確
保
す
る
た
め
の
特
定
基
地
価
問
に
譲
る
も

の
に
あ
っ
て
は
特
定
墓
地
鱒
が
問
号
に
揚
げ
る
事
項
を
確
保
す
る
た
ゐ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
新
電
波
法
第
二
十
七

条
の
十
一
一
一
第
二
現
第
一
時
に
掲
げ
る
事
項
と
し
て
記
載
し
て
同
条
第
一
壌
の
認
定
を
受
け
た
開
設
許
闘
と
、
新
電
波

法
第
二
十
七
条
の
十
ニ
第
一
議
第
二
号
に
縄
げ
る
事
項
を
確
保
す
る
た
め
の
特
定
基
地
局
に
篠
る
も
の
に
あ
っ
て
は

特
定
墓
地
局
が
問
時
に
掲
げ
る
事
項
を
確
保
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
新
矯
波
法
第
一
一
十
七
条
の
十
一
一
一
第
二

9
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
と
し
て
記
載
し
て
向
条
第
一
寝
の
認
定
を
受
け
た
開
設
群
樹
と
み
な
す
。

こ
の
法
務
の
施
行
の
際
現
に
問
譲
渡
法
第
二
十
七
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る
際
設
計
菌

は
、
新
構
設
法
第
二
十
七
条
の
十
二
第
一
項
第
二
万
人
掲
げ
る
事
項
を
櫨
保
す
る
た
め
お
特
定
基
地
問
に
様
る
も
の

に
あ
っ
て
は
特
定
基
諮
問
問
が
間
帯
に
掲
げ
る
事
壊
を
確
保
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
新
一
環
波
法
第
一
一
十
七
条

の
十
一
一
一
第
二
項
第
一
帯
詑
掲
げ
る
事
項
と
し
て
記
載
し
て
同
条
第
二
撲
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
も
の
と
、
新
種

波
法
第
二
十
七
条
の
十
ニ
第
一
項
第
ニ
号
に
掲
げ
る
事
項
を
確
保
す
る
た
め
の
特
定
基
地
鴻
児
奨
る
も
の
に
あ
っ
て

は
特
定
基
地
潟
が
問
号
に
掲
げ
る
事
項
を
確
保
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
新
矯
波
法
第
二
十
七
条
の
十
三
第

二
項
第
一
時
に
掲
げ
る
事
項
と
し
て
記
載
し
て
開
条
第
)
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

〈
常
気
灘
祭
事
業
法
、
の
一
部
改
正
に
持
う
経
過
措
龍


第
十
染
新
意
気
通
信
事
業
法
第
五
十
西
条
第
六
項
の
焼
窓
は
、
第
五
条
中
機
銃
通
器
事
業
法
第
一
一
一
十
四
条
の
改
正
規


定
の
施
行
の
毘
以
後
に
斡
ア
ず
る
事
業
年
度
か
ら
適
用
す
る
。


2

こ
の
法
律
の
簸
行
の
擦
現
に
第
五
条
の
幾
定
に
よ
る
改
正
前
の
議
葉
遇
措
事
業
法
〈
以
下
こ
的
発
に
お
い
て
「
出


警
気
通
信
事
業
法
い
と
い
う
。
)
第
百
四
十
七
条
第
一
項
又
は
第
一
一
壌
の
議
定
立
よ
り
任
命
さ
れ
た
電
気
通
信
事
業
紛


争
延
理
委
員
会
の
委
員
で
る
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
路
行
自
に
、
新
電
気
通
議
事
業
法
第
百
四
十
七
条
第
一
頃
又
は


第
二
項
の
規
定
む
よ
り
議
気
通
援
紛
争
処
理
委
員
会
の
婆
潟
県
と
し
て
任
命
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お


い
て
、
そ
の
任
命
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
者
の
経
期
治
、
新
電
気
通
信
事
業
法
第
百
四
十
八
条
第
一
壌
の
規
定


に
か
か
わ
ら
ず
、
擁
好
日
に
お
け
る
沼
電
気
通
権
事
業
法
第
百
題
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
現
の
規
定
に
よ
り
を
命


さ
れ
た
電
気
選
落
事
業
紛
争
処
理
委
員
会
の
委
員
と
し
て
の
提
出
織
の
残
証
期
間
と
同
一
の
難
問
と
す
る
。


3

こ
の
法
律
の
鰻
行
の
際
現
に
旧
電
気
藤
信
事
業
法
第
百
四
十
六
条
第
一
一
壊
の
規
定
に
よ
り
選
笹
さ
れ
た
篭
気
通
信

事
業
紛
争
処
聡
按
員
会
の
委
員
長
で
あ
る
者
又
は
開
条
第
五
市
恨
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
委
員
で
あ
る
者
は
、
そ

れ
ぞ
れ
、
施
行
日
に
、
新
電
気
通
傍
事
業
法
第
百
四
十
六
議
第
一
一
棋
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ
、
又
は
問
条
第
一
一
一
項

の
競
定
に
よ
り
委
員
長
の
職
務
を
代
理
す
る
委
員
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

4

一
織
気
通
庭
事
業
紛
争
処
思
議
員
会
の
委
員
で
あ
っ
た
者
に
孫
る
そ
の
職
務
に
関
し
て
知
り
得
た
秘
識
を
諜
ら
し
て

は
な
ら
な
い
義
務
に
つ
い
て
は
、
蕗
行
語
以
援
も
、
な
お
提
議
の
鰐
に
よ
る
。

34 

3

縮
努
昌
離
に
国
電
波
法
第
十
西
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
放
送
を
す
る
無
線
局
〈
議
気
通
簿
業
務
を

行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
お
を
除
く 

の
免
許
状
は
、
基
幹
教
送
局
の
免
許
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
者
に

保
る
も
の
に
あ
っ
て
は
新
電
渡
法
第
十
開
条
第
…
項
の
蔑
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
基
幹
数
送
掲
の
免
許
状
と
み
な

J

〈
銘
分
等
の
効
力
)

第
十
一
義
と
の
法
律
(
開
制
約
第
一
条
第
二
号
及
び
第
…
一
一
号
に
掲
げ
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
の
施
一
位
削

に
改
正
文
は
麗
辻
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
又
は
す
べ
き
嬉
分
、
手
続
そ
の
飽
の
行
為
で
あ
っ

て
、
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
に
韓
議
の
規
定
が
あ
る
も
の
は
、
こ
の
附
鄭
に
民
設
の
定
め
が
あ
る
も
の
者
除
宮
、

改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
相
当
の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
又
は
す
べ
き
も
の
と
み
な
す
。

(
罰
倒
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
癒
〉

第
十
一
一
条
こ
の
法
律
〈
爵
制
約
第
一
条
第
二
号
及
び
第
一
一
一
号
に
掲
仔
る
規
定
立
つ
い
て
は
、
当
該
各
規
定
。
以
下
こ
の

染
立
お
い
て
同
じ
。
)
の
擁
持
前
に
し
た
行
為
及
び
倒
的
期
第
開
条
第
ニ
積
、
第
五
条
第
八
項
、
第
六
条
第
五
項
、
第
七

条
及
び
第
八
条
第
十
一
一
惜
恨
の
鏡
定
に
よ
り
な
お
従
畿
の
制
約
に
よ
る
と
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
法
穣
の
施
行

後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
欝
期
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

〈
そ
の
般
の
経
遇
措
置
の
政
令
へ
の
婆
並
〉

第
十
三
条
こ
の
爵
慰
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
感
襲
な
経
過
繕
置
(
罰
則
に
慢
す
る
経

過
措
離
を
合
む
。
)
は
、
政
令
で
定
め
る
。

〈
検
討
〉

第
十
盟
条
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
公
布
後
一
年
を
自
途
と
し
て
、
信
本
放
送
協
会
の
役
員
に
係
る
欠
格
事
由
の
在
り

方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
培
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
袈
の
措
襲
を
講
ず
る
も
の

と
す
る
。

2

政
府
は
、
と
の
法
律
の
施
行
後
五
年
以
内
に
、
前
項
に
定
め
る
事
項
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
お
繰
定

の
護
施
状
説
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
立
基
づ
い
て
所
裂
の
播
護
者
講

ず
る
も
の
と
す
る
。

{
工
場
抵
当
法
の
一
部
改
正
〉

第
十
五
条
工
場
紙
当
法
〈
境
治
三
十
八
年
法
律
第
五
十
菌
培
〉
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
…
条
第
二
項
中
「
放
送
〈
委
託
シ
テ
其
メ
放
送
番
組
抑
ノ
放
送
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
合
ム
ど
を
「
基
幹
放
送
」
に
、
「
有

線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
〈
昭
和
盟
十
七
年
法
律
第
諒
十
部
号
)
ニ
謂
フ
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
い
を
ご
般
放

送
〈
有
線
電
気
遥
信
設
備
問
ノ
用
ヒ
テ
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
ヲ
一
行
フ
モ
ノ
ニ
限
ル
ど
に
改
め
る
。

〈
災
害
救
助
法
設
が
告
衛
隊
法
の
一
部
改
正
〉

第
十
六
条
次
に
掲
げ
る
法
樟
の
規
定
中
吋
第
五
条
第
四
現
第
一
一
一
号
い
を
「
第
三
条
第
四
魂
第
翻
号
」
に
改
め
る
。

一
災
害
救
助
法
〈
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
〉
第
一
一
十
八
条

一
一
議
籍
鎌
法
〈
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
〉
第
百
四
条
第
一
環

〈
特
期
識
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
葎
の
一
部
改
正
〉

第
十
七
条
特
制
約
識
の
職
鼠
の
給
与
に
関
す
る
法
律
〈
昭
和
二
十
四
年
法
樟
第
二
百
五
十
二
号
〉
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
三
十
三
号
及
び
第
六
十
号
並
び
立
制
約
表
第
一
中
吋
常
気
通
信
事
業
紛
争
州
地
理
委
員
会
」
を
「
電
気
通
総

紛
争
建
理
教
回
開
会
」
に
改
め
る
。

〈
公
議
選
挙
法
の
一
部
改
正
〉

第
十
八
条
公
聴
選
挙
法
〈
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
務
時
〉
の
一
部
を
次
の
よ
う
む
改
正
す
る
。

第
百
五
十
条
第
一
壌
中
「
一
般
放
送
事
業
者
の
」
を
「
基
幹
放
送
車
難
者
〈
放
送
法
〈
昭
和
二
十
韮
年
法
整
第
百

一
一
一
十
二
号
)
第
一
一
条
第
二
十
三
号
に
規
定
す
る
基
幹
放
送
事
業
者
を
い
い
、
日
本
放
送
協
会
及
び
放
送
大
学
学
麗
(
放

送
大
学
学
舗
法
〈
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
六
号
)
第
一
一
一
条
に
規
定
す
る
放
送
大
学
学
欝
を
い
う
。
第
百
五
十
一
…

条
第
一
墳
に
お
い
て
男
乙
J
を
除
く
。
以
下
関
じ
。
〉
の
い
に
、
「
〈
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
〉
第
ニ
条
第

二
号
の
一
一
一
い
を
「
第
一
…
条
第
十
六
号
い
に
、
「
開
条
第
一
一
号
の
五
」
を
「
開
条
第
十
八
号
」
に
、
吋
一
般
放
送
事
業
者
は
」

安
「
基
幹
放
送
事
業
者
は
い
に
改
め
、
開
条
第
一
一
一
環
及
び
第
六
項
中
ご
般
放
送
事
業
者
い
を
「
基
幹
放
送
事
業
者
い

に
改
め
る
。
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第
百
五
十
一
条
第
三
項
及
び
第
百
五
十
一
条
の
三
中
ご
般
放
送
事
業
者
」
を
「
基
幹
放
送
事
業
者
」
に
改
め
る
。

第
百
五
十
二
条
第
一
項
中
ご
般
放
送
事
業
者
、
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
事
業
者
(
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送

法
(
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
四
号
)
第
二
条
第
四
項
の
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
事
業
者
を
い
う
。
次
項
に
お

い
て
同
じ
。
)
、
有
線
ラ
ジ
オ
放
送
(
有
線
ラ
ジ
オ
放
送
業
務
の
運
用
の
規
正
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
二
十
六
年
法
律

第
百
三
十
五
号
)
第
二
条
の
有
線
ラ
ジ
オ
放
送
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
の
業
務
を
行
う
者
若
し
く
は
電
気

通
信
役
務
利
用
放
送
(
電
気
通
信
役
務
利
用
放
送
法
(
平
成
十
三
年
法
律
第
八
十
五
号
)
第
二
条
第
一
項
の
電
気
通

信
役
務
利
用
放
送
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
の
業
務
を
行
う
者
」
を
「
放
送
事
業
者
(
放
送
法
第
二
条
第
二

十
六
号
に
規
定
す
る
放
送
事
業
者
を
い
い
、
日
本
放
送
協
会
及
び
放
送
大
学
学
闘
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
〉
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
ご
般
放
送
事
業
者
、
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
事
業
者
、
有
線
ラ
ジ
オ
放
送
の
業
務
を

行
う
者
若
し
く
は
電
気
通
信
役
務
利
用
放
送
の
業
務
を
行
う
者
」
を
「
放
送
事
業
者
」
に
改
め
る
。

(
地
方
税
法
の
一
部
改
正
)

第
十
九
条
地
方
税
法
〈
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
百
四
十
九
条
の
三
第
九
項
中
「
第
四
十
条
第
一
項
」
を
「
第
七
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
一
条
第
十
四
項
中
「
第
二
条
第
三
号
の
一
ニ
」
を
「
第
二
条
第
二
十
三
号
」
に
、
「
一
般
放
送
事
業
者
」
を

「
基
幹
放
送
事
業
者
(
日
本
放
送
協
会
及
び
放
送
大
学
学
園
(
放
送
大
学
学
園
法
〈
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
六

号
)
第
二
一
条
に
規
定
す
る
放
送
大
学
学
園
を
い
う
。
)
を
除
く
。
)
又
は
放
送
法
第
二
条
第
二
十
四
号
に
規
定
す
る
基
幹

放
送
局
提
供
事
業
者
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
五
条
第
十
四
項
中
「
第
二
条
第
三
号
の
一
ニ
」
を
「
第
二
条
第
ニ
十
三
号
」
に
、
「
一
般
放
送
事
業
者
」
を

「
基
幹
放
送
事
業
者
(
日
本
放
送
協
会
及
び
放
送
大
学
学
園
(
放
送
大
学
学
園
法
第
三
条
に
規
定
す
る
放
送
大
学
学

闘
を
い
う
。
)
を
除
く
。
)
文
は
放
送
法
第
二
条
第
二
十
四
号
に
規
定
す
る
基
幹
放
送
局
提
供
事
業
者
」
に
改
め
、
同
条

第
十
五
項
中
「
電
気
通
信
事
業
者
文
は
」
の
下
に
「
放
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(
平
成
二
十
二
年
法
律
第

六
十
五
号
)
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
問
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る

廃
止
前
の
」
を
加
え
、
同
条
第
十
六
項
中
「
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
(
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
四
号
)
第

二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
有
線
テ
レ
、
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
事
業
者
」
を
「
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
事
業
者
〈
有
線
電
気

通
信
設
備
を
用
い
て
放
送
法
第
二
条
第
十
八
号
に
規
定
す
る
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
者
を
い
い
、
電
気
通
信
事

業
法
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
事
業
を
営
む
者
が
提
供
す
る
同
条
第
三
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
役
務

を
利
用
し
て
行
う
者
を
除
く
。
)
」
に
改
め
る
。

(
土
地
収
用
法
の
一
部
改
正
)

第
二
十
条
土
地
収
用
法
(
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
十
六
号
中
「
放
送
事
業
」
を
「
基
幹
放
送
事
業
者
又
は
基
幹
放
送
局
提
供
事
業
者
が
基
幹
放
送
」
に
改

め
る
。

(
日
本
赤
十
字
社
法
の
一
部
改
正
)

第
二
十
一
条
日
本
赤
十
字
社
法
(
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
三
百
五
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
四
条
第
二
項
中
「
、
日
本
放
送
協
会
又
は
一
般
放
送
事
業
者
」
を
「
又
は
基
幹
放
送
事
業
者
」
に
、
「
第
二

条
第
一
ニ
号
の
三
に
規
定
す
る
一
般
放
送
事
業
者
の
う
ち
同
条
第
三
号
の
四
に
規
定
す
る
受
託
放
送
事
業
者
以
外
の
も

の
を
い
う
」
を
「
第
二
条
第
二
十
三
号
に
規
定
す
る
基
幹
放
送
事
業
者
を
い
い
、
放
送
大
学
学
園
(
放
送
大
学
学
園

法
(
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
六
号
)
第
三
条
に
規
定
す
る
放
送
大
学
学
園
を
い
う
。
)
を
除
く
」
に
改
め
る
。

(
有
線
電
気
通
信
法
の
一
部
改
正
〉

第
二
十
二
条
有
線
電
気
通
信
法
〈
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
九
十
六
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
四
項
第
四
号
中
「
前
三
号
」
を
「
前
各
号
」
に
改
め
、
同
号
を
悶
項
第
五
号
と
し
、
問
項
第
三
号
を
問

項
第
四
号
と
し
、
問
項
第
二
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
放
送
法
(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
)
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
放
送
を
行
う
た
め
の
有
線
電

気
通
信
設
備
(
同
法
第
百
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
が
設
置
す
る
も
の
及
び
前
号
に
掲

げ
る
も
の
を
除
く
。
〉

(
租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
)

第
二
十
三
条
租
税
特
別
措
置
法
(
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
十
一
条
の
十
六
第
一
項
中
「
第
二
条
第
三
号
の
三
に
規
定
す
る
一
般
放
送
事
業
者
」
を
「
第
二
条
第
二
十
三

号
に
規
定
す
る
基
幹
放
送
事
業
者
(
日
本
放
送
協
会
及
び
放
送
大
学
学
園
法
(
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
六
号
)

第
一
一
一
条
に
規
定
す
る
放
送
大
学
学
園
を
除
く
。
)
又
は
放
送
法
第
二
条
第
二
十
四
号
に
規
定
す
る
基
幹
放
送
局
提
供
事

業
者
」
に
、
「
同
条
第
三
号
」
を
「
伺
条
第
二
十
号
」
に
改
め
る
。

(
災
害
対
策
基
本
法
の
一
部
改
正
)

第
二
十
四
条
災
害
対
策
基
本
法
〈
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
七
条
中
「
第
三
条
第
四
項
第
三
号
」
を
「
第
三
条
第
四
項
第
四
号
」
に
、
「
第
二
条
第
三
号
の
こ
に
規
定
す

る
放
送
事
業
者
(
同
条
第
三
号
の
四
に
規
定
す
る
受
託
放
送
事
業
者
〈
以
下
「
受
託
放
送
事
業
者
」
と
い
う
。
)
を
除

く
。
ど
を
「
第
二
条
第
二
十
三
号
に
規
定
す
る
基
幹
放
送
事
業
者
」
に
改
め
、
「
(
同
条
第
三
号
の
五
に
規
定
す
る
委

託
放
送
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
受
託
放
送
事
業
者
に
委
託
し
て
放
送
を
行
わ
せ
る
こ
と
ど
を
削
る
。

第
七
十
九
条
中
「
第
三
条
第
四
項
第
三
号
」
を
「
第
三
条
第
四
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。

(
法
人
税
法
の
一
部
改
正
)

第
二
十
五
条
法
人
税
法
(
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
五
条
第
一
項
中
「
、
軌
道
若
し
く
は
有
線
放
送
電
話
」
を
「
若
し
く
は
軌
道
」
に
改
め
、
問
項
第
七
号
を

削
り
、
同
項
第
八
号
を
同
項
第
七
号
と
す
る
。

(
法
人
税
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
〉

第
二
十
六
条
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
人
税
法
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
法
人
税
法
」
と
い
う
。
)
第
四

十
五
条
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
業
を
営
む
法
人
で
施
行
目
前
に
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
有
線
放

送
電
話
に
関
す
る
法
律
第
三
条
の
許
可
を
受
け
て
い
る
も
の
が
同
項
に
規
定
す
る
受
益
者
か
ら
交
付
を
受
け
た
金
銭

文
は
資
材
を
も
っ
て
取
得
す
る
同
項
に
規
定
す
る
固
定
資
産
及
び
当
該
受
益
者
か
ら
交
付
を
受
け
る
旧
法
人
税
法
第

四
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
園
定
資
産
に
つ
い
て
は
、
同
条
(
同
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
)
の
規
定
は
、
な
お
そ

の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
有
線
放
送
電
話
に
関
す
る
法
律
」
と
あ
る
の
は
、
「
放
送
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(
平
成
二
十
二
年
法
律
第
六
十
五
号
〉
附
則
第
二
条
(
法
律
の
廃
止
)
の
規
定
に
よ
る
廃

止
前
の
有
線
放
送
電
話
に
関
す
る
法
律
」
と
す
る
。

(
登
録
免
許
税
法
の
一
部
改
正
)

第
二
十
七
条
登
録
免
許
税
法
(
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
五
十
四
号
国
中
「
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
一
二
十
八
条
の
こ
の
こ
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
登
録
免
許
税
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
五
十
四
号
中
「
係
る
点
検
事
業
者
」
を
「
係
る
検
査
等
事
業
者
」
に
改
め
、
同
号
山
口
中
「
点
検
事
業


者
」
を
「
検
査
等
事
業
者
」
に
、
「
の
点
検
」
を
「
の
検
査
又
は
点
検
」
に
改
め
、
「
係
る
事
業
者
の
登
録
」
の
下
に
「
(
更


新
の
登
録
を
除
く
。
〉
」
を
加
え
、
同
表
第
五
十
五
号
中
「
委
託
放
送
事
業
者
の
認
定
文
は
」
を
「
認
定
基
幹
放
送
事


業
者
の
認
定
、
登
録
一
般
放
送
事
業
者
の
登
録
文
は
」
民
改
め
、
同
号
付
中
「
第
五
十
二
条
の
十
三
第
一
項
」
を
「
第


九
十
一
一
一
条
第
一
項
」
に
、
「
委
託
放
送
事
業
者
」
を
「
認
定
基
幹
放
送
事
業
者
」
に
改
め
、
同
号
∞
中
「
第
五
十
二
条


の
三
十
第
一
項
」
を
「
第
百
五
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
∞
を
悶
号
同
と
し
、
同
号
付
の
次
に
次
の
よ
う
に


加
え
る
。


一
∞
放
送
法
第
百
二
十
六
条
第
一
項
(
一
般
放
送
の
業
務
の
登
録 

一
登
録
件
数
一
一
件
に
つ
き
九
万
円
一


一

の

登

録

一

般

放

送

事

業

者

の

登

録

又

は

同

法

第

百

三

十

条

第

一

項

一

一

一


一

(

変

更

登

録

)

の

変

更

登

録

(

同

法

第

百

二

+

十

六

条

第

二

項

第

二

一

一

一


一

号

の

一

般

放

送

の

種

類

の

増

加

に

係

る

も

の

又

は

同

項

第

四

号

の

一

一

一


一

業

務

区

域

の

増

加

に

係

る

も

の

(

こ

れ

ら

の

登

録

を

受

け

て

い

る

一

一

一


一

業

務

区

域

の

属

す

る

都

道

府

県

に

お

け

る

業

務

区

域

の

増

加

に

係

一

一

一


一

る

も

の

を

除

く

。

)

に

限

る

。

)

‘

一

一

一


別
表
第
一
第
五
十
六
号
か
ら
第
五
十
八
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五
十
六
か
ら
五
十
八
ま
で

削
除

v
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〈
整
銀
免
許
税
法
の
一
部
改
正
に
持
う
経
過
措
皿
機
〉

第
一
一
十
九
条
照
射
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
関
期
第
一
一
条
の
現

定
に
よ
る
鹿
止
前
の
有
線
放
送
謹
話
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
二
項
の
業
務
臨
域
の
拡
張
の
許
可
に
つ
い
て
は
、
前

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
誌
の
登
畿
免
許
税
法
制 

表
第
一
第
五
十
七
時
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
官
官
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
問
号
中
「
許
可
又
は
業
務
広
域
」
と
あ
る
の
は
「
業
務
広
域
」
と
、
「
右
畿
放
送
電
話
に
関
す
る
法

律
」
と
あ
る
の
は
「
放
送
法
等
む
一
惑
を
改
正
す
る
法
律
(
平
成
二
十
一
一
年
法
律
第
六
十
五
号
〉
組
問
慰
第
七
条
〈
宥

線
放
送
電
話
に
関
す
る
法
律
の
廃
止
に
倖
う
経
過
措
置
)
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
離
の
椀
に
よ
る
と
と
と
さ
れ
る
場

e

合
に
お
け
る
同
法
鰐
尉
第
二
条
{
法
律
の
廃
止
)
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
有
隷
放
送
電
話
に
演
す
る
法
集
」
と
「
「
第

三
条
〈
業
務
の
許
可
)
の
有
畿
放
送
電
話
業
務
の
許
可
又
は
同
法
第
五
条
第
二
項
」
と
-
あ
る
の
は
「
第
五
条
第
二
項
」

と
す
る
。

〈
著
作
権
法
の
一
怒
改
正
〉

第
五
十
条
箸
作
権
法
〈
昭
和
mm
十
五
年
法
樟
第
四
十
八
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
一
一
十
関
条
第
一
寝
中
長
期
二
条
の
二
第
ニ
項
第
一
…
号
い
を
「
第
九
十
一
条
第
二
項
第
二
号
」
に
、
「
第
十
四
条
第

一
一
一
現
第
一
一
一
号
い
を
「
第
十
倍
条
第
三
項
第
ニ
奇
い
に
改
め
る
。

第
九
十
九
条
の
一
一
立
ま
の
一
一
鳴
を
加
え
る
。

2

前
墳
の
規
定
は
、
放
送
金
受
揺
し
て
自
動
公
衆
滋
借
を
行
う
者
が
法
令
の
規
定
立
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

m

い
自
動
公
邸
恕
送
億
円
九
郎
総
る
送
態
可
能
化
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
一
白
ニ
条
第
五
項
た
だ
し
議
及
び
第
古
一
一
一
条
中
吋
第
九
十
九
条
の
ニ
い
者
吋
第
九
十
九
条
む
こ
第
二
患
に
改
め

る。公
電
気
遠
権
基
盤
充
実
臨
時
携
鐙
法
の
一
部
政
正
〉

第
三
十
一
条
議
気
選
議
基
盤
充
実
臨
時
措
髄
法
〈
平
成
三
年
法
律
第
一
一
十
七
回
吋
〉
の
一
欝
安
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
一
一
漢
第
一
号
中
「
竃
気
通
信
役
務
を
い
う
い
の
下
に
す
以
下
こ
の
考
記
お
い
て
問
じ
」
を
加
え
、
「
省

議
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
〈
昭
剥
四
十
七
年
法
捧
第
百
十
四
号
〉
第
一
一
条
第
一
壌
に
捜
定
す
る
存
線
テ
レ
ピ
ジ
ョ
ン

放
送
を
い
う
」
を
「
審
議
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て
行
わ
れ
る
放
送
法
(
昭
和
一
一
十
五
年
法
議
第
百
五
十
ニ
号
)
第

二
条
第
十
八
号
に
規
定
す
る
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
い
い
、
篭
気
通
信
事
業
〈
電
気
謹
信
事
業
法
第
二
条
第
四
号
に

J

規
定
す
る
電
気
通
告
事
業
を
い
う
。
)
を
営
む
者
が
提
供
す
る
電
気
通
接
投
務
を
利
思
し
て
行
う
も
の
を
除
く
」
に
改

め
、
開
条
第
五
項
中
「
有
議
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
有
議
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
い

を
「
脊
襲
警
気
通
信
設
謹
」
に
改
め
る
。

(
身
体
欝
害
者
の
科
便
の
増
進
に
資
す
る
通
信
・
放
送
身
体
障
害
者
利
用
再
講
生
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一

部
改
正
)

第
三
十
二
条 

身
体
障
害
者
の
利
便
の
増
進
に
資
す
る
通
信
一
・
放
送
身
体
欝
害
者
利
震
符
講
記
事
業
の
推
進
に
関
す
る

法
律
〈
平
成
五
年
法
律
第
五
十
四
号
)
の
一
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
寝
中
「
並
お
に
い
を
「
及
び
」
に
、
「
規
定
す
る
放
送
を
い
う
。
以
下
持
じ
い
吾
「
鏡
定
す
る
放
送
を


や
つ
い
に
改
め
、
「
及
が
脊
続
放
送
〈
有
線
一
ア
レ
ピ
ジ
ョ
ン
放
送
法
〈
昭
和
部
十
七
年
法
捧
第
百
十
四
号
)
第
ニ
条
第


一
項
ピ
規
定
す
る
脊
諒
放
送
を
い
う
。
以
下
問
じ
。
ど
を
断
り
、
持
条
第
ニ
礎
中
「
第
二
条
第
一
を
「
第


第
三
十
正
義

第

二

条

第

一

環

中

「

第

二

条

第

一

を

「

第

一

に

、

〈

昭

和

一

一
一
条
第
十
八
号
い
に
殺
め
、
開
条
第
四
現
第
一
一
一
符
中
「
放
送
又
拭
有
繰
教
送
の
」
を
翻
る
。

部


〈

高

度

チ

レ

ゼ

ジ

ョ

部

改

正

〉

を


一
十
一
号
〉
第
五
条
第
罷
壌
に
規
定
す
る
人
工
衛
艇
一
局
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
以
外
の
も
の
い
者
…
坊
に


議
定
す
る
基
幹
放
送
(
開
条
第
十
三
号
に
観
定
す
る
衛
星
基
幹
放
送
を
除
く 

で
あ
る
も
の
い
に
改
め
、
同
条
第
二


項
第
一
号
中
「
電
波
法
」
の
下
に
「
(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
五
十
一
号
〉
い
を
加
え
る
。


(
独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
法
の
…
部
改
正
〉

第
三
十
四
条
独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
法
(
平
成
十
一
年
法
簿
第
苔
六
十
二
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

窮
民
第
九
条
第
一
項
中
「
第
九
条
第
五
項
」
を
「
第
二
十
条
第
五
項
」
に
、
「
第
二
条
第
二
号
の
五
」
を
「
第
一
一
条

第
十
八
号
」
に
、
「
無
隷
局
に
よ
り
」
を
「
無
線
局
を
用
い
て
」
に
改
め
る
。 

〈
特
定
機
器
に
係
る
適
合
性
評
髄
手
続
の
結
果
の
外
冨
と
の
如
相
互
承
認
の
実
施
に
関
す
る
法
穣
の
一
部
改
正
〉

第
一
一
一
十
五
条
特
定
機
器
に
係
る
適
合
性
評
語
手
続
の
結
果
の
外
留
と
の
相
互
承
認
の
実
施
に
関
す
る
法
捧
(
平
成
十

一
同
立
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

一
環
中
「
第
…
…
一
十
八
条
の
こ
第
一
環
い
を
「
第
一
…
…
十
八
条
の
こ
の
こ
第
一
積
」
に
改
め
、
開
条
第

一
十
九
い
の
下
に
「
〈
持
法
第
五
十
八
条
の
六
第
一
一
一
現
の
準
用
に
採
る
部
分
を
除
く
。
ど

一

安

部

え

る

。

第

三

十

六

条

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

.
第
一
一
条
第
ニ
項
中
「
放
送
等
い
を
ぶ
総
選
い
に
改
仏
旬
、
「
放
送
及
び
い
を
削
り
、
吋
第
二
条
第
五
時
の
五
い
を
ぷ
暫

定
条
第
一
時
い
に
、
「
委
託
放
送
業
務
い
そ
「
放
送
〈
開
条
第
ニ
十
号
に
規
一
定
す
る
放
送
掲
を
牒
い
て
行
わ
れ
る
も
の
に

限
る
。
ど
に
改
め
る
。

第
三
条
並
び
に
第
四
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
一
一
積
中
「
放
送
等
」
を
「
放
送
い
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
第
二
号
中
「
第
十
六
条
第
三
項
第
二
時
」
を
「
第
三
十
一
条
第
一
一
一
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
二
号
中
「
教
送
等
」
を
「
放
送
」
に
改
め
る
。

(
電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
樟
の
一
部
改
正
)

第
三
十
七
条
電
設
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
、
(
平
成
十
五
年
法
律
第
六
十
八
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

.る。
附
則
第
九
条
中
吋
第
三
十
八
条
の
二
」
老
「
第
三
十
八
条
の
一
一
の
二
」
に
改
め
る
。

4

〈
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
盟
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
樟
の
一
部
改
正
)

第
三
十
八
条
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
関
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
擁
〈
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十

一岡市
 

の
一
部
告
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

壌
中
「
第
一

に
改
め
、
「
そ
の
能
の
放
送
〈
公
衆
に
よ
っ

次
条
第
一
一
壌
に
お
い
て
関
じ 

命
事
業
者
行

鱗

百

五

十

六

条

中

を

「

第

一

一

一

条

第

四

項

第

四

符

い

に

改

め

る

。

第
一
百
八
十
一
一
一
粂
の
表
第
七
条
第
こ
項
の
壌
を
削
る
。

(
携
帯
音
声
通
信
事
業
者
に
よ
る
奨
約
者
等
の
本
人
確
認
等
及
び
携
帯
音
声
遇
穏
役
務
の
不
正
な
利
用
の
防
止
に
関

す
る
法
律
の
一
部
改
正
〉

第
三
十
九
条
携
帯
音
声
遥
諸
事
業
者
に
よ
る
契
約
者
等
の
本
人
確
認
等
及
び
携
帯
音
声
通
信
役
務
の
不
正
な
利
用
の

防
止
に
関
す
る
法
律
〈
平
或
十
七
年
法
律
第
一
一
一
十
一
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
五
項
中
「
第
九
条
」
を
「
第
九
条
第
一
号
」
に
改
め
る
。

(
日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
爵
す
る
法
葎
の
一
部
改
正
)

第
四
十
条
日
本
震
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
(
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
〉
の
一
惑
を
次
の
よ
う
に
改


正
す
る
。


第
百
四
条
を
次
の
よ
う
記
改
め
る
。


〈
国
民
投
紫
に
関
す
る
放
送
に
つ
い
て
母
留
意
〉


錨
一
西
四
条
放
送
事
業
者
(
放
送
法
(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
一
自
三
十
日
…
号
)
第
二
条
第
ニ
十
六
号
に
規
定
す
る
放


V

送
事
業
者
を
い
い
、
ロ
は
本
数
送
協
会
及
び
放
送
大
学
学
関
(
放
送
大
学
学
閣
法
〈
平
成
十
留
年
詰
穣
第
富
五
十
六


ゆ

、晶

う
。
第
百
六
条
第
一
一
岐
に
お
い
て
興
じ
。
〉
を
裁
く
。
次
条
に
お
い


い
て
は
、
放
滋
法
第
閥
条
第


J

の
と
す
る
。


第

百

五

条

中

ご

に

改

め

る

。


第

百

六

条

第

一

躍

を

「

基

幹

放

送

事

業

者

〈

故

送

法

第

一

一

条

第

一


基
幹
披
送
事
業
者
を
い
い
、
自
本
放
送
協
会
及
び
放
送
大
学
学
園
を
除
く
。
第 

現
業
認
第
八
現
立
お
い
て
問
じ
。
ど

に
、
「
放
送
法
第
一
一
条
第
二
号
の
…
一
一
い
を
「
開
条
第
十
六
号
」
に
、
「
開
条
第
二
号
の
五
い
を
「
開
条
第
十
八
号
」
に
改

め
、
詞
条
第
問
項
及
び
第
八
票
中
二
般
放
送
事
業
者
」
を
「
基
幹
放
送
事
業
者
い
に
改
め
る
。

mm

J
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御

名

御

官

法
穣
第
六
十
六
号

高
度
一
ア
レ
ゼ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
整
備
侭
灘
臨
時
措
置
法
〈
平
成
十
一
年
法
律
第
六
十
一
一
…
号
〉
的

改
正
す
る
。

(
放
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
)

地
域
資
源
老
活
用
し
た
農
林
操
業
者
等
に
よ
る
新
事
業
の
麟
出
等
及
び
地
域
の
農
林
水
産
物
の
利
用
挺
進
に
関
す
る

第
四
十
一
条
設
滋
法
相
唱
の
一
一
部
を
改
正
す
る
法
律
〈
平
成
十
九
年
法
律
第
百
一
一
…
十
六
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

附
出
第
十
ニ
条
第
一
項
中
「
第
九
条
第
一
環
第
五
号
」
者
「
第
一
一
十
条
第
一
環
第
五
時
」
に
、
「
委
託
議
会
国
際
放

送
業
務
」
を
「
協
会
臨
際
衛
星
放
送
」
に
、
語
別
荘
十
二
条
の
四
第
一
項
い
を
「
第
百
四
十
七
条
鰐
一
環
い
に
、
「
第
五

樽

名

脅

議

十
一
一
条
の
六
の
二
第
一
環
い
を
「
第
百
五
十
一
一
条
第
一
嘆
い
に
、
「
第
五
十
ニ
条
の
十
八
第
二
項
」
を
「
第
九
十
八
条

第
二
現
い
に
、
吋
委
託
放
送
事
業
者
」
を
「
認
定
基
幹
放
送
事
業
者
」
に
、
「
第
五
十
一
一
条
の
三
十
ご
を
「
第
百
六
十

平
成
ニ
十
一

一
月
三
日

条
」
に
改
め
る
。

内
鵠
総
理
大
経

〈
篭
被
法
及
び
放
送
訟
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
…
部
改
正
)

第
館
十
一
一
条
一
議
波
法
及
び
放
送
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
穣
〈
一
平
成
二
十
一
年
法
権
第
二
十
二
号
)
の
一
部
喪
次
の

法
律
第
六
十
七
号

よ
う
に
改
正
す
る
。

地
域
資
源
を
活
用
し
た
農
林
換
業
者
等
に
よ
る
新
事
業
の
創
出
等
及
び
地
域
の
農
林
水
腹
物
の
利
用
促
進
に
関

附
期
第
三
条
中
「
第
二
条
第
二
号
の
ニ
の
ふ
ハ
の
移
動
受
信
用
地
上
放
送
い
を
「
第
二
条
第
十
問
時
の
移
動
受
信
用

す
る
按
葎

地
上
基
幹
放
送
」
に
改
め
る
。

〈
総
務
省
綾
糧
法
の
一
部
改
正
〉

第
四
十
三
条
総
務
省
設
罷
法
(
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
一
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
民
改
正
一
す
る
。

信
次
中
「
電
気
通
備
事
業
紛
争
処
理
委
員
会
」
そ
「
撞
気
通
話
紛
争
制
約
理
議
員
会
」
に
改
め
る
。

第

総

尉

〈

第

一

条

〉

目
次

管

直
人

第
八
条
第
二
項
中
「
議
気
通
檎
事
業
紛
争
処
理
委
員
会
い
を
「
電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
」
に
改
め
る
。

第
二
章
地
域
畿
援
を
活
用
し
た
農
林
機
業
者
等
に
よ
る
新
事
業
の
創
出
等

第
三
章
第
二
館
第
四
款
の
款
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
一
範
総
制
約
〈
第
一
一
発
・
第
三
粂
〉

第
十
九
条
中
「
電
気
通
般
事
業
紛
争
処
理
委
員
余
?
を
「
電
気
通
話
紛
争
怨
務
委
員
会
」
立
ペ
及
び
鷺
波
法
」
を

第
ニ
館
基
本
方
針
(
第
蹄
条
〉

第
一
一
…
節
農
林
漁
業
及
び
関
連
事
業
の
総
合
往
の
提
進
に
関
す
る
施
薬
〈
第
五
条 

第
十
七
条
)

第
四
節
雑
期
〈
第
十
八
条 

第
二
十
一
工
会
〉

i

i

第
四
数
構
築
通
信
総
争
処
理
委
銭
会

つ
議
議
法
」
に
、
「
並
び
に
」
を
吋
及
び
教
送
法
〈
路
和
二
十
若
年
法
律
第
百
三
十
一
置
さ
並
び
に
い
に
改
め
る
。

第
二
十
条
中
勺
放
送
法
〈
昭
和
二
十
去
年
法
律
第
百
五
十
一
一
号
〉
、
脊
線
テ
レ
ゼ
ジ
ョ
ン
放
送
法
(
昭
和
題
十

七
年
法
律
第
百
十
問
符
て
有
線
ラ
ジ
オ
放
送
業
務
め
濯
用
の
蔑
正
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
吾
三

第
五
節
罰
則
(
第
ニ
十
四
条
〉

十
五
特
〉
及
び
需
気
通
捷
役
務
利
用
数
送
法
(
平
成
十
五
年
法
律
第
八
十
去
口
市
ど
を
「
及
び
放
送
法
」
に
改
め
る
。

第
一
一
一
章
婚
域
の
護
持
水
産
物
の
利
用
の
挺
進

内
諸
総
聴
大
箆
管
室
一
人

第
三
十
九
条
一
)

i

第
一
範
一
総
制
約
〈
第
一
一
十
五
条

総
務
大
罷
片
山
善
博

第
二
節
基
本
方
針
等
〈
第
間
十
条
・
第
四
十
一
条
〉

法
務
大
陸
仙
詩
臨
人

第
一
一
一
節
地
域
的
農
林
水
産
物
の
科
掲
の
促
進
に
関
す
る
箆
策
〈
第
四
十
二
染 

第
五
十
条
〉

間
期

j

財
務
大
臣
野
自
捺
諺

文
部
科
学
大
陸
高
木
義
明

厚
生
労
畿
大
陸
翻
山
鶴
夫

農
山
漁
村
は
)
長
年
に
わ
た
っ
て
我
が
国
の
豊
か
な
風
土
と
勤
勉
な
富
民
性
を
誌
、
ぐ
く
み
、
就
業
の
機
会
安
提
供
し
、

悶
土
交
連
大
臣
馬
淵

多
様
な
文
北
悲
餅
過
し
て
き
た
。
ま
た
、
農
林
操
業
の
持
続
的
か
つ
健
全
な
発
展
は
、
そ
の
有
す
る
農
斡
本
巌
物
等
の

務
衛
大
陸
北
揮

安
定
的
な
供
給
の
機
能
及
び
国
土
の
保
全
等
の
多
聞
記
わ
た
る
機
能
が
発
持
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
農
出
漁
村
の
語
力

の
維
持
出
向
上
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、
国
畏
経
済
の
鍵
合
引
な
発
展
と
愚
民
生
活
の
安
定
向
上
に
質
献
す
る
も
の
で
あ
る
。

護 設

し
か
る
に
、
我
が
匿
の
農
林
換
業
及
び
農
山
換
村
は
内
外
の
様
々
な
問
題
に
直
臨
し
て
お
り
、
農
梓
水
産
物
鶴
格
の

低
迷
等
に
よ
る
所
得
の
減
少
、
高
齢
化
や
過
線
化
の
進
展
等
に
よ
り
、
曲
脱
出
議
村
の
活
力
は
務
し
く
抵
下
し
て
い
る
。

我
々
は
、
一
次
産
業
と
し
て
の
農
林
操
業
と
)
二
次
産
業
と
し
て
の
製
造
業
、
三
次
産
業
と
し
て
の
小
売
業
等
の
事

業
と
の
総
合
的
か
っ
一
体
的
な
推
進
を
図
り
、
議
域
資
源
を
活
用
し
た
新
た
な
付
加
締
値
を
生
み
出
す
六
次
藤
業
化
の

取
組
と
、
地
域
の
農
林
水
産
物
の
利
馬
を
挺
進
す
る
こ
と
立
よ
る
劉
議
の
農
林
水
産
物
の
消
費
を
拡
大
す
る
地
盤
地
補

高
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
整
欝
挺
進
臨
時
議
糠
法
の

平
成
二
十
一
一
年
十
一
一
持
五
日

部
を
設
立
す
る
法
律
を
と
こ
に
公
布
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣

高
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
整
備
促
進
臨
時
措
譲
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
徳

附
則
第
二
条
中
「
平
成
一
…
十
…
一
年
十
二
月
一
二
十
一
日
」
そ
「
平
成
一

持

則

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

部
を
次
の
よ
う
む

一
一
信
」
に
改
め
る
。

総
務
大
薮

内
関
総
理
大
臣 

一
等
の
取
組
が
結
ま
っ
て
も
麟
林
議
業
者
の
頭
指
符
の
確
保
を
通
じ
て
農
林
機
撲
の
持
続
的
か
つ
鍵
金
な
発
展
を
珂
能
と
す
一

る
と
と
も
に
、
幽
腿
出
議
村
の
活
力
の
一
持
金
、
消
費
者
の
科
凝
の
増
進
、
食
料
窃
給
織
の
向
上
等
に
重
一
葉
な
役
割
安
抱
一
う

も
の
と
確
信
す
る
e

問
時
に
、
こ
れ
ら
の
敢
組
は
、
農
山
漁
村
に
豊
震
に
存
在
す
る
土
地
、
本
そ
の
他
の
資
源
の
有
効
な
活
用
、
地
域
に

お
け
る
食
品
毅
一
環
資
源
の
再
生
利
殿
、
農
林
水
産
物
の
生
産
地
と
消
費
地
と
の
距
離
お
縮
減
等
を
通
じ
、
第
境
へ
の
負

蕎
の
低
按
に
寄
与
す
る
こ
と
が
大
い
に
期
待
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
こ
の
よ
う
な
視
点
に
立
ち
、
地
域
資
糠
を
活
用
し
た
農
林
機
業
者
等
に
よ
る
新
事
業
の
創
出
等
に
関
す
る

施
策
在
議
じ
て
農
山
議
村
に
お
け
る
六
次
産
業
化
を
議
議
す
る
と
と
も
に
、
国
態
の
農
林
水
産
物
の
諸
費
を
拡
大
す
る

地
産
地
諮
等
の
裂
選
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
た
め
、
こ
の
法
律
を
制
定
す
る
。

護

菅

人 美

菅片
山

蝶蕃
人博


